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２　住所届の記載内容を変更したときは、速やかに届け出るものとする。
　（服装）
第６条　学生は、本学学生としての品位を保つような服装をしなければならない。
　（健康診断）
第７条　学生は、毎年１回以上本学が行う健康診断を受けなければならない。
２　学生は、前項の健康診断の結果、本学が行う健康上の指示に従わなければならない。
　（長期欠席）
第８条　学生は、疾病その他の理由により、引き続き３週間以上欠席するときは、医師の診断書又は理由書を添え保証人連署のうえ所

属する学部長等に届け出なければならない。
　（団体の結成等）
第９条　学生が学内において又は学生が学外の者と団体を結成又は設立しようとするときは、顧問教員（本学専任の教授、准教授又は

講師に限る。ただし、専門とする教育・研究領域が課外活動団体の活動と関連があり、指導することが自らの研鑽に繋がり、及び本
人が顧問教員となることを希望する場合は、助教を顧問教員とすることができる。）を定め、責任者２名以上の連署をもって、所定
の様式により団体の規約を添えて、責任者の所属する学部長等に願書を提出し、学長の許可を得なければならない。

２　団体がその規約又は届出事項を変更しようとするときは前項を準用する。
３　団体が解散したときは、解散届を学長が指名する理事に提出しなければならない。
　（団体員名簿）
第10条　団体は団体員名簿を、毎年５月末日現在で更新し、６月末日までに学長が指名する理事に届け出なければならない。
２　団体員名簿の届出のない団体は、解散したものとみなすことがある。
　（学外団体への加入）
第11条　学内の団体が学外の団体に参加加入しようとするときは、その詳細な理由書を添え、責任者の所属する学部長等に願書を提出

し、学長の許可を得なければならない。
　（学外者の招へい）
第12条　学生又は学内の団体（以下「団体等」という。）が学外から特別指導者、講演者、コーチ等を招へいしようとするときは、そ

の期日の３日前までに、責任者の所属する学部長等の許可を得なければならない。
　（集会）
第13条　団体等が次に掲げる集会をしようとするときは、責任者は、その期日の３日前までに、所定の様式により、責任者の所属する

学部長等に願書を提出し、許可を得なければならない。ただし、２学部以上の学生が共同して集会をしようとする場合は、責任者の
所属する学部長等に願書を提出し、学長の許可を得なければならない。

　⑴　授業又は学校の行事に支障をきたす時間に行うとき。
　⑵　部外者を含む会合を行うとき。
　⑶　学生大会等を行うとき。
２　団体等が、集会のために本学の施設を使用しようとするときは、責任者は、その期日の２日前までに、あらかじめ当該集会を開催

する施設の使用について、当該施設を管理する部局等の長の許可を得なければならない。ただし、学内において平常使用している場
所で、使用目的の範囲内で集会する場合は、この限りでない。

第14条　学内の団体が学外の団体と共同して集会又は行事を行おうとするときは、学内の団体の責任者は、その詳細な理由書を添え、
その期日の３日前までに、責任者の所属する学部長等に願書を提出し、学長の許可を得なければならない。

２　学内の団体が学外において集会又は行事を行おうとするときは、前項を準用する。
　（印刷物配布等）
第15条　団体等が、学内若しくはその付近で、印刷物その他の物品を配布又は販売しようとするときは、その印刷物その他の物品を添

え、その前日までに、責任者の所属する学部長等の許可を得なければならない。
　（掲示）
第16条　団体等が学内において掲示をしようとするときは、その前日までに、掲示する部局等の長の許可を得なければならない。
２　団体等が、学外において本学名を使用して、掲示をしようとするときは、その３日前までに、責任者の所属する学部長等に願書を

提出し、学長の許可を得なければならない。
３　団体等が文書等を掲示するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
　⑴　掲示物には、すべて責任者の所属する学部又は研究科名、氏名及び掲示期間を明記し、許可の印を受けること。
　⑵　掲示期間は、１週間以内を原則とする。
　⑶　許可を受けた場所以外に掲示しないこと。
４　団体等が、前項各号に違反したときは、責任者に撤去を命じ、又は本学において処分することがある。
　（許可の取り消し等）
第17条　団体等の行為が、本学の機能を害し、学内の秩序を乱し、その他学生としての本分に反すると認められるときは、許可後におい

てもこれを取り消し、又はこれを禁止することがある。
　（学生への通知）
第18条　本学から学生に対する通知は、所定の場所での掲示、電子メール、ウェブシステム等で行う。通知は、７日を経過したときは、

周知したものとみなす。
　（研究生等）
第19条　研究生、科目等履修生、委託生、特別聴講学生及び特別研究学生については、別に定めのない限り、この規則を準用する。
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　（雑則）
第20条　この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
　　　附　則
　この規則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成19年１月26日から施行し、平成19年１月12日から適用する。
　　　附　則
　この規則は、平成19年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、令和５年１月26日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、令和６年５月14日から施行し、令和６年４月１日から適用する。

４　鹿児島大学学位規則
� 平成16年４月１日
� 規則第117号
　（趣旨）
第１条　この規則は、学位規則（昭和28年文部省令第９号）第13条の規定に基づき、鹿児島大学（以下「本学」という。）で授与する

学位の種類、論文審査、試験及び学力の確認の方法その他学位に関し必要な事項を定めるものとする。
　（学位の種類）
第２条　本学で授与する学位は、学士、修士、博士及び専門職学位とする。
２　学士の学位の専攻分野の名称は、次のとおりとする。
　　法学
　　経済学
　　文学
　　教育学
　　理学
　　医学
　　看護学
　　保健学
　　歯学
　　工学
　　農学
　　獣医学
　　水産学
　　学術
３　修士の学位の専攻分野の名称は、次のとおりとする。
　　法学
　　経済学
　　社会学
　　文学
　　理学
　　医科学
　　看護学
　　保健学
　　工学
　　農学
　　水産学
　　学術
４　博士の学位の専攻分野の名称は、次のとおりとする。
　　理学
　　医学
　　保健学
　　歯学
　　工学
　　情報科学
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　　農学
　　獣医学
　　水産学
　　学術
５　前２項に規定する学術の名称は、学際領域等の分野を専攻した者に限り付記するものとする。
６　専門職学位は、学位規則第５条の２の規定により、臨床心理修士（専門職）及び教職修士（専門職）とする。
　（学士の学位授与の要件）
第３条　学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。
　（修士の学位授与の要件）
第４条　修士の学位は、本学の大学院修士課程又は博士前期課程を修了した者に授与する。
　（博士の学位授与の要件）
第５条　博士の学位は、本学の大学院博士課程を修了した者に授与する。
２　前項に規定するもののほか、本学の大学院の課程を経ない者であっても、博士論文を提出して学位の授与を申請し、その審査に合

格し、かつ、本学の大学院博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者にも授与することができる。
　（専門職学位授与の要件）
第６条　臨床心理修士（専門職）の学位は、本学の大学院専門職学位課程（臨床心理学研究科の課程）を修了した者に授与する。
２　教職修士（専門職）の学位は、本学の大学院専門職学位課程（教育学研究科学校教育実践高度化専攻の課程）を修了した者に授与

する。
　（学位論文の提出）
第７条　修士の学位論文は、研究科長に提出するものとする。
２　博士の学位授与の申請は、学位審査願に論文、論文目録、論文要旨及び履歴書を添え、研究科長に提出するものとする。
３　第５条第２項に該当する者の学位授与の申請は、学位申請書に論文、論文目録、論文要旨及び履歴書並びに学位論文審査手数料を

添え、研究科長に提出するものとする。
４　本学の大学院の博士課程に所定の標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得して退学した者が論文を提出するときは、前項の規

定による。ただし、退学したときから１年以内に論文を提出した場合には、学位論文審査手数料は免除することができる。
第８条　前条に規定する学位論文は、１篇とする。ただし、参考として他の論文を添付することができる。
２　審査のため必要があるときは、論文の副本、訳本、模型、標本等の提出を求めることができる。
３　受理した論文は、返付しない。
　（論文の審査）
第９条　研究科長は、第７条に規定する論文を受理したとき、研究科教授会（臨床心理学研究科教授会除く。以下同じ。）に審査を付

託しなければならない。
第10条　研究科教授会は、論文の審査を付託されたとき、審査委員を選出して、審査を委嘱しなければならない。
２　審査委員は、主査１名、副査２名とする。ただし、必要に応じて副査の数を増すことができる。
３　審査委員は、論文の審査のほか、最終試験又は学力の確認を行う。
４　各研究科は、論文の審査に当たって必要があるときは、他の大学院又は研究所等の教員等に副査として協力を求めることができる。
　（最終試験）
第11条　前条第３項の最終試験は、学位論文の審査終了後、学位論文を中心としてこれに関連がある科目について、口答又は筆答に

よって行う。
　（学力の確認）
第12条　第５条第２項の規定による学力の確認は、専攻の学術に関し、本学の大学院博士課程修了者と同等以上の学識及び研究能力に

ついて、口答又は筆答によって行う。ただし、研究科長が必要と認めるときは、口答及び筆答によって行うことができる。
２　前項の学力の確認における外国語については、研究科教授会の定めるところによる。
３　本学の大学院の博士課程に所定の標準修業年限以上在学し、所定の単位を修得して退学した者が、退学後３年以内に論文を提出し

たときは、第１項の学力の確認を免除することができる。
　（審査の期間）
第13条　論文の審査及び最終試験又は学力の確認は、修士については、その在学期間中に、博士については、論文を受理した日から１

年以内に終了しなければならない。
　（審査結果の報告）
第14条　審査委員は、論文の審査及び最終試験又は学力の確認を終了したときは、その審査要旨に意見を付して、最終試験又は学力の

確認の成績とともに、研究科教授会に報告しなければならない。
第15条　研究科教授会は、前条の報告に基づいて、学位論文及び最終試験又は学力の確認の合否を決定する。
２　前項の決定は、委員の３分の２以上（連合農学研究科にあっては、過半数）が出席し、出席委員の３分の２以上（連合農学研究科

にあっては、４分の３以上）の賛成がなければならない。
第16条　研究科長は、前条第１項の決定に基づき、合格した者については、論文の審査要旨に最終試験又は学力の確認の成績を添えて、

文書で学長に報告するものとし、不合格者については、その旨を本人に通知するものとする。
　（学位の授与及び報告）
第17条　学長は、前条の報告に基づいて学位を授与すべき者を決定し、学位記を交付して学位を授与するものとする。
第18条　学長は、前条の規定によって学位を授与したときは、当該研究科長に通知する。
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２　学長は、博士の学位を授与したときは、学位簿に登録し、学位規則第12条の規定により文部科学大臣に報告するものとする。
　（論文要旨等の公表）
第19条　本学は、博士の学位を授与したときは、授与した日から３月以内に、その論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をイン

ターネットの利用により公表するものとする。
第20条　博士の学位の授与を受けた者は、当該博士の学位を授与された日から１年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を

公表しなければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表ずみのものは、この限りでない。
２　前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、研究科長の承認を受けて、当該博士

の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、本学は、その論文の
全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

３　博士の学位を授与された者が行う前２項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。
　（学位の名称）
第21条　本学において学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、学位の下に「鹿児島大学」と付記しなければならない。
　（学位授与の取消し）
第22条　本学において修士、臨床心理修士（専門職）若しくは教職修士（専門職）又は博士の学位を授与された者が、次の各号の一に

該当するときは、学長は、研究科教授会の議を経て、学位の授与を取り消し、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとす
る。

　⑴　不正の方法により学位を授与された事実が判明したとき。
　⑵　学位を授与された者が、その名誉を汚す行いをしたとき。
２　研究科教授会が、前項の議決を行うときは、委員の３分の２以上（連合農学研究科にあっては、過半数）が出席し、出席委員の４

分の３以上の賛成がなければならない。
　（学位記様式）
第23条　学位記様式は、別記様式のとおりとする。
　（学位論文審査手数料）
第24条　第７条第３項に規定する学位論文審査手数料の額及び徴収方法は、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則（平

成16年規則第118号）の定めるところによる。
　（細則の制定）
第25条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、研究科長が学長の承認を経て定めることができる。
　　　附　則
　この規則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成17年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規則は、平成19年４月１日から施行する。
２　平成19年３月31日以前の人文社会科学研究科臨床心理学専攻の入学者の学位及び専攻分野の名称は、改正後の第２条第３項の規定

にかかわらず、なお従前の例による。
　　　附　則
　この規則は、平成19年２月23日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成20年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規則は、平成21年４月１日から施行する。
２　平成21年３月31日以前に連合農学研究科に入学した者の学位論文の提出、学力の確認及び学位記の様式については、改正後の第７

条第４項及び第12条第２項の規定並びに別記様式（第23条関係）にかかわらず、なお従前の例による。
　　　附　則
　この規則は、平成24年３月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成24年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成24年10月18日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成25年５月30日から施行し、平成25年４月１日から適用する。
　　　附　則
　この規則は、平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成29年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成29年４月１日から施行する。
　　　附　則
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　この規則は、平成29年12月21日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成30年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、令和２年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規則は、令和３年４月１日から施行する。
２　令和３年３月31日以前に教育学研究科教育実践総合専攻に入学した者及び令和３年４月１日に当該専攻の２年次に転入学又は再入

学する者の学位及び専攻分野の名称は、改正後の第２条第３項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
　　　附　則
１　この規則は、令和６年４月１日から施行する。
２　令和６年３月31日以前に共同獣医学部に入学した者の学位記の様式については、改正後の別記様式（第23条関係）にかかわらず、

なお従前の例による。
　　　附　則
１　この規則は、令和７年４月１日から施行する。
２　令和７年３月31日以前の理工学研究科総合理工学専攻の入学者の学位及び専攻分野の名称は、改正後の第２条第４項の規定にかか

わらず、なお従前の例による。
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別記様式（第23条関係）

（大学を卒業した場合（共同獣医学部共同獣医学科を除く。））

Diploma Number :

Kagoshima University

（氏名）

has fulfilled the requirements for graduation from the
（学科名）

as prescribed by the
（学部名）

and is conferred the degree of

（学位名）

（学位授与日）

○第　　　号

学　　　位　　　記

氏　名

年　　月　　日生

　本学○○学部○○学科（課程）所定の課程を修め
て本学を卒業したことを認め学士（○○）の学位を
授与する

年　　月　　日　

鹿児島大学○○学部長　○　○　○　○　印
鹿 児 島 大 学 長　○　○　○　○　印

大学印

（サイン）
（学長名）
President of
Kagoshima University

（サイン）
（学部長名）
Dean, Faculty of（学部名）
Kagoshima University

（共同獣医学部共同獣医学科を卒業した場合）

Diploma Number :

Kagoshima University

（氏名）

has fulfilled the requirements for graduation from the
Joint Department of Veterinary Medicine

as prescribed by the
Joint Faculty of Veterinary Medicine of

Kagoshima University and Yamaguchi University
and is conferred the degree of

Bachelor of Veterinary Medicine

（学位授与日）

共獣第　　　号

学　　　位　　　記

氏　名

年　　月　　日生

　鹿児島大学及び山口大学の共同獣医学部共同獣医
学科所定の課程を修めて鹿児島大学を卒業したこと
を認め学士（獣医学）の学位を授与する

年　　月　　日　大学印

（サイン）
（学長名）
President of
Kagoshima University

（サイン）
（学長名）
President of
Yamaguchi University

（サイン）
（学部長名）
Dean, Joint Faculty of
Veterinary Medicine
Kagoshima University

（サイン）
（学部長名）
Dean, Joint Faculty of
Veterinary Medicine
Yamaguchi University

鹿児島大学共同獣医学部長
　○　○　○　○　印

鹿 児 島 大 学 長
　○　○　○　○　印

山口大学共同獣医学部長
　○　○　○　○　印

山 口 大 学 長
　○　○　○　○　印
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Diploma Number :

Kagoshima University

has conferred upon

（氏名）

having fulfilled the requirements for graduation 
as prescribed by the

（研究科名）
and having passed the thesis and the final 

examination

the degree of
（学位名）

（学位授与日）

（サイン）
（学長名）

President of Kagoshima University

○研第　　　号

学　　　位　　　記

氏　名

年　　月　　日生

　本学大学院○学研究科の博士課程において所定の
単位を修得し学位論文の審査及び最終試験に合格し
たので博士（○○）の学位を授与する

年　　月　　日　

鹿児島大学長　○　○　○　○　印

（医歯学総合研究科博士課程又は博士後期課程を修了した場合）

大学印

Diploma Number :

Kagoshima University

（氏名）

has fulfilled the requirements for graduation from the
（専攻名）

as prescribed by the
（研究科名）

passing the thesis and the final examination
and is conferred the degree of

（学位名）

（学位授与日）

（サイン）
（学長名）

President of Kagoshima University

○修第　　　号

学　　　位　　　記

氏　名

年　　月　　日生

　本学大学院○○研究科○○○専攻の修士課程（博
士前期課程）において所定の単位を修得し学位論文
の審査及び最終試験に合格したので修士（○○）の
学位を授与する

年　　月　　日　

鹿児島大学長　○　○　○　○　印

（修士課程又は博士前期課程を修了した場合）

大学印
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Diploma Number :

Kagoshima University

（氏名）

having passed the thesis and examination prescribed
by Kagoshima University

has conferred

the degree of
（学位名）

（学位授与日）

（サイン）
（学長名）

President of Kagoshima University

○論第　　　号

学　　　位　　　記

氏　名

年　　月　　日生

　本学に学位論文を提出し所定の審査及び試験に合
格したので博士（○○）の学位を授与する

年　　月　　日　

鹿児島大学長　○　○　○　○　印

Diploma Number :

Kagoshima University
has conferred upon

（氏名）

having fulfilled the requirements
for graduation as prescribed by the

Joint Graduate School of Veterinary Medicine of
Kagoshima University and Yamaguchi University

and having passed the thesis and
the final examination the degree of

Doctor of Philosophy in Veterinary Science

（学位授与日）

共獣研第　　　号

学　　　位　　　記

氏　名

年　　月　　日生

　鹿児島大学大学院及び山口大学大学院の共同獣医
学研究科博士課程において所定の単位を修得し学位
論文の審査及び最終試験に合格したので鹿児島大学
大学院を修了したことを認め博士（獣医学）の学位
を授与する

年　　月　　日　

（医歯学総合研究科博士課程又は博士後期課程に論文提出の場合）

（共同獣医学研究科を修了した場合）

大学印

大学印

（サイン）
（学長名）
President of
Kagoshima University

（サイン）
（学長名）
President of
Yamaguchi University

（サイン）
（研究科長名）
Dean, Joint Graduate School of
Veterinary Medicine 
Kagoshima University

（サイン）
（研究科長名）
Dean, Joint Graduate School of
Veterinary Medicine
Yamaguchi University 鹿児島大学大学院共同獣医学研究科長

　○　○　○　○　印

鹿 児 島 大 学 長
　○　○　○　○　印

山口大学大学院共同獣医学研究科長
　○　○　○　○　印

山 口 大 学 長
　○　○　○　○　印



172

Diploma Number :

Kagoshima University
on the nomination of the Councilof the 

United Graduate School of
Agricultural Sciences 
has conferred upon

（氏名）

having completed graduation requirements at 
（大学名）

and having passed the thesis and the final examination
the degree of 

（学位名）

（学位授与日）

（サイン）
（学長名）

President of Kagoshima University

連研第　　　号

学　　　位　　　記

氏　名

年　　月　　日生

　本学大学院連合農学研究科の博士課程において○
○大学で研究指導を受け学位論文審査及び最終試験
に合格したので博士（○○）の学位を授与する

年　　月　　日　

鹿児島大学長　○　○　○　○　印

（連合農学研究科を修了した場合）

大学印

Diploma Number :

Kagoshima University

（氏名）

having passed the thesis and
examination prescribed 

by Kagoshima University
has conferred the degree of

Doctor of Philosophy in Veterinary Science

（学位授与日）

共獣論第　　　号

学　　　位　　　記

氏　名

年　　月　　日生

　鹿児島大学に学位論文を提出し所定の審査及び試
験に合格したので博士（獣医学）の学位を授与する

年　　月　　日　

（共同獣医学研究科に論文提出の場合）

大学印

（サイン）
（学長名）
President of
Kagoshima University

（サイン）
（学長名）
President of
Yamaguchi University

（サイン）
（研究科長名）
Dean, Joint Graduate School of
Veterinary Medicine 
Kagoshima University

（サイン）
（研究科長名）
Dean, Joint Graduate School of
Veterinary Medicine
Yamaguchi University 鹿児島大学大学院共同獣医学研究科長

　○　○　○　○　印

鹿 児 島 大 学 長
　○　○　○　○　印

山口大学大学院共同獣医学研究科長
　○　○　○　○　印

山 口 大 学 長
　○　○　○　○　印
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Diploma Number :

Kagoshima University
on the nomination of the Council of the

United Graduate School of 
Agricultural Sciences

（氏名）

having passed the thesis and examination prescribed 
by Kagoshima University

has conferred

the degree of
（学位名）

（学位授与日）

（サイン）
（学長名）

President of Kagoshima University

連論第　　　号

学　　　位　　　記

氏　名

年　　月　　日生

　本学に学位論文を提出し所定の審査及び試験に合
格したので博士（○○）の学位を授与する

年　　月　　日　

鹿児島大学長　○　○　○　○　印

（連合農学研究科に論文提出の場合）

大学印

Diploma Number :

Kagoshima University

（氏名）

has fulfilled the requirements for graduation as 
prescribed by the

Graduate School of Clinical Psychology
and is conferred the degree of

Master of Clinical Psychology

（学位授与日）

（サイン）
（学長名）

President of Kagoshima University

臨床心理修第　　　号

学　　　位　　　記

氏　名

年　　月　　日生

　本学大学院臨床心理学研究科の専門職学位課程に
おいて所定の単位を修得したので臨床心理修士（専
門職）の学位を授与する

年　　月　　日　

鹿児島大学長　○　○　○　○　印

（臨床心理学研究科を修了した場合）

大学印
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Diploma Number :

Kagoshima University

（氏名）

has fulfilled the requirements for graduation from the
Division of Professional Teacher Education

as prescribed by the Graduate School of Education
and is conferred the degree of

Master of Education

（学位授与日）

（サイン）
（学長名）

President of Kagoshima University

教専第　　　号

学　　　位　　　記

氏　名

年　　月　　日生

　　本学大学院教育学研究科学校教育実践高度化専
攻の専門職学位課程において所定の単位を修得した
ので教職修士（専門職）の学位を授与する

年　　月　　日　

鹿児島大学長　○　○　○　○　印

（教育学研究科学校教育実践高度化専攻を修了した場合）

大学印
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５　鹿児島大学共通教育科目履修規則
� 平成16年４月１日
� 規則第115号
　（趣旨）
第１条　この規則は、鹿児島大学学則（平成16年規則第86号。以下「学則」という。）第38条第７項の規定に基づき、鹿児島大学（以

下「本学」という。）における共通教育科目の履修方法等について、必要な事項を定めるものとする。
　（授業科目の開講期）
第２条　授業科目の開講期は、原則として次のとおりとする。
　　前期　４月１日～９月30日
　　後期　10月１日～翌年３月31日
　（共通教育科目の区分）
第３条　共通教育科目の区分は、別表第１及び別表第２のとおりとする。
２　共通教育科目に係る授業科目名、単位数、講義内容及び開講期は、別に定める。
第４条　削除
　（授業期間）
第５条　各授業科目の授業は、15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、

これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。
　（単位の計算）
第６条　各授業科目の単位の計算方法は、１単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、講義、

演習、実験若しくは実習のいずれか又はこれらの併用の方法に応じ、当該授業科目による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考
慮して、次の基準により計算するものとする。

　⑴　講義及び演習については、15時間から30時間の授業をもって１単位とする。
　⑵　実験及び実習については、30時間から45時間の授業をもって１単位とする。
　（学部別卒業要件単位数等）
第７条　各学部における共通教育科目の卒業要件単位数及び履修方法は、別に定める。
　（外国人留学生の履修の特例）
第８条　外国人留学生（共同獣医学部共同獣医学科の外国人留学生を除く。）に係る日本語・日本事情科目の履修については、日本語

６単位及び日本事情２単位を修得しなければならない。この場合において、日本事情の２単位は、学際教育科目群（地域志向、発展・
実践）、自然科学科目群（教養自然科学）又は人文社会科学科目群（教養人文社会科学）の単位に読み替えることができる。

　（授業時間割及び履修申請）
第９条　開設する授業科目の時間割及び担当教員は、各期の履修登録日の前に公示する。
２　学生は、受講する授業科目を選定のうえ履修計画を作成し、各期の始めの所定の期日に履修申請をしなければならない。
３　履修申請し受講の承認を得ていない授業科目については、単位の認定を受けることができない。
４　履修登録の変更は、原則として認めない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、履修登録を取り消すことができるものとする。

（1）　病気や怪我などで長期欠席となるために、医師の診断書を添付して履修登録取消申請をした場合
（2）　履修登録の確定後３週間以内に、履修登録取消申請をした場合
５　同じ授業科目が、同一時間帯に複数開設される場合、指定された授業クラス以外の受講は、原則として認めない。
　（再履修）
第９条の２　成績評価の認定が不合格となった科目又は単位を修得した後に第10条の２に定めるグレード・ポイント（以下「GP」と

いう。）の値を更新しようとする科目は、再履修の申請を行うことができるものとする。
２　再履修の申請は、原則として前条第２項に基づく履修申請よりも優先して登録されるものとし、再履修が確定した時点で、当該科

目の成績評価は削除する。
３　再履修登録の変更は、前条第４項第１号に定める場合を除き、認めない。
４　再履修に関し必要な事項は、別に定める。
　（試験等及び単位認定）
第10条　授業科目を履修した学生に対しては、授業総時数の３分の２以上出席した場合に限り、シラバスに記載された方法で試験その

他の大学が定める適切な方法（以下「試験等」という。）により学修の成果を評価して、合格した者には、単位を認定する。
２　試験等及び認定単位に関し必要な事項は、別に定める。
３　学則第44条の２の規定により、共同獣医学部共同獣医学科の学生が、山口大学が開設する共同教育課程に係る授業科目の履修によ

り修得した単位は、本学の教育課程において修得したものとみなすものとする。
　（GPA 制度による成績評価）
第10条の２　共通教育科目の成績評価は、グレード・ポイント・アベレージ（以下「GPA」という。）制度により行い、シラバスに記

載された学習目標と評価基準及び方法に基づき、学習達成度を評価する。
２　各学期、１年間及び入学後の GPA はそれぞれ、学期 GPA、年間 GPA 及び通算 GPA と称する。
３　各科目の学習達成度の GP の値及び GPA の算出方法は、別表第３のとおりとする。
４　履修登録確定後に放棄した科目の評価は不合格とし、成績原簿に記録する。
５　GPA 制度に基づき、成績優秀者に対する表彰及び成績不振者に対する助言・指導を行う。
６　前項の表彰及び助言・指導に関し必要な事項は、別に定める。
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　（１年次入学前の既修得単位の認定）
第11条　本学入学前に他の大学又は短期大学（外国の大学又は短期大学を含む。）において履修した授業科目について修得した単位（科

目等履修生として修得した単位を含む。）を、本学における共通教育の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
２　本学入学前に行った大学の専攻科、短期大学の専攻科、高等専門学校の専攻科又は高等専門学校の課程における学修について、教

育上有益と認めるときは、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
３　前２項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、共通教育科目及び専門教育科目の単位について学

則第45条に規定する単位と合わせて60単位を超えないものとする。
４　単位の認定方法等については、別に定める。
５　編入学、転学等の場合における共通教育科目の既修得単位の認定については、各学部において定める。
　（技能審査合格者等の単位認定）
第12条　本学が認定した技能審査等に合格又は一定の成績を修めた各学部（共同獣医学部共同獣医学科を除く。）の学生について、教

育上有益と認めるときは、当該技能審査等の成果を本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
２　前項の本学が認定した技能審査等及び単位の認定方法等に関し必要な事項は、別に定める。
３　第１項の規定により履修とみなし、与えることができる単位数は、前条第３項に規定する単位数に含めるものとする。

　　　附　則
　この規則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規則は、平成19年４月１日から施行する。
２　この規則の施行日の前日において、在学する学生は、改正後の第８条の２、第９条第４項ただし書き、第９条の２の規定にかかわ

らず、なお従前の例による。
　　　附　則
　この規則は、平成19年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成22年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成23年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規則は、平成23年４月１日から施行する。
２　この規則の施行日の前日において在学する学生は、改正後の第12条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
　　　附　則
１　この規則は、平成24年４月１日から施行する。
２　この規則の施行日の前日において在学する農学部獣医学科の学生については、改正後の規則（第９条を除く。）にかかわらず、な

お従前の例による。
　　　附　則
１　この規則は、平成25年４月１日から施行する。
２　この規則の施行日の前日において在学する学生に対しては、改正後の規則にかかわらず、なお従前の例による。
　　　附　則
１　この規則は、平成26年４月１日から施行する。
２　この規則の施行日の前日において在学する学生については、改正後の第12条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
　　　附　則
１　この規則は、平成27年４月１日から施行する。
２　この規則の施行日の前日において在学する学生については、改正後の第８条第１号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
　　　附　則
１　この規則は、平成28年４月１日から施行する。
２　この規則の施行日の前日において在学する学生に対しては、改正後の規則にかかわらず、なお従前の例による。
　　　附　則
１　この規則は、平成29年４月１日から施行する。
２　この規則の施行日の前日において在学する者については、改正後の第６条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
　　　附　則
１　この規則は、平成30年４月１日から施行する。
２　平成28年３月31日において在学する者については、改正後の第３条第１項、第10条の２第３項、別表第３及び別表第４の規定にか

かわらず、なお従前の例による。
３　この規則の施行日の前日において在学する者については、改正後の第12条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
　　　附　則
この規則は、令和２年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規則は、令和６年４月１日から施行する。
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２　この規則の施行日の前日において在学する者については、改正後の第３条第１項別表第１及び別表第２、第８条、第10条第３項、
第12条第１項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

　　　附　則
１　この規則は、令和８年４月１日から施行する。
２　この規則の施行日の前日において在学する者については、改正後の第３条第１項別表第１及び別表第３、第８条、第10条の２第３

項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第１（第３条関係）
　法文学部、教育学部、理学部、医学部、歯学部、工学部、農学部、水産学部、共同獣医学部畜産学科

大分類 中分類 小分類

初年次教育科目群 必修
学術基礎
体育・健康科学
情報活用

学際教育科目群

必修 大学と地域

選択必修
地域志向

発展・実践

グローバル教育科目群
必修

英語

日本語

日本事情

選択必修 初修外国語
国際教養

自然科学科目群 選択必修 教養自然科学
基礎自然科学

人文社会科学科目群 選択必修 教養人文社会科学

個別最適化科目

卒業要件外科目 学芸員資格

　備考１：学術基礎は、原則として一般学生を対象とする。
　備考２：日本語・日本事情は、原則として外国人留学生を対象とする。
　備考３：個別最適化科目は、科目群によらずすべての選択科目の中から自由に選択できる。

別表第２（第３条関係）
　共同獣医学部共同獣医学科

共通教育科目

一般教養教育科目
体育・健康科目
初期教育科目
外国語科目

　備考：共同獣医学部規則別表第１に規定する履修課程表にない共通教育科目の授業科目を履修し、修得した単位は、自由単位とする。

別表第３（第10条の２関係）
項　　目 学習達成度 評　語 GP の値

成績評価及び評語

90％以上 A ４点
80％以上90％未満 B ３点
70％以上80％未満 C ２点
60％以上70％未満 D １点
60％未満 F ０点

単位認定科目及び他大学等
単位互換により単位を修得
した科目の成績評価

認定 P

GPA の算出方法

（学期・年間・通算）GPA ＝
（４× nA ＋３× nB ＋２× nC ＋１× nD ＋０× nF）／（nA
＋ nB ＋ nC ＋ nD ＋ nF）
注）nA、nB、nC、nD、nF は、それぞれ当該期間に履修した
科目の A、B、C、D、F に対応する総単位数とする。
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６　鹿児島大学共通教育科目試験等規則
� 平成16年４月１日
� 規則第142号
　（趣旨）
第１条　この規則は、鹿児島大学共通教育科目履修規則（平成16年規則第115号）第10条第２項の規定に基づき、試験等に関し必要な

事項を定めるものとする。
（試験等の受験資格）
第２条　試験等は、授業科目の授業総時数の３分の２以上出席した場合に限り、受験することができる。ただし、授業総時数の３分の

２以上出席していない場合であっても、担当教員が特に必要と認めたときは、補講を受講した上で受験することができるものとする。
（単位の認定）
第３条　授業科目を履修した学生に対しては、シラバスに記載された学習目標の達成度を評価するため、当該科目の成績評価基準に基

づき試験等を行い、合格した者に単位を認定する。
（方法）
第４条　試験等は、筆記試験、小テスト、レポート、実技及び作品等の方法により総合的に行う。

（成績の評価）
第５条　成績の評価は、評点又は評語をもって表し、合否の認定は、次の基準によるものとする。ただし、成績の報告は評点で行う。

学習達成度 評　　　点 評　　語 認　　　定
90％以上 100点～90点 A 合　格
80％以上90％未満  89点～80点 B 合　格
70％以上80％未満  79点～70点 C 合　格
60％以上70％未満  69点～60点 D 合　格
60％未満  59点～０点 F 不合格
単位認定科目及び他大学等単位互換により単位を修得した科目の成績評価は、P（認定）の評語で表す。

　（発表）
第６条　試験等の結果は、成績通知表によって発表する。
　（追試験等）
第７条　やむを得ない事情によって試験等を受験できなかった者に対して、追試験等を行うことがある。
２　追試験等を受けようとする者は、担当教員の承認を得て追試験願を提出しなければならない。
　（再試験等）
第８条　試験等の結果、合格しなかった者に対して再試験等を行うことがある。
２　再試験等を受験できる者は、成績通知表等により通知するものとする。
３　再試験等においては、70点以上の成績は認定しない。
４　再試験等の成績判定は、当該授業科目が行われた学期の次の学期に行う。ただし、再試験等に合格した場合の単位は、当該授業科

目が行われた学期の単位として認定する。
　（不正行為の措置）
第９条　試験等の際、不正行為の事実が確認された場合、原則として、当該期の共通教育科目の全受験科目を不合格（０点）とする措

置をとる。
２　前項の不正行為を行った者については、鹿児島大学学則（平成16年規則第86号）第60条の規定により当該学部教授会の議を経て、

学長が懲戒することがある。
　　　附　則
　この規則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規則は、平成17年４月１日から施行する。
２　この規則の施行日の前日において、在学する学生は、改正後の第５条第１項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
　　　附　則
　この規則は、平成18年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規則は、平成19年４月１日から施行する。
２　この規則の施行日の前日において、在学する学生は、改正後の第５条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
　　　附　則
　この規則は、平成21年12月24日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成22年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成23年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規則は、平成28年４月１日から施行する。
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２　この規則の施行日の前日において在学する学生については、なお従前の例による。
　　　附　則
　この規則は、令和６年４月１日から施行する。

７　鹿児島大学研究生規則
� 平成16年４月１日
� 規則第113号
　（趣旨）
第１条　この規則は、鹿児島大学学則（平成16年規則第86号。以下「学則」という。）第67条及び鹿児島大学大学院学則（平成16年規

則第87号。以下「大学院学則」という。）第42条の規定に基づき、研究生について必要な事項を定めるものとする。
　（資格）
第２条　鹿児島大学に研究生として受け入れることのできる者の資格は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認めら

れた者とする。
２　前項の規定にかかわらず、大学院の研究科において、教育研究上必要があると認めるときは、資格を別に定めることができる。
　（出願）
第３条　研究生として志願する者は、志願書、履歴書その他別に定める書類に検定料を添えて当該学部長又は当該研究科長（以下「学

部長等」という。）に願い出なければならない。
　（受入れ許可）
第４条　前条の志願者については、当該学部教授会又は当該研究科教授会（以下「教授会等」という。）の議を経て、学部長等が受入

れを許可する。
　（受入れの時期）
第５条　研究生の受入れの時期は、原則として学年又は学期の始めとする。
　（研究期間）
第６条　研究期間は、原則として１年以内とする。ただし、引き続き研究を希望する者は、学部長等の許可を得てこの期間を延長する

ことができる。
　（研究従事）
第７条　研究生は、特定の研究課題について指導教員の指導のもとに研究に従事するものとする。
２　研究生は、単位を修得することはできない。
　（研究の修了）
第８条　研究生がその研究を終えた場合には、研究成果の概要等を記載した研究修了届を指導教員を経て学部長等に提出するものとする。
２　学部長等は、前項の研究修了者に対し、教授会等の議を経て、研究修了証明書を交付する。
　（授業料等）
第９条　検定料、登録料及び授業料の額並びに徴収方法は、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則（平成16年規則第

118号）の定めるところによる。
　（学則等の準用）
第10条　この規則に定めるもののほか、研究生については、学則、大学院学則その他関係規則を準用する。
　（細則）
第11条　この規則に定めるもののほか、研究生に関する細則は、各学部及び各研究科において別に定める。
　　　附　則
　この規則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成19年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成21年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、令和４年４月１日から施行する。

８　鹿児島大学科目等履修生規則
� 平成16年４月１日
� 規則第112号
　（趣旨）
第１条　この規則は、鹿児島大学学則（平成16年規則第86号。以下「学則」という。）第67条及び鹿児島大学大学院学則（平成16年規則第87

号。以下「大学院学則」という。）第42条の規定に基づき、科目等履修生（以下「履修生」という。）について必要な事項を定めるものとする。
　（高大接続科目等履修生）
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第１条の２　履修生のうち、高等学校の生徒で鹿児島大学が指定する授業科目を履修する者を高大接続科目等履修生とする。
２　高大接続科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。
　（資格）
第２条　鹿児島大学に履修生として受け入れることのできる者の資格は、各学部、共通教育センター、教師教育開発センター長又は各

研究科（以下「各学部等」という。）において別に定めるところにより、当該授業科目を履修するに十分な学力を有する者とする。
　（出願）
第３条　履修生として志願する者は、志願書及び各学部等で別に定める必要書類に所定の検定料を添えて、各学部長、共通教育セン

ター長、教師教育開発センター長又は各研究科長（以下「各学部長等」という。）に願い出なければならない。
　（受入れ許可）
第４条　前条の志願者については、当該学部教授会、共通教育センター運営委員会、教師教育開発センター運営委員会又は当該研究科

教授会の議を経て、各学部長等が受入れを許可する。
　（受入れ時期）
第５条　履修生の受入れの時期は、学期の始めとする。
　（履修期間）
第６条　履修期間は、原則として履修を許可された当該授業科目の開設期間とする。ただし、引き続き履修を希望する者は、各学部長

等の許可を得てこの期間を延長することができる。
　（履修方法等）
第７条　履修する授業科目、単位数及び履修方法は、各学部等において定める。
　（単位の認定）
第８条　履修した授業科目については、各学部等の定めるところにより試験を受けることができる。
２　前項の試験に合格した者には、所定の単位を与える。
　（授業料等）
第９条　検定料、登録料及び授業料の額並びに徴収方法は、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則（平成16年規則第

118号）の定めるところによる。
　（学則等の準用）
第10条　この規則に定めるもののほか、履修生については、学則、大学院学則その他関係規則を準用する。
　（細則）
第11条　この規則に定めるもののほか、履修生に関する細則は、各学部等において別に定める。
　　　附　則
　この規則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成19年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成20年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成21年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成29年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、令和４年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、令和４年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、令和７年４月１日から施行する。

９　鹿児島大学委託生規則
� 平成16年４月１日
� 規則第114号
　（趣旨）
第１条　この規則は、鹿児島大学学則（平成16年規則第86号。以下「学則」という。）第67条及び鹿児島大学大学院学則（平成16年規

則第87号。以下「大学院学則」という。）第42条の規定に基づき、委託生について必要な事項を定めるものとする。
　（資格）
第２条　官庁又は公共団体等から、その職員の学修のため、１学期以上を在学期間とし、委託の願い出のあるときは、委託生として受

入れを許可することがある。
　（受入れ許可）
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第３条　前条の受入れは、当該学部教授会又は当該研究科教授会の議を経て、学部長又は研究科長が許可する。
　（受入れの時期）
第４条　委託生の受入れ時期は、学年又は学期の始めとする。
　（単位の認定）
第５条　委託生として、履修した授業科目の試験に合格した者には、所定の単位を与える。
　（授業料等）
第６条　委託生の検定料、登録料及び授業料の額並びに徴収方法は、その学生身分に応じて、鹿児島大学における授業料その他の費用

に関する規則（平成16年規則第118号）の定めるところによる。
　（学則等の準用）
第７条　この規則に定めるもののほか、委託生については、学則、大学院学則その他関係規則を準用する。
　　　附　則
　この規則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成19年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成21年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、令和４年４月１日から施行する。

10　鹿児島大学外国人留学生規則
� 平成16年４月１日
� 規則第127号
　（趣旨）
第１条　この規則は、鹿児島大学学則（平成16年規則第86号。以下「学則」という。）第67条及び鹿児島大学大学院学則（平成16年規

則第87号。以下「大学院学則」という。）第42条の規定に基づき、外国人留学生について必要な事項を定めるものとする。
　（定義）
第２条　この規則における「外国人留学生」とは、大学において教育を受けることを目的として入国し、本学に入学又は受入れを許可

された外国人をいう。
　（区分）
第３条　外国人留学生の区分は、次に掲げるとおりとする。
　⑴　学部学生
　⑵　大学院学生
　⑶　科目等履修生
　⑷　研究生
　⑸　特別聴講学生
　⑹　特別研究学生
　⑺　日本語研修生
　（資格等）
第４条　外国人留学生の資格等は、前条の区分ごとに次表のとおりとする。

区　分 資　格　等

学 部 学 生 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者若しくはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者又は
これと同等以上の学力があると認められた者

大 学 院 学 生 外国において、学校教育における16年（博士課程にあっては18年）の課程を修了した者又はこれと同等以上の学力が
あると認められた者

科 目 等 履 修 生 当該学部、共通教育センター、教師教育開発センター又は当該研究科の定めるところにより当該授業科目を履修する
に十分な学力を有する者

研 究 生 外国において、学校教育における16年（医学部医学科、歯学部及び共同獣医学部共同獣医学科にあっては18年）の課
程を修了した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者

特 別 聴 講 学 生 鹿児島大学（以下「本学」という。）と外国の大学との間において締結された大学間交流協定、学部間交流協定及び
これらに準ずるものに基づいて本学において特定の授業科目を履修することを目的として来日する外国人留学生

特 別 研 究 学 生 本学と外国の大学との間において締結された大学間交流協定、学部間交流協定及びこれらに準ずるものに基づいて特
定の事項について研究することを目的として来日する外国人留学生

日 本 語 研 修 生
国費外国人留学生制度実施要項（昭和29年３月31日文部大臣裁定）に基づく研究留学生、日韓共同理工系学部留学生
事業実施要項（平成12年８月１日文部省学術国際局長裁定）に基づく日韓共同理工系学部留学生及びグローバルセン
ター長が適当と認めた者で、日本語を中心とする教育を受講する者

　（入学の出願）
第５条　外国人留学生として入学又は受入れを志願する者は、入学願書又は志願書に次に掲げる書類を添えて願い出なければならな

い。
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　⑴　旅券の写又は住民票の写
　⑵　その他本学が必要と認める書類
　（学則等の適用）
第６条　この規則に定めるもののほか、外国人留学生に関し、必要な事項は、学則、大学院学則その他関係規則の定めるところによる。
　　　附　則
　この規則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成19年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成20年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成24年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成27年９月24日から施行し、平成27年８月１日から適用する。
　　　附　則
　この規則は、平成28年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成29年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成29年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、令和４年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、令和６年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、令和７年６月19日から施行し、令和７年４月１日から適用する。

11　鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則
� 平成16年４月１日
� 規則第118号
目次

　第１章　総則（第１条－第２条の２）
　第２章　授業料（第３条－第６条）
　第３章　入学料（第７条－第10条）
　第４章　検定料（第11条）
　第５章　研究生、科目等履修生等（第12条－第14条）
　第６章　公開講座講習料（第15条）
　第７章　学位論文審査手数料（第16条）
　第８章　特別課程受講料（第17条）
　第９章　削除
　第10章　寄宿料（第19条－第22条）
　第11章　返還（第23条）
　第12章　雑則（第24条）
　附則
　　　第１章　総則

　（趣旨）
第１条　この規則は、鹿児島大学（以下「本学」という。）における授業料、入学料、検定料、その他本学が提供する教育等の対価と

して徴収する費用の額を定めるとともに、徴収及び返還に関する事務の手続きを定める。
　（授業料、入学料及び検定料の額等）
第２条　本学において徴収する授業料（附属幼稚園にあっては保育料。以下同じ。）、入学料（附属幼稚園にあっては入園料。以下同じ。）

及び検定料の額は別表第１のとおりとする。
２　前項のほか、本学が提供する教育等の対価として徴収する費用の額は別表第２から別表第７のとおりとする。
３　各学部、各研究科、機構又は機構の各センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター、各学内共同教育研究施設及び附属病院
（以下「学部等」という。）の長（ヒトレトロウイルス学共同研究センターにあっては、ヒトレトロウイルス学共同研究センター長又
は鹿児島大学キャンパス長）は、前２項に定めのない費用の額で当該学部等のみに係るものについて、学長の承認を経て定めること
ができる。

４　第４条及び第23条の規定に基づき、期の中途において学籍の変更が生じた場合に徴収する授業料の額は、原則として授業料の年額
の12分の１に相当する額に、次の徴収の時期前までの在籍月数を乗じて得た額とし、その額に100円未満の端数があるときは、これ
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を切り上げるものとする。ただし、国等が経費を負担し、これにより端数の計算が定められている場合は、この限りではない。
第２条の２　文部科学省等が行う国費外国人留学生制度又はそれに準ずる制度により受け入れる外国人留学生については、当該事業の

実施機関が経費を負担する場合に限り、授業料、入学料及び検定料を徴収しない。
２　本学の大学院において受け入れる外国政府派遣留学生等の入学料及び検定料は、当該外国人留学生からの願い出により、徴収しな

いこととすることができる。ただし、外国の政府等から当該外国人留学生に対して入学料及び検定料相当分の奨学金等が支給されて
いる場合を除く。

３　本学が締結した大学間交流協定に基づき受け入れる外国人留学生については、当該協定文書等において相互に交換する学生の人
数、期間等が記載され、授業料等が相互に不徴収とされている場合に限り、授業料、入学料及び検定料を徴収しない。

４　本学の大学院研究科の修士課程（博士前期課程を含む。以下同じ。）又は専門職学位課程を修了し、引き続き本学の大学院研究科
の博士課程（博士後期課程を含む。以下同じ。）に進学する場合及び大学院連合農学研究科を構成する大学の修士課程又は専門職学
位課程を修了し、引き続き大学院連合農学研究科に進学する場合は、入学料及び検定料を徴収しない。

５　本学の大学院研究科の修士課程又は専門職学位課程を修了し、３年以内に本学の大学院研究科の博士課程へ入学の出願をする場合
及び大学院連合農学研究科を構成する大学の修士課程又は専門職学位課程を修了し、３年以内に大学院連合農学研究科へ入学の出願
をする場合は、入学料及び検定料を徴収しない。

６　学部生が鹿児島大学学則（平成16年規則第86号）第44条の３第１項の規定に基づき、大学院の授業を履修する場合は、授業料を徴
収しない。

７　大学院学生が鹿児島大学大学院学則（平成16年規則第87号）第20条の３第１項の規定に基づき、各学部及び共通教育センターの授
業を履修する場合は、授業料を徴収しない。

　　　第２章　授業料

　（授業料の徴収）
第３条　第２条第１項に係る授業料（この章において同じ。）の徴収は、各年度に係る授業料について、前期及び後期の２期に区分し

て行うものとし、それぞれの期において徴収する額は、年額の２分の１に相当する額とする。
２　前項の授業料の徴収の時期は、原則として前期にあっては４月１日から５月31日まで、後期にあっては10月１日から11月30日までとす

る。
３　第１項の授業料は、原則として銀行等の口座引き落としにより徴収するものとする。
　（授業料徴収の特例）
第４条　特別の事情により、入学の時期が年度の中途である場合に前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分

の１に相当する額に入学した日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とする。
２　前期又は後期の途中において復学、転入学、編入学又は再入学（以下「復学等」という。）をした者から前期又は後期において徴

収する授業料の額は、授業料の年額の12分の１に相当する額に復学等の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た
額とする。

３　特別の事情により、学年の中途で卒業又は課程を修了する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の１に相当する額に
在学する月数を乗じて得た額とする。

４　前期又は後期の最初の月に在学する者で次の徴収の時期前に退学又は休学する者から徴収する授業料の額は、それぞれの期におい
て年額の２分の１に相当する額とする。

５　職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了するこ
とが認められた者の授業料の年額は、授業料の年額に修業年限に相当する年数を乗じて得た額を在学期間の年数で除した額とし、学
年の中途で卒業又は課程を修了することが認められた者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の１に相当する額に在学す
る月数を乗じて得た額とする。

６　高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成22年法律第18号）第４条の規定に基づき就学支援金の受給資格の認定を受けた者
から徴収する授業料の額は、別表第１に定める授業料の額と、同法第７条の規定に基づき本学が就学支援金を代理受領し当該授業料
債権に充当した額との差額とする。

７　死亡若しくは行方不明により、又は授業料を納入しないことにより学籍を除いた場合は、未納の授業料は徴収しない。
　（授業料の免除）
第５条　授業料の納付が困難な者については、本人及び保証人からの申請に基づき授業料の全額又は一部の額を免除することができ

る。なお、本条により免除を認められた者から徴収する授業料の額は当該期の免除額を差し引いて得た額とする。
２　大学の学部に在学するものに係る授業料の免除は、大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号。以下「修学支

援法」という。）に定める基準に基づき実施する。
３　大学院の研究科又は附属特別支援学校の高等部に在学する者及び附属幼稚園の園児に係る授業料の免除は、次の各号の一に該当す

る場合に行うことができる。
　⑴　経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
　⑵　徴収の時期前６月以内（新入学者の場合は入学前１年以内）において学生生徒（附属特別支援学校の高等部及び附属幼稚園の園

児を含む。以下同じ。）の学資を主として負担している者（以下「学資負担者」という。）が死亡し、又は学生生徒若しくは学資負担
者が風水害等の災害（以下「災害」という。）を受け、納付が著しく困難であると認められる場合

　⑶　前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
４　前項による授業料免除の総額は毎年度の予算で定められた範囲とし、前２項に係る免除者及び免除額の決定は学生生活委員会の議

を経て学長が行う。
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５　授業料免除の申請様式及び必要書類は別に定める。
第５条の２　前条に定めるものの他、やむを得ない事情により、学長が必要と認める場合は、授業料を免除することができる。
２　前項により授業料を免除する場合の取扱いは、学長が別に定める。
　（授業料の徴収猶予）
第６条　授業料の納付が困難な者については、本人及び保証人からの申請に基づき授業料の徴収を猶予することができる。
２　授業料の徴収猶予は次の各号の一に該当する場合に行うことができる。
　⑴　経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
　⑵　学生生徒又は学資負担者が災害を受け、納付が困難であると認められる場合
　⑶　その他やむを得ない事情があると認められる場合
３　前項による授業料の徴収猶予の期間は、前期にあっては９月末日、後期にあっては１月末日までとする。
４　徴収猶予の決定は、別に定める申請様式及び必要書類に基づき学長が行う。

　　　第３章　入学料

　（入学料の徴収）
第７条　入学料は、入学手続きの際に徴収するものとする。
　（入学料徴収の特例）
第８条　入学料免除の決定前又は入学料の徴収猶予期間内に死亡又は行方不明により学籍を除いた場合は、未納の入学料は徴収しない。
　（入学料の免除）
第９条　第２条第１項に係る入学料（附属幼稚園を除く。）の納付が困難な者については、本人及び保証人からの申請に基づき入学料

の全額又は一部の額を免除することができる。なお、本条により免除を認められた者から徴収する入学料の額は、当該期の免除額を
差し引いて得た額とする。

２　大学の学部に入学する者に係る入学料の免除は、修学支援法に定める基準に基づき実施する。
３　大学院の研究科に入学する者に係る入学料の免除は、次の各号の一に該当する場合に行うことができる。
　⑴　経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
　⑵　入学前１年以内において学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が災害を受け、納付が著しく困難であると認

められる場合
　⑶　前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
４　附属特別支援学校の高等部に入学する者に係る入学料の免除は、次の各号の一に該当する場合に行うことができる。
　⑴　入学前１年以内において学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が災害を受け、納付が著しく困難であると認

められる場合
　⑵　前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合
５　前２項による入学料免除の総額は毎年度の予算で定められた範囲とし、前３項に係る免除者及び免除額の決定は学生生活委員会の

議を経て学長が行う。
６　入学料免除の申請様式及び必要書類は別に定める。
　（入学料の徴収猶予）
第10条　第２条第１項に係る入学料（附属幼稚園及び附属特別支援学校の高等部を除く。）の納付が困難な者については、本人及び保

証人からの申請に基づき入学料の徴収を猶予することができる。
２　入学料の徴収猶予は次の各号の一に該当する場合に行うことができる。
　⑴　経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
　⑵　入学前１年以内において学資負担者が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が災害を受け、納付が困難であると認められ

る場合
　⑶　その他やむを得ない事情があると認められる場合
３　前項による入学料の徴収猶予の期間は、前期の期間内に入学した者にあっては入学した年度の９月末日、後期の期間内に入学した

者にあっては入学年度の１月末日までとする。
４　徴収猶予の決定は、別に定める申請様式及び必要書類に基づき学長が行う。

　　　第４章　検定料

　（検定料の徴収）
第11条　検定料は、入学、転入学、編入学又は再入学の願書を受理する際に徴収するものとする。

　　　第５章　研究生、科目等履修生等

　（授業料の徴収）
第12条　研究生の授業料は、その在学予定期間に応じて、３月分又は６月分に相当する額を、原則として、当該期間における最初の月

に一括して徴収するものとする。
２　科目等履修生の授業料は、受講単位数に応じた額について、前期及び後期の２期に区分し、徴収の時期は、原則として、前期にあっ

ては４月１日から５月31日まで、後期にあっては10月１日から11月30日までとする。
３　高大接続科目等履修生の授業料は、受講単位数に応じた額について、当該授業科目開講日の前日までに徴収するものとする。
　（登録料及び検定料の徴収）
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第13条　研究生及び科目等履修生に係る登録料の徴収は第７条の規定を、検定料の徴収は第11条の規定をそれぞれ準用する。
　（徴収の特例）
第14条　次の各号のいずれかに該当する場合は、登録料及び検定料を徴収しない。
　⑴　特別聴講学生
　⑵　特別研究学生
　⑶　本学大学院学生のうち科目等履修生として許可された者
　⑷　法務学修生
　⑸　高大接続科目等履修生
２　次の各号のいずれかに該当する場合は、授業料を徴収しない。
　⑴　大学間等相互単位互換協定に基づき、当該協定文書等において授業料が相互に不徴収とされている特別聴講学生
　⑵　国立大学（国立大学法人法（平成15年法律第112号）に基づき設置される大学をいう。）の大学院に在籍する特別研究学生
　⑶　大学間特別研究学生交流協定に基づき、当該協定文書等において授業料が相互に不徴収とされている特別研究学生
３　大学院奄美サテライト教室において、複数の研究科の科目等履修生となる場合の検定料は、関連研究科を一つの研究科とみなして

徴収するものとする。
４　放送大学との間における単位互換に関する協定に基づく特別聴講学生に係る授業料の額は、別表第２のとおりとする。
５　法務学修生については、学修施設使用料として別表第３の額を在籍期間開始前に徴収する。
６　高大接続科目等履修生に係る授業料の額は、別表第２のとおりとする。

　　　第６章　公開講座講習料

　（公開講座及び公開授業講習料の徴収）
第15条　公開講座及び公開授業講習料は、受講申請を受理するときに徴収するものとする。

　　　第７章　学位論文審査手数料

　（学位論文審査手数料の徴収）
第16条　学位論文審査手数料は、学位授与の申請を受理するときに徴収するものとする。

　　　第８章　特別課程受講料

　（特別課程受講料の徴収）
第17条　特別の課程における履修証明プログラム受講料は、受講申請を受理するときに徴収するものとする。
2　前項の規定にかかわらず、当該プログラムが国又は地方公共団体等の補助金等により実施される場合は、受講料を徴収しないこと

ができる。

　　　第９章　削除

第18条　削除

　　　第10章　寄宿料

　（寄宿料の徴収）
第19条　第２条第２項に係る寄宿料は、入寮した日の属する月から退寮する日の属する月までの分を徴収する。
２　前項の寄宿料は、原則として月毎に徴収するものとする。
３　第１項の寄宿料は、原則として銀行等の口座引き落としにより徴収するものとする。
　（寄宿料徴収の特例）
第20条　前条により徴収する寄宿料は日割計算をしない。ただし、国際交流会館の入寮時及び退寮時において、その入寮期間が15日以

下である月は、別に定める申請書又は届出書に基づき、寄宿料の額は別表７の半額（その額に100円未満の端数があるときは、これ
を切り上げる。）とする。

２　月の中途で寄宿料の異なる居室に移った場合は、その月において徴収する寄宿料は高額な居室の寄宿料とする。
３　死亡又は行方不明により学籍を除いた場合は、未納の寄宿料は徴収しない。
　（光熱水料等の徴収）
第21条　寄宿舎及び国際交流会館に居住している者は、寄宿料の他に、使用した光熱水料等を別に定めるところにより負担しなければ

ならない。
２　光熱水料等の徴収方法は、寄宿料の例に準じて行うものとする。
　（寄宿料の免除）
第22条　居住者又は学資負担者が災害を受け、寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合は、本人及び保証人からの申請に基

づき、災害の発生した日の属する月の翌月から起算して６月間の範囲内において、必要と認める期間に納付すべき寄宿料の全額を免
除することができる。

２　前項による免除の決定は、別に定める申請様式及び必要書類に基づき学長が行う。

　　　第11章　返還

　（徴収後の返還）
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第23条　次の各号の一に該当する場合において本人から返還請求がなされたときは、当該各号に定める額から振込手数料を控除した額
を返還するものとする。

　⑴　前期分授業料納付の際に後期分授業料を併せて納付した者が、９月末までに休学又は退学を許可された場合に返還する授業料の
額は、後期分の授業料に相当する額とする。

　⑵　特別の事情により、学年の中途で卒業又は課程を修了する者に返還する授業料の額は、当該者の半期に相当する授業料から年額
の12分の１に相当する額に卒業又は修了した日の属する月以前の当該期の月数を乗じて得た額を差し引いた額とする。

　⑶　入学料又は登録料を納付した者が入学又は登録手続きを行わなかった場合に返還する入学料又は登録料の額は、徴収した額とす
る。

　⑷　検定料を納付した者が出願しなかった場合に返還する検定料の額は、徴収した額とする。
　⑸　検定料を納付した者が、別表第１の備考１及び備考２に該当する場合に返還する検定料の額は、同表検定料欄の額と（　）書き

の額との差額とする。
　⑹　学修施設使用料を納付した者が、法務学修生の在籍期間開始前に辞退を申し出た場合に返還する額は、徴収した額とする。
　⑺　高大接続科目等履修生の授業料を納付した者が、当該授業科目開講日の前日（国立大学法人鹿児島大学職員就業規則（平成16年

規則第43号）第42条第４項に規定する休日及びその他本学が特別に定めた期間を含まない。）までに受講取消しを申し出た場合に
返還する額は、徴収した額とする。

２　次の各号の一に該当する場合は、当該各号に定める額を返還する。なお、本項における振込手数料は本学負担とする。
　⑴　前期又は後期に授業料を納付した者に対し、第５条第２項に基づく免除が認められた場合に返還する授業料の額は、免除額が算

定された期間の開始日が月の１日（初日）である場合は、その日の属する月から当該期の終了月までの期間、月の２日から月末ま
でである場合は、その日の属する月の翌月から当該期の終了月までの期間に算定された免除額に相当する額とする。なお、当該者
が前期分授業料納付の際に後期分を併せて納付した場合は、各期の免除者の決定後にそれぞれ返還する。ただし、第５条第２項に
基づく免除が認められる前であっても、第５条第１項にある申請を行った者から授業料返還の申し出があった場合はその限りでは
ない。

　⑵　前期又は後期に第５条第２項に基づき授業料の一部について免除を認められた者が、免除を認められた期の中途で当初の免除額
を超過する額に変更された場合に返還する授業料の額は、変更後の免除額から当初の免除額を差し引いた額とする。

　⑶　入学料を納付した者が、第９条第２項に基づく免除が認められた場合に返還する入学料の額は、算定された免除額に相当する額
とする。ただし、第９条第２項に基づく免除が認められる前であっても、第９条第１項で申請した者から入学料返還の申し出が
あった場合はその限りではない。

　⑷　授業料等を納付した者に対して、国等の経費負担による授業料等免除の措置が決定した場合に返還する額は、当該授業料等免除
の決定額とする。

３　公開講座及び公開授業講習料並びに特別課程受講料の徴収後に、本人から当該講習等開催日の前日（国立大学法人鹿児島大学職員
就業規則（平成16年規則第43号）第42条第４項に規定する休日及びその他本学が特別に定めた期間を含まない。）までに、受講取消
しの申出があり、返還請求がなされた場合に返還する額は、徴収した額から振込手数料、事務手数料（1,000円）及び準備した教材
等の実費を控除した額とする。ただし、本学の責等に帰すべき事由により開講できなかった場合は、徴収した全額を返還する。

　　　第12章　雑則

　（雑則）
第24条　授業料、入学料、検定料その他本学が提供する教育等の対価として徴収する費用の徴収及び返還に関して、本規則に定めのな

い事項は、学長が別に定める。
２　前項の規定にかかわらず、同項に関する事務の手続きに関して、本規則に定めのない事項は、事務局長が別に定める。
３　第２条第３項により学部等の長が額を定めた費用の徴収及び返還に係る事務の手続きに関して必要な事項は、事務局長の承認を経

て当該学部等の長が定めるものとする。
　　　附　則
１　この規則は、平成16年４月１日から施行する。
２　平成10年度以前に入学した学部学生及び大学院生の在学中の授業料の額は、第２条の規定にかかわらず現に当該者に適用されてい

る額とする。
３　平成15年度以前に附属幼稚園に入園した園児の保育料は、第２条の規定にかかわらず現に当該者に適用されている額とする。
　　　附　則
１　この規則は、平成17年４月１日から施行する。
２　この規則の施行日の前日において在学している大学院学生のうち科目等履修生として許可された者においては、平成17年度中に限

り、１学期当たり３科目６単位を上限として授業料は徴収しない。
　　　附　則
　この規則は、平成18年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成18年９月５日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成18年10月27日から施行し、平成18年９月14日から適用する。
　　　附　則
　この規則は、平成19年４月１日から施行し、改正後の第14条第３項の規定は、平成19年２月28日から適用する。
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　　　附　則
　この規則は、平成19年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成21年４月１日から施行し、改正後の第17条及び別表第6の規定は、平成20年７月30日から適用する。
　　　附　則
　この規則は、平成21年10月23日から施行し、改正後の第23条第１項第１号及び第３号から第６号並びに第２項の規定は、平成21年４
月24日から適用する。
　　　附　則
　この規則は、平成21年12月24日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成22年４月23日から施行し、平成22年４月１日から適用する。
　　　附　則
　この規則は、平成23年３月18日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成25年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規則は、平成26年４月１日から施行する。
２　平成26年３月31日に教育学部附属特別支援学校に在学している者については、改正後の第４条第６項の規定にかかわらず、なお従

前の例による。
　　　附　則
　この規則は、平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成28年10月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成29年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規則は、平成30年４月１日から施行する。
２　この規則の施行日の前日までに開講し、この規則の施行日以降も引き続き開講する履行証明プログラムの受講料については、なお

従前の例による。
　　　附　則
　この規則は、平成31年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成31年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、令和元年10月１日から施行する。ただし、改正後の別表第４の規定は、令和２年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規則は、令和２年３月19日から施行し、改正後の第２条の２第４項及び第５項の規定は平成31年４月１日より適用する。ただ

し、改正後の別表第７は令和２年４月１日から施行する。
２　施行日において大学の学部に在学する者については、改正後の第５条第２項の規定に基づく授業料免除に加え、従前の規定に基づ

く授業料免除を併せて実施することができる。
３　この規則の施行日の前日において改正後の第２条の２第４項又は第５項に該当する者で、既に入学料又は検定料を納入している者

については、その全額を返還し、返還に係る手数料は本学が負担する。
　　　附　則
　この規則は、令和２年７月３日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、令和３年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、令和３年４月26日から施行し、令和３年４月１日から適用する。
　　　附　則
　この規則は、令和４年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、令和４年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、令和４年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、令和４年６月23日から施行し、令和４年４月１日から適用する。
　　　附　則
　この規則は、令和４年７月14日から施行し、令和４年７月１日から適用する。
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　　　附　則
　この規則は、令和４年10月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規則は、令和４年９月22日から施行し、令和４年９月１日から適用する。
２　改正後の第20条第１項ただし書きの規定は、令和４年９月１日から令和４年９月30日までの間に退寮する者については、適用しな

い。
　　　附　則
　この規則は、令和６年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、令和６年４月１日から施行する。

別表第１（第２条、第23条関係） （単位：円）
区　　　　　　　　分 授　業　料 入　学　料 検　定　料

大学の学部 年額　535,800 282,000 17,000 （4,000）
大学院の研究科 年額　535,800 282,000 30,000
附属幼稚園 年額　 73,200 31,300 1,600 （ 700）
附属小学校 3,300 （1,100）
附属中学校 5,000 （1,300）
附属特別支援学校の小学部 1,000 （ 500）
附属特別支援学校の中学部 1,500 （ 600）
附属特別支援学校の高等部 年額　　4,800 2,000 2,500 （ 700）

備考
１．大学の学部の入学者選抜において、２段階選抜における第１段階選抜不合格者及び個別学力検査等出願受付後に大学入学共通テス

ト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した者の検定料の額は、検定料欄の（　）書きの額である。
２．附属幼稚園、附属小学校、附属中学校及び附属特別支援学校の入学を許可するための選考において、抽選による選考を行い、その合

格者に限り試験、健康診断、書面その他による選考を行う場合、抽選による選考の検定料の額は、検定料欄の（　）書きの額である。
３．大学の学部における転入学、編入学又は再入学に係る検定料の額は、表中の金額にかかわらず、30,000円とする。

別表第２（第２条関係） （単位：円）
区　　　　　　　分 授　業　料 登　録　料 検　定　料

研究生 月額　　29,700 84,600 9,800
特別研究学生 月額　　29,700
科目等履修生 １単位　14,800 28,200 9,800
特別聴講学生 １単位　14,800
第14条第４項の規定に基づく特別聴講学生 １単位　 6,000
高大接続科目等履修生 １単位　 5,500

別表第３（第２条関係） （単位：円）
区　　　　　　　分 学修施設使用料

法務学修生　１期（６ヶ月）当たり 30,000

別表第４（第２条関係） （単位：円）
区　　　　　　　分 講　習　料

公開講座
　１．基礎額
　　（1）専門職向けリカレント講座　１講座当たり（１時間以下）
　　（2）社会人向け基礎教養講座　　１講座当たり（１時間以下）
　　（3）青少年向け基礎教育講座　　１講座当たり（１時間以下）
　２．加算額　１時間を超える毎に

4,400
2,310

740
220

公開授業
　１科目当たり（半期毎） 10,000

別表第５（第２条関係） （単位：円）
区　　　　　　　分 手　数　料

学位論文審査 １件　　59,720

別表第６　削除

別表第７（第２条関係） （単位：円）
区　　　　　　　　分 寄　宿　料

唐湊寄宿舎 Ａ棟 月額 4,300
　　〃 Ｂ棟 月額 4,300
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　　〃 女子寮 月額 4,300
桜ヶ丘寄宿舎 女子寮 月額 5,900
国際交流会館１号館 単身室 月額 5,900
　　〃 夫婦室 月額 11,900
　　〃 家族室 月額 14,200
　　〃　　　２号館 単身室 月額 4,700
　　〃 夫婦室Ａ 月額 9,500
　　〃 夫婦室Ｂ 月額 11,900
　　〃 家族室 月額 14,200
　　〃　　　３号館 単身室 月額 25,000

12　鹿児島大学大学会館規則
� 平成16年４月１日
� 規則第119号
　（設置）
第１条　鹿児島大学（以下「本学」という。）に鹿児島大学大学会館（以下「大学会館」という。）を置く。
　（目的）
第２条　大学会館は、学生相互及び学生と教職員間の人間関係を緊密にし、かつ、学生の教養を高め豊かな人間性・社会性を涵養する

ための課外教育活動を盛んにし、またその厚生福祉に寄与することを目的とする。
　（管理運営）
第３条　大学会館の管理運営責任者は、学長が指名する理事とする。
第４条　大学会館の管理運営に関する事項は、国立大学法人鹿児島大学学生生活委員会において協議する。
　（調整会議）
第５条　大学会館の運用を円滑に行うため、管理運営責任者は必要に応じ、使用希望者間において調整を行わせることができる。
　（使用者の範囲）
第６条　大学会館を使用できる者は、次に掲げるとおりとする。
　⑴　本学の学生及び教職員
　⑵　前号のほか管理運営責任者が特に使用を認めた者
　（開館時間及び休館日）
第７条　開館時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、管理運営責任者が特に必要と認めた場合は、臨時に変更すること

ができる。
　⑴　開館時間　午前９時から午後９時まで
　⑵　休館日　日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び12月29日から翌年１月３日まで
２　厚生福利施設の営業日、営業時間については、別に定める。
　（名称及び用途）
第８条　大学会館の施設名及びその用途は、別表のとおりとする。
　（使用手続）
第９条　前条の施設のうち、音楽鑑賞室、会議室、和室、ホール及び音楽練習室の使用については、あらかじめ所定の様式により使用

願を学生部学生生活課に提出し、管理運営責任者の許可を受けなければならない。
２　大学会館を使用するに当たり、鹿児島大学学生規則（平成16年規則第116号）による許可が必要とされるものについては、あらか

じめその許可を受けなければならない。
　（遵守事項）
第10条　大学会館を使用する者は、鹿児島大学大学会館使用心得（別記）のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
　⑴　第８条に定められた用途又は使用許可書に記載された目的以外に使用しないこと。
　⑵　使用を許可された施設を他に転貸しないこと。
　⑶　掲示物は、管理運営責任者の許可を受け、所定の場所に掲示すること。
　⑷　前３号のほか、この規則等に基づいて行う係員の指示に従うこと。
　（損害賠償）
第11条　大学会館を使用する者が、施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、

特別の事情があると管理運営責任者が認めたときは、その額を減免することがある。
　（使用の禁止及び取消）
第12条　大学会館を使用する者が、この規則及び許可条件に違反した場合、管理運営責任者は、使用禁止を命じ、又は使用許可を取り

消すことがある。
　（事務）
第13条　大学会館に関する事務は、学生部学生生活課において処理する。
　（雑則）
第14条　この規則に定めるもののほか、大学会館使用について必要な事項については、管理運営責任者が別に定める。
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　　　附　則
　この規則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成19年１月26日から施行し、平成19年１月12日から適用する。
　　　附　則
　この規則は、平成25年10月１日から施行する。

別表（第８条関係）
建物名称 階別 施設名 用途

大 学 会 館

２
共用談話室 休憩、談話
音楽鑑賞室 音楽鑑賞
会議室（１・２） 会議、研究会等

３ 和室（１～５） 会議、邦楽、茶道、華道等の練習

４ ホール 音楽会、講演会、研究会等
音楽練習室（１・２） 音楽等練習

　別記（第10条関係）
鹿児島大学大学会館使用心得
　大学会館を皆が気持よく使用できるよう、大学会館規則に示されているもののほか、次の事項を守ることに協力されたい。
１　清潔、整頓及び美化に心掛けること。
２　大学会館内で許可なくマイクを使用し、又はみだりに大声を発するなど他の人に迷惑をかけるような行為をしないこと。
３　火災予防に留意すること。
４　施設、設備及び備品は、丁寧に取り扱い、無断で現状を変更しないこと。
５　下駄又はスパイク着用で入館しないこと。
６　大学会館に貼紙、落書等をしないこと。
７　許可された時間内に後始末まで終えること。
８　使用責任者は後始末（清掃、設備備品の整理、戸締り、火の始末、消灯等）を完全に行い、係員に鍵を返戻すること。
　　※　清掃用具は、各階の清掃用品置場に備え付けてある。
９　火災、盗難その他異常を発見したときは、直ちに係員に連絡し、その指示に従うこと。
10　大学会館の使用について不明な点は、係員に尋ねること。

13　鹿児島大学学生サークル会館規則
� 平成25年９月26日
� 規則第50号
　（設置）
第１条　鹿児島大学（以下「本学」という。）に、鹿児島大学学生サークル会館（以下「サークル会館」という。）を置く。
　（目的）
第２条　サークル会館は、学生の課外活動を助成し、もってその効果を高めるとともに、進取の精神を育むことを目的とする。
　（管理運営）
第３条　サークル会館の管理運営責任者は、学長が指名する理事とする。
　（施設）
第４条　サークル会館の各建物名称は、次のとおりとする。
　⑴　学生サークル会館Ⅰ
　⑵　学生サークル会館Ⅱ
２　サークル会館は、サークル施設と共用施設に区分し、施設名及び用途は別表のとおりとする。
　（使用者の範囲）
第５条　サークル施設を使用できる者は、課外活動を目的とする本学の学生団体とする。
２　共用施設を使用できる者は、本学の学生及び教職員とする。
　（使用時間及び休館日）
第６条　サークル会館の使用時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。
　⑴　使用時間
　　午前８時30分から午後９時まで
　⑵　休館日
　　ア　日曜日
　　イ　国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
　　ウ　12月28日から翌年１月３日まで
　　エ　その他管理運営責任者が必要と認めた日
２　前項の規定にかかわらず、管理運営責任者が特に必要と認めた場合は、臨時に使用時間又は休館日を変更することができる。
　（使用手続）
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第７条　サークル施設を使用する団体の責任者（以下「使用責任者」という。）は、毎年４月末までに所定の様式により使用願を学生
部学生生活課に提出し、管理運営責任者の許可を受けなければならない。なお、その際の使用許可期間は５月１日から翌年４月末ま
でとする。

２　共用施設（印刷室、保管庫及び倉庫を除く。）を使用する者は、あらかじめ所定の様式により使用願を学生部学生生活課に提出し、
管理運営責任者の許可を受けなければならない。

　（遵守事項）
第８条　サークル会館の使用を許可された者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
　⑴　許可された目的以外の用途に使用しないこと、又は第三者に転貸しないこと。
　⑵　使用時間を厳守すること。
　⑶　火気（暖房器具を含む。）を使用しないこと。
　⑷　施設、設備又は備品を無断で移動、改廃又は新設しないこと。
　⑸　使用後の清掃、消灯及び戸締まりを必ず行うこと。
　⑹　サークル会館内で宿泊をしないこと。
　⑺　その他使用に際しては、学生部学生生活課の指示に従うこと。
　（使用の中止及び変更）
第９条　使用責任者又は共用施設を使用する者は、サークル会館の使用を中止又は変更しようとする場合は、速やかに学生部学生生活

課に申し出て、管理運営責任者の許可を受けなければならない。
　（使用責任者の変更）
第10条　使用責任者が本学の学生の身分を失った場合は、直ちに使用責任者の変更を届け出なければならない。
　（損害賠償）
第11条　サークル会館を使用する者が、故意又は過失により、施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失した場合は、原則として、その

損害を賠償しなければならない。
　（使用許可の取消）
第12条　管理運営責任者は、サークル会館を使用する者がこの規則に違反した場合は、使用許可を取り消すことができる。
　（鍵の管理）
第13条　サークル会館の鍵は、学生部学生生活課が管理する。
　（事務）
第14条　サークル会館に関する事務は、学生部学生生活課において処理する。
　（雑則）
第15条　この規則に定めるもののほか、サークル会館の使用に関し必要な事項は、管理運営責任者が別に定める。
　　　附　則
１　この規則は、平成25年10月１日から施行する。
２　鹿児島大学課外活動共用施設規則（平成16年規則第120号）は廃止する。
３　第７条第１項の規定に関わらず、平成25年10月１日から平成26年4月30日までのサークル施設の使用手続については、管理運営責

任者が別に定める。
　別表（第４条関係）

建物名称 階 区　　分 施　　設　　名 用　　途

学生サークル会館Ⅰ

１

サークル施設
集会室Ｂ サークル活動
学生自主活動連絡室 学生自主活動

共用施設
集会室Ａ 音楽会・会議等
印刷コーナー 印刷等
倉庫 倉庫

２
サークル施設

サークル室 201 ～ 212 サークル活動
３ サークル室 301 ～ 312 サークル活動

４ 共用施設
多目的ホール 音楽会・講演会等
倉庫 倉庫

学生サークル会館Ⅱ

１

サークル施設

サークル室 101 ～ 126 サークル活動
音楽練習室 音楽等練習
共用ラウンジ 1 会議・研究会等

２

サークル室 201 ～ 219 サークル活動
共用ラウンジ 2 会議・研究会等
共用ミーティング室 1 ～ 3 会議・研究会等

共用施設
印刷室 印刷等
保管庫 保管庫

14　鹿児島大学学習交流プラザ規則
� 平成25年９月26日
� 規則第49号
　（設置）
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第１条　鹿児島大学（以下「本学」という。）に、鹿児島大学学習交流プラザ（以下「プラザ」という。）を置く。
　（目的）
第２条　プラザは、本学の学生、教職員等が相互に交流を深めることにより、学生の進取の精神を育み、活気ある交流と情報交換を促

進するとともに、学生の自主学習を支援することを目的とする。
　（管理運営）
第３条　プラザの管理運営責任者は、学長が指名する理事とする。
第４条　プラザの管理運営に関する事項は、国立大学法人鹿児島大学学生生活委員会において協議する。
　（使用者の範囲）
第５条　プラザを使用できる者は、次に掲げるとおりとする。
　⑴　本学の学生及び教職員
　⑵　前号のほか管理運営責任者が特に使用を認めた者
　（使用時間及び休館日）
第６条　プラザの使用時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。
　⑴　使用時間
　　午前８時30分から午後９時まで
　⑵　休館日
　　ア　日曜日
　　イ　国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
　　ウ　12月28日から翌年１月３日まで
　　エ　その他管理運営責任者が必要と認めた日
２　前項の規定にかかわらず、管理運営責任者が特に必要と認めた場合は、臨時に使用時間又は休館日を変更することができる。
　（施設名及び用途）
第７条　プラザの施設名及びその用途は別表のとおりとする。
　（使用手続）
第８条　前条の施設のうち、学習交流ホール、グループ学習室の使用については、あらかじめ所定の様式により使用願を学生部学生生

活課に提出し、管理運営責任者の許可を受けなければならない。
２　前項の規定により使用許可を受けた者は、使用の変更をしようとするときは、速やかに管理運営責任者に届け出て、許可を受けな

ければならない。
　（遵守事項）
第９条　プラザの使用に当たっては、この規則及び別に定める事項を遵守し、適正に使用しなければならない。
　（損害賠償）
第10条　プラザを使用する者が、故意又は過失により、施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失した場合は、原則として、その損害を

賠償しなければならない。
　（使用許可の取消）
第11条　プラザを使用する者がこの規則及び別に定める事項に違反した場合、管理運営責任者は使用禁止を命じ、又は使用許可を取り

消すことができる。
　（事務）
第12条　プラザに関する事務は、学生部学生生活課において処理する。
　（雑則）
第13条　この規則に定めるもののほか、プラザの使用に関し必要な事項は、管理運営責任者が別に定める。
　　　附　則
　この規則は、平成25年10月１日から施行する。
　別表（第７条関係）

階別 施　設　名 用　　途

１階

ライフサポート 売店
フードコーナー 軽食・喫茶等
学習ラウンジ１ 学習、休憩、談話等
学習サポート 文具・書籍、福利厚生関連商品の販売等

中２階

学習ラウンジ２ 学習、休憩、談話等
学習ラウンジ３ 学習、休憩、談話等
学習交流ホール 学習、講演会、研修、会議等
グループ学習室 学習、研修、会議等

２階 学習ラウンジ４ 学習、休憩、談話等

15　鹿児島大学稲盛記念館規則
� 令和元年12月19日

規則第24号
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　（設置）
第１条　鹿児島大学（以下「本学」という。）に、鹿児島大学稲盛記念館（以下「記念館」という。）を置く。
　（目的）
第２条　記念館は、本学の学生、教職員等が日常的に集い交流を深めながら稲盛和夫名誉博士の哲学を学び、知の創造への刺激を受け

ることによって、国際社会で活躍しうる有為な人材の育成と地域・産業界との連携強化を図ることを目的とする。
　（管理運営）
第３条　記念館の管理運営責任者は、稲盛アカデミー長とする。
２　フードコートの厨房部分、レストラン及びカフェの管理運営は業務委託業者が行う。
３　記念館の管理運営に関する事項は、国立大学法人鹿児島大学学生生活委員会において協議する。
　（使用者の範囲）
第４条　記念館を使用できる者は、次に掲げるとおりとする。
　⑴　本学の学生及び教職員
　⑵　本学来訪者及び一般市民
　⑶　前２号のほか管理運営責任者が特に使用を認めた者
　（開館時間及び休館日）
第５条　記念館の開館時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。
　⑴　開館時間
　　　午前10時から午後５時まで
　⑵　休館日
　　ア　日曜日
　　イ　国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日
　　ウ　12月29日から翌年１月３日まで
　　エ　その他管理運営責任者が必要と認めた日
２　前項の規定にかかわらず、管理運営責任者及び業務委託業者が特に必要と認めた場合は、臨時に開館時間又は休館日を変更するこ

とができる。
　（施設名及び用途）
第６条　記念館の施設名及びその用途は別表のとおりとする。
　（使用手続）
第７条　前条の施設のうち、会議室及びファカルティラウンジの使用については、あらかじめ所定の様式により使用願を学生部学生生

活課に提出し、管理運営責任者の許可を受けなければならない。
２　前項の規定により使用許可を受けた者は、使用の変更をしようとするときは、速やかに管理運営責任者に届け出て、許可を受けな

ければならない。
　（遵守事項）
第８条　記念館の使用に当たっては、この規則及び別に定める事項を遵守し、適正に使用しなければならない。
　（損害賠償）
第９条　記念館を使用する者が、故意又は過失により、施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失した場合は、原則として、 その損害を

賠償しなければならない。
　（使用許可の取消）
第10条　記念館を使用する者がこの規則及び別に定める事項に違反した場合、管理運営責任者は使用禁止を命じ、又は使用許可を取り

消すことができる。
　（事務）
第11条　記念館に関する事務は、 学生部学生生活課において処理する。
　（雑則）
第12条　この規則に定めるもののほか、 記念館の使用に関し必要な事項は、 別に定める。
　　　附　則
　この規則は、令和元年12月19日から施行し、令和元年12月２日から適用する。
　　　附　則
　この規則は、令和６年９月１日から施行する。
　別表（第６条関係）

階別 施　設　名 用　　途

１階

フードコート 飲食・喫茶等、学習、休憩、談話等

IT PLAZA 学習、休憩、談話等

テラス 飲食、休憩、談話等

２階
レストラン 飲食

カフェ 軽食・喫茶等
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３階

会議室 講演会、研修、会議等

ファカルティラウンジ 講演会、研修、会議等

京都賞ライブラリー 学習、研修
階段

（１階～３階） 稲盛ライブラリー 学習、研修

16　鹿児島大学体育施設規則
� 平成16年４月１日
� 規則第122号
　（趣旨）
第１条　この規則は、鹿児島大学体育施設（以下「体育施設」という。）の適切な管理運営を図るために、必要な事項を定める。
　（定義）
第２条　この規則で体育施設とは、保健体育に関する授業及び学生の課外活動に供するために設置した施設をいう。
　（施設及び管理部局等）
第３条　体育施設は、別表のとおりとし、その管理は、同表右欄に掲げる部局等において行う。
　（管理運営）
第４条　体育施設の管理運営に関する事項は、国立大学法人鹿児島大学学生生活委員会において協議する。
　（調整会議）
第５条　体育施設の運用を円滑に行うため、管理部局等は必要に応じ、使用希望者間において調整を行わせることができる。
　（使用の基準）
第６条　体育施設は、保健体育に関する授業、学校行事及び学生の課外活動に使用するほか、教職員その他のスポーツ活動等に使用さ

せるものとする。
　（使用順位）
第７条　体育施設使用の順位は、原則として次に掲げるとおりとする。
　⑴　保健体育に関する授業、研究及び学校行事
　⑵　学生の体育団体の課外体育活動
　⑶　前号以外の学生の課外活動及び教職員のスポーツ活動
　⑷　その他管理部局等の長が必要と認めるもの
　（使用時間等）
第８条　体育施設の使用時間は、午前８時30分から午後９時までとする。ただし、12月29日から翌年１月３日までの使用は、禁止する。
２　前項の規定にかかわらず管理部局等の長が特に必要があると認めた場合は、使用時間を変更し、又は禁止期間内であっても使用さ

せることがある。
　（使用手続）
第９条　体育施設の使用手続は、次に掲げるところによる。
　⑴　第７条第１号の規定により体育施設を使用する場合は、関係部局間で協議の上使用計画書を作成し、あらかじめ管理部局等の長

に提出するものとする。
　⑵　第７条第２号の規定により体育施設を使用する体育団体は、所定の使用願を使用予定の前年度の２月末日までに学長が指名する

理事に提出し、管理部局等の長の許可を得なければならない。
　⑶　第７条第３号又は同条第４号の規定により体育施設を使用する者は、所定の使用願を使用予定日の７日前までに管理部局等の長

に提出し、その許可を得なければならない。
２　学生又は教職員が短時間使用する場合は、体育施設の使用予定がないときに限り、随時使用させることができる。
　（使用の中止）
第10条　体育施設の使用を許可された者が、使用を中止しようとするときは、速やかに管理部局等の長に届け出なければならない。
　（転貸の禁止）
第11条　体育施設の使用を許可された者は、他の者に一部又は全部を転貸してはならない。
　（使用許可の取消）
第12条　体育施設の使用許可後においても次の各号の一に該当する場合は、使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることがある。
　⑴　使用を許可された際の使用目的に違反し、又は使用許可についての条件を履行しないとき。
　⑵　使用願に虚偽の記載があったとき。
　⑶　管理部局等の長が特に必要があると認めたとき。
　（使用の特例）
第13条　鹿児島大学以外の者の体育施設使用については、第７条に規定する使用に支障をきたさない場合に限り、国立大学法人鹿児島

大学不動産管理規程（平成16年規則第77号）の定めるところにより使用させることができる。
　（雑則）
第14条　この規則に定めるもののほか、体育施設の使用に関し必要な事項は、別に定める。
　　　附　則
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　この規則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成19年１月26日から施行し、平成19年１月12日から適用する。
　　　附　則
　この規則は、平成29年４月１日から施行する。

別表（第３条関係）
体　育　施　設 管　理　部　局　等

第１体育館
武道館
総合運動場
　�陸上競技場　�
　�球技場　　　�
　�バレーコート�
　�テニスコート�
水泳プール

教育学部

第２体育館 学生部共通教育課
亀ケ原運動場 学生部学生生活課

17　鹿児島大学寄宿舎規則
� 平成16年４月１日
� 規則第123号
　（趣旨）
第１条　この規則は、鹿児島大学学則（平成16年規則第86号）第69条第２項の規定に基づき、鹿児島大学寄宿舎（以下「学生寮」とい

う。）について必要な事項を定めるものとする。
　（目的）
第２条　学生寮は、鹿児島大学（以下「本学」という。）の学生に修学上の便宜を与え、充実した学生生活に資することを目的とする。
　（管理運営責任者）
第３条　学生寮の管理運営責任者は、学長が指名する理事とする。
　（収容定員）
第４条　学生寮の入寮対象者は学生とし、収容定員は、別表第１のとおりとする。
　（管理運営）
第５条　学生寮の管理運営に関する事項は、国立大学法人鹿児島大学学生生活委員会（以下「学生生活委員会」という。）において審

議する。
　（入寮願）
第６条　学生寮に入寮を希望する者は、入寮願書に本学が指定する書類を添えて、管理運営責任者に願い出なければならない。
　（入寮選考及び入寮許可）
第７条　入寮者の選考及び入寮許可は、本学が定めた基準に基づき、管理運営責任者が行う。
　（在寮期間）
第８条　在寮期間は、原則として入寮を許可された日から、最短修業年限終了の日までとする。
　（入寮手続）
第９条　入寮の許可を受けた者（以下「寮生」という。）は、指定された期限内に管理運営責任者に誓約書を提出して入寮しなければ

ならない。
　（入寮許可の取消）
第10条　前条の入寮手続を指定された期限内に完了しないとき、又は第６条に規定する書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき

は、入寮の許可を取り消すことができる。
　（寄宿料の額及び徴収方法）
第11条　寄宿料の額及び徴収方法は、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則（平成16年規則第118号）の定めるところ

による。
２　入・退寮の日が月の中途である場合にあっても、寄宿料は、１月分納入しなければならない。
　（光熱水料等の負担）
第12条　寮生の私生活に必要な光熱水料等の経費は、寮生が負担するものとする。
２　光熱水料等の経費負担区分は、別表第２のとおりとする。
　（施設設備の保全等）
第13条　寮生は、居室、共同施設その他の施設設備を常に良好な状態とすることに留意し、次に定めるところに従わなければならない。
　⑴　居室を居室以外の目的に使用しないこと。
　⑵　居室には許可を得ず工作を加えないこと。
　⑶　故意又は過失により施設設備を破損、汚損若しくは滅失したときは、その原状回復に必要な経費を弁償すること。
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　⑷　その他施設の管理運営上の必要な事項については本学の指示に従うこと。
　（退寮）
第14条　退寮を希望する者は、事前に管理運営責任者に退寮願を提出して、その許可を受けなければならない。
　（退寮処分）
第15条　寮生が次の各号のいずれかに該当するときは、管理運営責任者は、速やかに退寮を命ずるものとする。ただし、第５号から第

７号までのいずれかに該当するときは、あらかじめ学生生活委員会の議を経るものとする。
　⑴　本学学生の身分を失ったとき。
　⑵　第８条に定める在寮期間を超えることとなるとき。
　⑶　寄宿料又は光熱水料等の経費を３月以上滞納したとき。
　⑷　休学を許可されたとき。
　⑸　３月以上の停学を命ぜられたとき。
　⑹　保健衛生上寮生活に適さないと認められたとき。
　⑺　その他、学生寮の管理運営上著しく支障をきたす行為があったとき。
　（居室の移動）
第16条　寮生が居室の移動を希望するときは、あらかじめ管理運営責任者の許可を受けなければならない。
　（退寮時等の検査）
第17条　第14条の規定により退寮の許可を受けた者、第15条の規定により退寮を命ぜられた者及び前条の規定により居室の移動の許可を受け

た者は、退寮又は移動に当たって居室及び居室に属する設備等について、管理運営責任者の指定する者の検査を受けなければならない。
　（寮生以外の者の宿泊）
第18条　学生寮においては、寮生以外の者の宿泊を認めない。
　（雑則）
第19条　この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
　　　附　則
　この規則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成19年１月26日から施行し、平成19年１月12日から適用する。
　　　附　則
　この規則は、平成30年４月26日から施行し、平成30年４月１日から適用する。
　　　附　則
　この規則は、令和２年４月１日から施行する。

別表第１（第４条関係） 

区　　　　　　分 収容定員
唐湊寄宿舎Ａ棟（男子寮） 76人
唐湊寄宿舎Ｂ棟（男子寮） 92人
唐湊寄宿舎（女子寮） 81人
桜ケ丘寄宿舎（女子寮） 99人

別表第２（第12条関係）
　光熱水料等の経費負担区分表

負担区分
室名等

電　気　料 水　道　料 燃　料　費
大学 寮生 大学 寮生 大学 寮生

玄関　ホール ○
廊下　階段 ○
事務室 ○ ○
用務員室 ○ ○ ○
電気室
機械室

○

居室 ○
娯楽室　面会室
談話室

○

補食室 照明○ 器具○ ○ ○
洗面・洗濯室 照明○ 器具○ ○
便所 証明○ 器具○ ○
共用棟
　�ボイラー室　浴室�
　�脱衣場　　　　　�
　�ホール・補食室　�

照明○ 器具○ ○ ○
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基本料 ○ ○ ○

18　鹿児島大学国際交流会館規則
� 平成16年４月１日
� 規則第128号
　（設置）
第１条　鹿児島大学（以下「本学」という。）に、鹿児島大学国際交流会館（以下「会館」という。）を置く。
　（目的）
第２条　会館は、本学の外国人留学生及び本学において教育・研究に従事する外国人研究者に対し居住の場を提供し、国際交流の促進

に資することを目的とする。
　（施設）
第３条　会館に１号館、２号館及び３号館を置く。
　（総括責任者等）
第４条　会館に総括責任者を置き、学長をもって充てる。
２　総括責任者は、会館の業務を総括する。
３　会館に管理運営責任者を置き、学長が指名する副学長又は学長補佐をもって充てる。
４　管理運営責任者は、総括責任者の命を受け、会館の管理運営に関する業務を処理する。
　（入居資格）
第５条　会館に入居できる者は、次の各号の一に掲げる者とする。
　⑴　本学に在学する外国人留学生及びその家族
　⑵　本学において教育・研究に従事する外国人研究者及びその家族
　⑶　その他学長が適当と認めた者
　（入居の許可等）
第６条　会館に入居を希望する者は、所定の申請書を学長に提出し、許可を受けなければならない。
２　入居の許可を受けた者は、速やかに入居の手続をしなければならない。
　（入居許可期間）
第７条　会館に入居できる期間は、原則として１年以内とする。
２　入居許可期間満了後も引続き入居を希望する者は、学長の許可を受けなければならない。
　（寄宿料等）
第８条　入居者は、外国人留学生にあっては鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則（平成16年規則第118号）の定める

ところにより寄宿料を、外国人研究者にあっては国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程（平成16年規則第77号）の定めるところに
より、使用料を納付しなければならない。

２　入居者は、寄宿料又は使用料のほか、光熱水料等を負担しなければならない。
　（入居許可の取消）
第９条　学長は、入居者が次の各号の一に該当するときは、入居の許可を取り消すことができる。
　⑴　第６条第２項に定める入居の手続を完了しないとき。
　⑵　前条に定める寄宿料、使用料、光熱水料等を滞納したとき。
　⑶　保健衛生上共同生活に不適当であると認められるとき。
　⑷　会館の管理運営上著しく支障があると認められるとき。
　（退去）
第10条　入居者が次の各号の一に該当するときは、遅滞なく退去しなければならない。ただし、学長が特に必要と認めるときは、この

限りでない。
　⑴　入居の許可期間が満了したとき。
　⑵　入居者の資格を失ったとき。
　⑶　前条の規定により、入居の許可が取り消されたとき。
　（退去手続き）
第11条　退去を希望する入居者は、別に定める期日までに所定の届出書を提出しなければならない。ただし、外国人研究者は除く。
　（入居者以外の者の宿泊）
第12条　会館には原則として、入居者以外の者を宿泊させてはならない。
　（留学生相談主事）
第13条　外国人留学生の修学・研究及び生活上の諸問題について相談に応じ、指導又は助言を行うため、会館に留学生相談主事を置く。
２　留学生相談主事は、本学の教員のうちから学長が任命する。
３　留学生相談主事の任期は、２年とし、再任を妨げない。
４　留学生相談主事に欠員を生じた場合の補欠の留学生相談主事の任期は、前任者の残任期間とする。
　（施設保全の義務）
第14条　入居者等は、会館における秩序の維持及び施設、設備、備品等の保全に努めなければならない。
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　（賠償義務）
第15条　入居者等は、故意又は過失により会館の施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、その損害

を賠償しなければならない。
　（事務）
第16条　会館の事務は、学生部国際事業課において処理する。ただし、外国人研究者にかかわる事務は、財務部財務課において処理する。
　（その他）
第17条　この規則の施行に関し必要な事項は、学長が別に定める。
　　　附　則
　この規則は、平成16年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成18年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成19年１月26日から施行し、平成19年１月12日から適用する。
　　　附　則
　この規則は、平成19年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成20年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成25年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成29年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規則は、令和４年９月22日から施行し、令和４年９月１日から適用する。
２　改正後の第11条の規定は、令和４年９月１日から令和４年９月30日までの間に退去する者については、適用しない。
　　　附　則
　この規則は、令和５年10月19日から施行し、令和５年４月１日から適用する。

19　鹿児島大学学生表彰規則
� 平成29年９月28日
� 規則第83号
　（趣旨）
第１条　この規則は、鹿児島大学学則（平成16年規則第86号）第59条第２項及び鹿児島大学大学院学則（平成16年規則第87号）第46条

の規定に基づき、鹿児島大学（以下「本学」という。）の学生の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
　（表彰の種類）
第２条　表彰の種類は、次の各号のとおりとする。
　⑴　鹿児島大学進取の精神学生表彰
　⑵　鹿児島大学稲盛賞
　⑶　鹿児島大学工業倶楽部賞
　⑷　鹿児島商工会議所会頭賞
　⑸　その他学長が必要と認め実施する表彰（以下「学長表彰」という。）
　（鹿児島大学進取の精神学生表彰）
第３条　鹿児島大学進取の精神学生表彰は、鹿児島大学学生憲章の趣旨に則った進取の精神を有する学生を表彰する。
２　鹿児島大学進取の精神学生表彰は、副学長、各学部長、各研究科長、各課外活動サークルの顧問教員等の推薦を経て選考し、学長

が決定する。
３　鹿児島大学進取の精神学生表彰に関し必要な事項は、別に定める。
　（鹿児島大学稲盛賞）
第４条　鹿児島大学稲盛賞は、学業に専念し成績優秀な学生又は社会の期待にこたえるような業績を挙げた学生を表彰する。
２　鹿児島大学稲盛賞は、各学部長又は各研究科長からの推薦を経て選考し、学長が決定する。
３　鹿児島大学稲盛賞に関し必要な事項は、別に定める。
　（鹿児島大学工業倶楽部賞）
第５条　鹿児島大学工業倶楽部賞は、鹿児島県地域産業の発展に貢献する優秀な研究業績を挙げた学生を表彰する。
２　鹿児島大学工業倶楽部賞は、各研究科長からの推薦を経て選考し、学長が決定する。
３　鹿児島大学工業倶楽部賞に関し必要な事項は、別に定める。
　（鹿児島大学商工会議所会頭賞）
第６条　鹿児島大学商工会議所会頭賞は、地域の活性化に繋がる優れた取組又は鹿児島県内自治体や企業などと連携し、優れた地域貢

献活動を行った学生を表彰する。
２　鹿児島大学商工会議所会頭賞は、各学部長からの推薦を経て選考し、学長が決定する。
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３　鹿児島大学商工会議所会頭賞に関し必要な事項は、別に定める。
　（学長表彰）
第７条　学長表彰は、本学の名誉を高める行為又は学生の模範となる善行を行った学生及び学生が所属する団体（以下「学生等」とい

う。）について、学長が必要と認めた者を表彰する。
２　学長表彰は、各学部長等からの推薦を経て選考し、学長が決定する。
３　学長表彰に関し必要な事項は、別に定める。
　　　附　則
　この規則は、平成29年９月28日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成30年12月20日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、令和４年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、令和７年９月16日から施行する。

20　鹿児島大学進取の精神学生表彰細則
� 平成29年９月28日
� 細則第９号
　（趣旨）
第１条　この細則は、鹿児島大学学生表彰規則（平成29年規則第83号）第３条第３項の規定に基づき、鹿児島大学学生憲章（平成22年

11月15日制定。以下「学生憲章」という。）の趣旨に則った進取の精神を有する学生の表彰に関し必要な事項を定める。
　（目的）
第２条　鹿児島大学（以下「本学」という。）在籍期間中において、困難な課題に果敢に挑戦する「進取の精神」を実践し、学生憲章

の趣旨に即した活動実績や優秀な業績等を収めた学生及び学生団体を表彰することにより、本学における進取の気風を醸成し、本学
の教育目標に沿った人材の輩出を図ることを目的とする。

　（対象）
第３条　表彰の対象は、本学の学生（外国人留学生を含む。）及び学生が所属する学内の団体とする。
　（表彰基準）
第４条　表彰は、学生憲章に照らし、次の各号のいずれかに該当し、引き続き活躍が期待できる場合に行うものとする。
　⑴　学術研究活動において、特に優秀な成果を収め、かつ、学外で高い評価を得るなど他の学生の模範になると認められた場合
　⑵　課外活動等において、その成果が特に顕著であり、かつ、本学の課外活動等の振興に功績があったと認められた場合
　⑶　社会活動等において、特に顕著な功績があり、本学の名誉を著しく高めたと認められた場合
　⑷　その他前各号と同等以上の評価を得たと認められた場合
２　前項の該当基準は、別表のとおりとする。
　（表彰対象者の推薦）
第５条　副学長、各学部長、各研究科長、各課外活動サークルの顧問教員等は、前条第１項各号のいずれかに該当すると認める者又は

団体等を学長に推薦することができる。
　（表彰者の選考及び決定）
第６条　学長は、前条の規定に基づき推薦された者又は団体等について、学生生活委員会の議を経て選考の上、表彰される者又は団体

等（以下「表彰者」という。）を決定する。
　（優秀賞等）
第７条　学長は、表彰者の中で、極めて顕著な成果等を認めた表彰者について、優秀賞等を授与することができる。
２　前項の優秀賞等の種類は、最優秀賞、優秀賞、準優秀賞とする。
３　学長は、第１項の授与にあたり、第８条の選考委員会の審査を経て、受賞者及び受賞団体（以下「受賞者」という。）を決定し、

表彰を行うものとする。
４　受賞者候補者については、本学の第１年次から第４年次（医・歯・共同獣医学科は第６年次）までの学部学生（外国人留学生を含

む。）及び学部学生が所属する学内の団体のみとする。
５　学生生活委員会は、前条で表彰者候補者を選考する際に、表彰者候補者の中から受賞者候補者を選考し、次条の選考委員会に推薦

するものとする。
６　学長は、決定した受賞者について、教育研究評議会へ報告するものとする。
　（選考委員会）
第８条　選考委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
　⑴　学長
　⑵　学長が指名する理事
　⑶　学外有識者　若干名
　⑷　選考委員会が指名する学生　若干名
２　選考委員会に委員長を置き、前項第１号の委員をもって充てる。
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３　委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
４　受賞者候補者となった学生は、第１項第４号の委員になることはできない。
５　選考委員会は、受賞者候補者が行うプレゼンテーション等の方法により選考を行い、受賞者を決定するものとする。この場合にお

いて、１名を最優秀賞、１名を優秀賞、他を準優秀賞とする。
６　前項の規定にかかわらず、選考委員会の判断により、最優秀賞、優秀賞、準優秀賞の全部又は一部について、受賞者なしとするこ

とができる。
７　選考委員会は、選考に当たり、必要に応じて投票によることができる。
８　選考は、原則として学内に公開して実施するものとする。ただし、審査はこの限りではない。
　（表彰内容）
第９条　学長は、最優秀賞受賞者に表彰状並びに副賞として楯及び奨学金を授与するとともに、その栄誉を称え、図書館展示セミナー

室に受賞者の氏名を刻印したプレートを設置する。
２　学長は、優秀賞受賞者に表彰状及び副賞として奨学金を授与するとともに、その栄誉を称え、図書館展示セミナー室に受賞者の氏

名を刻印したプレートを設置する。準優秀賞受賞者には、表彰状及び副賞として奨学金を授与する。
３　学長は、受賞者以外の表彰者に表彰状を授与する。
　（表彰の取消し）
第10条　学長は、受賞者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、教育研究評議会の議を経て、表彰を取り消すことができる。
　⑴　本学の規則等に違反し、懲戒処分を受けたとき。
　⑵　その他受賞者としての適格を欠くに至ったとき。
　（副賞の返還等）
第11条　学長は、前条の規定により表彰を取り消したときは、既に授与した副賞の全部又は一部の返還を求めることができる。この場

合、氏名を刻印したプレートは撤去するものとする。
　（他の表彰との重複）
第12条　他の表彰の受賞者が本表彰の表彰者となることは妨げない。
　（事務）
第13条　表彰に関する事務は、学生部学生生活課において処理する。
　（雑則）
第14条　この細則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。
　　　附　則
１　この細則は、平成29年９月28日から施行する。
２　鹿児島大学進取の精神学生表彰要項（平成23年11月24日学長裁定）は廃止する。
　　　附　則
　この細則は、令和５年１月31日から施行し、令和２年４月１日から適用する。
　　　附　則
　この細則は、令和６年４月１日から施行する。

　別表（第４条関係）

表彰の基準
１　細則第４条第１号に該当するもの
　⑴　国際的規模の学会又は全国的規模の学会から賞を受けたもの
　⑵　学会誌等に掲載され、特に高い評価を受けたもの
　⑶　その他これらに準ずる学会等において高い評価を受けたもの
２　細則第４条第２号に該当するもの
　⑴　国際的規模の競技会、展覧会、公演会等 ( 以下「競技会等」という。) に出場、出展又は出演し、優れた成績を収めたものや

高い評価を得たもの
　⑵　全国的規模の競技会等に出場、出展又は出演し、最も優れた成績又は最も高い評価を収めたもの及びそれらに準ずるもの
　⑶　全国的規模の競技会等に出場、出展又は出演し、入賞及びそれに準ずるもの
　⑷　ブロック規模 ( 九州地区及び九州地区を含む複数の地区が合同で行う大会 ) の競技会等において、最も優れた成績又は最も高

い評価を収めたもの及びそれらに準ずるもの
３　細則第４条第３号に該当するもの
　⑴　公共団体等から表彰を受け、社会的に特に高い評価を受けたもの
　⑵　新聞、雑誌等に掲載され、社会的に特に高い評価を受けたもの
　⑶　その他これらに準ずる功績等で、特に高い評価を受けたもの
　⑷　人命救助、災害救助等に貢献したもの
４　細則第４条第４号に該当するもの
　⑴　その他前各号に掲げる場合以外において、特に優れた業績、功績等があったもの
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21　鹿児島大学稲盛賞規則
� 平成16年４月１日
� 規則第129号
　（趣旨）
第１条　この規則は、稲盛和夫氏の寄附により設置する鹿児島大学稲盛賞（以下「稲盛賞」という。）に関し、必要な事項を定めるも

のとする。
　（受賞の対象者）
第２条　稲盛賞の対象者は、鹿児島大学（以下「本学」という。）に在学し、次の各号の一に該当する学部学生とする。
　⑴　学業に専念し成績優秀で品行方正な最終年次の者
　⑵　社会の期待にこたえるような業績を挙げた者
　⑶　その他前２号と同等以上の表彰に価する行為等があったと認められる者
２　前項第２号及び第３号については大学院生を含めるものとする。
　（受賞候補者の推薦）
第３条　各学部長はそれぞれの学部から受賞候補者を、毎年、所定の期日までに、学長へ推薦するものとする。
２　前条第１項第２号及び第３号に該当する大学院生については、各研究科長が受賞候補者を、毎年、所定の期日までに、学長へ推薦

するものとする。
　（受賞予定者の選考）
第４条　受賞予定者の選考は、国立大学法人鹿児島大学学生生活委員会の議を経て学長が行い、受賞予定者について氏名等を公示する

ものとする。
　（表彰の方法）
第５条　表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。
２　前項の表彰状にあわせて、記念品を贈呈することができる。
　（表彰の時期）
第６条　表彰は、原則として、毎年３月に行う。
　（基金の運用期限）
第７条　稲盛賞の運用期限は、原資が存続する期間とする。
　（受賞決定の取り消し）
第８条　受賞予定者が、本学の理念等に反する行為を行った場合には、受賞決定を取り消すことがある。
　（事務）
第９条　稲盛賞に関する事務は、学生部学生生活課において処理する。
　（雑則）
第10条　この規則に定めるもののほか、選考等に関し必要な事項は、別に定める。
　　　附　則
　この規則は、平成16年４月１日から施行する。

22　鹿児島大学工業倶楽部賞規則
� 平成17年12月20日
� 規則第96号
　（趣旨）
第１条　この規則は、国立大学法人鹿児島大学（以下「本法人」という。）が社団法人鹿児島県工業倶楽部（以下「工業倶楽部」という。）

との包括連携協力協定の目的に基づき設置する鹿児島大学工業倶楽部賞（以下「工業倶楽部賞」という。）に関し、必要な事項を定
める。

　（受賞の対象者）
第２条　工業倶楽部賞の対象者は、鹿児島大学大学院の研究科に在学する最終年次の者であって、次の各号の一に該当する者とする。
　⑴　鹿児島県地域産業の発展に貢献する優秀な研究業績を挙げた者
　⑵　その他前号と同等以上の研究、行為等を行い、表彰に値すると認められる者
　（受賞候補者の推薦）
第３条　各研究科長は、それぞれの研究科から受賞候補者を、毎年、所定の期日までに、学長へ推薦するものとする。
　（受賞予定者の決定）
第４条　受賞予定者の決定は、国立大学法人鹿児島大学学生生活委員会の議を経て学長が行い、受賞予定者について氏名等を公示する

ものとする。
　（表彰の方法）
第５条　表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。
２　前項の表彰状にあわせて、記念品を贈呈することができる。
　（表彰の時期）
第６条　表彰は、原則として、毎年３月に行う。
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　（表彰実施期限）
第７条　工業倶楽部賞の表彰実施期限は、工業倶楽部と本法人との包括連携協力協定の有効期間満了日までとする。
　（受賞決定の取消し）
第８条　受賞予定者が、県産業の発展を阻害する行為又は本法人の理念等に反する行為を行った場合には、受賞決定を取り消すことが

ある。
　（事務）
第９条　工業倶楽部賞に関する事務は、学生部学生生活課において処理する。
　（雑則）
第10条　この規則に定めるもののほか、選考等に関し必要な事項は、別に定める。
　　　附　則
　この規則は、平成 17 年 12 月 20 日から施行する。

23　鹿児島大学商工会議所会頭賞規則
� 平成30年12月20日
� 規則第72号
　（趣旨）
第１条　この規則は、国立大学法人鹿児島大学（以下「本法人」という。）が鹿児島商工会議所 （以下「商工会議所」という。）との包

括連携協力協定の目的に基づき設置する鹿児島大学商工会議所会頭賞（以下「商工会議所会頭賞」という。）に関し、必要な事項を
定める。

　（受賞の対象者）
第２条　商工会議所会頭賞の対象者は、鹿児島大学の学部に在学する最終年次の者であって、次の各号の一に該当する者とする。
　⑴　地域の活性化に繋がる優れた取組を行った者
　⑵　鹿児島県内自治体や企業などと連携し、優れた地域貢献活動を行った者
　⑶　その他前２号と同等以上の表彰に値する行為等があったと認められる者
　（受賞候補者の推薦）
第３条　各学部長はそれぞれの学部から受賞候補者を、毎年、所定の期日までに、学長へ推薦するものとする。
　（受賞予定者の決定）
第４条　受賞予定者の決定は、商工会議所の意見を踏まえ、国立大学法人鹿児島大学学生生活委員会の議を経て学長が行い、受賞予定

者について氏名等を公示するものとする。
　（表彰の方法）
第５条　表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。
２　前項の表彰状にあわせて、記念品を贈呈することができる。
　（表彰の時期）
第６条　表彰は、原則として、毎年３月に行う。
　（表彰実施期限）
第７条　商工会議所会頭賞の表彰実施期限は、商工会議所と本法人との包括連携協力協定の有効期間満了日までとする。
　（受賞決定の取消し）
第８条　受賞予定者が、地域産業の発展を阻害する行為又は商工会議所及び本法人の理念等に反する行為を行った場合には、受賞決定

を取り消すことがある。
　（事務）
第９条　商工会議所会頭賞に関する事務は、学生部学生生活課において処理する。
　（雑則）
第10条　この規則に定めるもののほか、表彰等に関し必要な事項は、別に定める。
　　　附　則
　この規則は、平成30年12月20日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、令和４年４月１日から施行する。

24　鹿児島大学学生に対する学長表彰細則
� 令和７年９月16日
� 細則第５号
　（趣旨）
第１条　この細則は、鹿児島大学学生表彰規則（平成 29 年規則第 83 号）第７条第３項の規定に基づく学長表彰に関し、必要な事項を

定める。
　（対象者）
第２条　表彰の対象は、本学の学生（外国人留学生を含む。）及び学生が所属する学内の団体（以下「学生等」という。）とする。
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　（表彰基準）
第３条　表彰は、本学の名誉を高める行為、学生の模範となる善行等、学長からの表彰に価する行為があった学生等に行うものとする。
　（表彰対象者の推薦）
第４条　副学長、各学部長、各研究科長等は、前条に該当すると認める学生等を学長に別紙様式１により推薦することができる。
　（表彰者の選考及び決定）
第５条　学長は、前条の規定に基づき推薦された学生等について、学生生活委員会の議を経て選考の上、表彰される学生等（以下「表

彰者」という。）を決定する。
　（表彰の方法）
第６条　表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。
２　前項の表彰状にあわせて、記念品を贈呈することができる。
　（表彰の時期）
第７条　表彰は、該当者がいる場合に随時行う。
　（表彰の取消し）
第８条　学長は、受賞者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、表彰を取り消すことができる。
　（1）　本学の規則等に違反し、懲戒処分を受けたとき。
　（2）　その他受賞者としての適格を欠くに至ったとき。
　（他の表彰との重複）
第９条　他の表彰の受賞者が本表彰の表彰者となることは妨げない。
　（事務）
第10条　表彰に関する事務は、学生部学生生活課において処理する。
　（雑則）
第11条　この細則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。
　　　附　則
　この細則は、令和７年９月 16 日から施行する。

別紙様式１（第４条関係）

推　　薦　　書

年　　　月　　　日　

　　国立大学法人鹿児島大学長　殿

推薦者
職　名
氏　名

　下記の者は、学長表彰するに相応しいと認められますので、下記のとおり推薦します。

記

　　１．氏名（団体名）

　　２．推薦理由

　　３．学長表彰文案
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25　鹿児島大学学生懲戒規則
� 平成19年３月27日
� 規則第52号
　（趣旨）
第１条　この規則は、鹿児島大学学則（平成16年規則第86号。以下「学則」という。）第60条及び鹿児島大学大学院学則（平成16年規

則第87号。以下「大学院学則」という。）第46条に基づき、学生の懲戒に関し適正かつ公正な運用を図るために必要な事項を定める。
　（基本的な考え方）
第２条　懲戒は、懲戒対象行為の態様、結果、影響等を総合的に検討し、教育的配慮を加えた上で行われなければならない。
２　学生に課せられる不利益は、懲戒目的を達成するために必要な限度にとどめなければならない。
　（定義等）
第３条　この規則において「学生」とは、正規学生、研究生、科目等履修生、外国人留学生及び法務学修生をいう。
２　特別聴講学生及び特別研究学生については、所属大学等と連絡等を取りながら対応することとする。
　（懲戒の種類等）
第４条　懲戒の種類は、次のとおりとする。
　⑴　懲戒退学　学生としての身分を剥奪する。この場合、学則第34条第２項及び大学院学則第31条第１項第１号に規定する再入学は

認めない。
　⑵　停学　有期又は無期とし、この間の登校を禁止する。
　⑶　訓告　文書により注意を与え、将来を戒める。
２　前項第２号の停学の期間は、有期にあっては６か月以下、無期にあっては６か月を超えるものとし、在学期間に含め、修業年限に

は含まないものとする。ただし、３か月未満の短期の場合には、修業年限に含めることができる。
３　前項の停学の期間には、学則第25条第１項に規定する休業日を含むものとする。
　（懲戒の発議）
第５条　懲戒の対象となり得る行為を行った学生の所属する学部の長（以下「関係学部長」という。）は、当該行為を確認したときは、

速やかに学長が指名する理事に報告する。
２　関係学部長は、学長が指名する理事と協議し、懲戒の対象となり得ると判断した場合は、教授会に調査委員会を設置する。
３　調査委員会は、その事実認定、懲戒の要否及び内容について調査検討を行う。この場合において、懲戒の対象とならないと判断し

たときは、関係学部長に報告し、関係学部長は、学長が指名する理事に報告するものとする。
４　懲戒の対象となり得る行為が、複数の学部に所属する学生によって引き起こされた場合は、合同の調査委員会を設置することがで

きる。ただし、合同の調査委員会を設置しない場合は、各調査委員会は、事実関係の調査及び審議に際し、相互に連絡し、調整する
ものとする。

５　懲戒対象行為に係る事実認定、懲戒の要否及び内容の判断は、各学部の責任において行う。
　（弁明）
第６条　前条第１項の事実関係の調査を行うに当たり、当該学生にその旨を告知し、口頭による弁明の機会を与えなければならない。

ただし、学生が心身の故障、身柄の拘束等の事由により、口頭による意見陳述ができないときは、これに替えて文書による意見提出
の機会を与えるものとする。

２　弁明の機会を与えたにもかかわらず、正当な理由もなく当該学生が欠席し、又は弁明書を提出しなかった場合は、この権利を放棄
したものとみなす。

（懲戒処分の決定）
第７条　関係学部長は、調査委員会から懲戒が相当であるとの検討結果を受けた場合は、教授会に付議し、懲戒の内容を審議する。
２　関係学部長は、懲戒の内容を審議した結果を、学長に上申する。
３　学長は、関係学部長からの上申を受け、学生生活委員会に諮問する。
４　学生生活委員会は、審議結果を学長に答申する。
５　学長は、学生生活委員会からの答申を教育研究評議会に付議する。
６　学長は、教育研究評議会の審議結果を受け、懲戒処分を行う。
　（ハラスメント事案）
第７条の２　ハラスメント事案については、国立大学法人鹿児島大学ハラスメント等防止に関する規則（平成16年規則第62号）第９条

に基づき設置されるハラスメント等調査委員会で調査後、学長が懲戒が必要と判断した場合は、教授会に付議し、前条第２項から第
６項までの手続きを経て、懲戒処分を行う。

　（懲戒処分の通知及び効力発生日）
第８条　学長が懲戒処分を決定した場合は、学生に対し、文書により通知する。
２　懲戒処分の通知は、処分理由を記載した懲戒処分書を、関係学部長から学生に交付することにより行う。ただし、交付が不可能な

場合は、他の適当な方法により通知する。
３　懲戒処分の効力発生日は、当該学生に前項の交付等が行われた日とする。ただし、停学の期間の起算日は交付等が行われた日の翌

日とし、計算は暦日による。
４　関係学部長は、第２項の通知を行ったときは、原則として当該学生の保証人にその旨を通知する。
　（学生に対する教育指導）
第８条の２　関係学部長は、停学の処分（１か月未満を除く。）を受けた学生について、停学の期間中、定期的な面接等必要な教育指
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導を行うものとする。
２　関係学部長は、前項の規定により実施した教育指導の内容について、当該学生の停学期間終了後、速やかに学長に報告するものと

する。
　（告示）
第９条　学長は、懲戒処分を行った場合は、一般学生に周知するために懲戒の内容を告示する。ただし、当該学生の所属及び氏名は明

記しないものとする。
　（懲戒に関する記録）
第10条　関係学部長は、懲戒処分が行われた場合は、学籍簿に記録する。ただし、本学が発行する証明書等には、懲戒の有無、その内

容等を記載しないものとする。
　（無期停学の解除）
第11条　関係学部長は、無期停学処分を受けた学生について、当該処分の開始日から６か月を経過した後に、その反省の程度及び学習

意欲等を総合的に判断して、その処分を解除することが適当であると思われるときは、教授会の議を経て、学長に対し、その処分の
解除を上申することができる。

２　学長は、関係学部長からの上申を受け、学生生活委員会に諮問し、その答申について教育研究評議会で審議の上、無期停学の解除
を行う。

３　学長が無期停学の解除を決定した場合は、学生に対し、文書により通知する。
４　無期停学の解除の通知及び効力発生日については、第８条第２項及び第３項を準用する。
　（退学の申出の取扱い）
第12条　関係学部長は、懲戒対象行為を既に確認している場合には、懲戒処分の通知を行うまで当該学生からの退学の申出を受理しな

いものとする。
２　関係学部長は、懲戒処分の通知を行った後に当該学生から退学の申出があった場合には、これを受理し、教授会の議を経て、学長

に上申することができる。
　（休学の申出の取扱い）
第12条の２　関係学部長は、懲戒対象行為を既に確認している場合には、懲戒処分の通知を行うまで当該学生からの休学の申出を受理

しないものとする。
２　関係学部長は、停学中の学生から当該停学期間を含む休学の申出があった場合は、これを受理しないものとする。
３　学長は、休学中の学生に対し停学を命じる場合は、当該学生の停学期間の起算日以降の休学許可を取り消すものとする。　
　（再審査）
第13条　懲戒処分を受けた者は、事実誤認、新事実の発見その他の正当な理由があるときは、その証拠となる資料を添えて、懲戒処分

の効力発生日から14日以内に、文書により学長に再審査を請求することができる。
２　学長は、再審査の必要があると認めたときは、学生生活委員会に諮問する。
３　学生生活委員会は、審議結果を学長に答申する。
４　学長は、前項の答申を教育研究評議会に付議し、その審議結果に基づき、懲戒処分の取り消し又は改めて懲戒処分を行う。
　（逮捕・勾留時の取扱い）
第14条　学生が逮捕・勾留され、大学として本人に接見することができない場合であっても本人が罪状を認めている場合は、慎重に検

討し懲戒処分を行うことができる。
２　前項と同様に大学として本人に接見することができない場合で、本人が罪状を否認している場合においても、大学として懲戒処分

の手続きを開始するかどうか慎重に検討し、開始することが妥当であると判断した場合は、裁判の推移等を考慮し、懲戒処分を行う
ことができる。

　（読替）
第15条　この規則の大学院学生への適用にあたっては、「学部」を「研究科」に、「学部長」を「研究科長」に、「教授会」を「研究科

教授会」に読み替えるものとする。
２　第４条第２項に規定する「在学期間」の大学院学生への適用にあたっては、「在学年限」に読み替えるものとする。
　（雑則）
第16条　この規則に定めるもののほか、この規則の実施にあたって必要な事項は別に定める。
　　　附　則
　この規則は、平成19年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成21年４月１日から施行する。
　　　附　則
　この規則は、平成27年４月１日から施行する。
　　　附　則
１　この規則は、平成28 年４月１日から施行する。
２　この規則の施行日前に第５条第２項の調査委員会を設置した事案については、なお従前の例による。
　　　附　則
　この規則は、令和４年９月22日から施行し、令和４年４月１日から適用する。
　　　附　則
　この規則は、令和６年３月４日から施行する。
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学生懲戒処分等に関する申合せ
� 平成19年４月１日
� 学生生活委員会
� 平成20年９月８日一部改正
� 平成20年10月１日　実　施
� 平成22年３月８日一部改正
� 平成22年４月１日　実　施
� 平成28年２月18日一部改正
� 平成28年４月１日　実　施
� 令和元年11月11日一部改正
� 令和元年12月１日　実　施
� 令和４年４月11日一部改正
� 令和４年４月１日　適　用
� 令和６年１月15日一部改正
　（目的）
第１　この申合せは、鹿児島大学学生懲戒規則（平成19年規則第52号。以下「規則」という。）第16条に基づき、処分の適正な実施について、

必要な事項を定める。
　（懲戒処分等の指針）
第２　懲戒処分等の指針については、別表のとおりとする。ただし、個々の事案の事情に即し、懲戒処分等の種類を加重軽減すること

ができる。
　（懲戒対象行為以外の学生としてあるまじき行為への厳重注意）
第３　学生が懲戒対象行為以外の行為で学生としてあるまじき行為をした場合において、関係学部長は、厳重注意を行うものとする。
　　　附　記
１　この申合せは、平成28年４月１日から実施する。
２　この申合せの実施日前に規則第５条第２項の調査委員会を設置した事案については、なお従前の例による。
　　　附　記
１　この申合せは、令和元年12月１日から実施する。
２　この申合せの実施日前に規則第５条第２項の調査委員会を設置した事案については、なお従前の例による。

別表（第２関係）
懲戒処分等の指針

区分 行　為　の　内　容 懲戒処分等の種類

犯　

罪　

行　

為

・殺人、強盗、不同意性交、放火、身代金誘拐等の凶悪な犯罪行為又はこれらの犯罪未遂行為を行った場合 懲戒退学
・傷害、窃盗、詐欺、恐喝、脅迫、強要、過失致死、過失傷害等の犯罪行為を行った場合 懲戒退学又は停学
・不同意わいせつ、痴漢、のぞき見、盗撮行為等の犯罪行為を行った場合 懲戒退学又は停学
・賭博、住居侵入、万引き、他人を傷害するに至らない暴力行為等の犯罪行為を行った場合 停学
・ストーカー行為等の規制等に関する法律に抵触する行為を行った場合 懲戒退学又は停学
・薬物犯罪（薬物の使用、薬物の売買又はその仲介等）を行った場合 懲戒退学又は停学
・コンピュータ又はネットワークの悪質な不正使用を行った場合 懲戒退学又は停学

交　

通　

事　

故　

等

・飲酒運転（酒気帯び運転を含む。以下同じ。）、無免許運転、大幅な制限速度超過違反（制限速
度30キロ以上の超過）等の悪質な運転による死亡事故又は重度の後遺症を残す人身事故を伴う交
通事故を起こした場合

懲戒退学

・ひき逃げ、あて逃げ、飲酒運転、無免許運転、暴走運転等の悪質な運転による人身事故を伴う
交通事故を起こした場合 懲戒退学又は停学

・飲酒運転、無免許運転、暴走運転等の悪質な交通法規違反 停学
・前方不注意等の相当な過失により死亡又は重度の後遺症を残す人身事故を伴う交通事故を起こ
した場合 停学

・前方不注意等の相当な過失により上記以外の人身事故を伴う交通事故を起こした場合 停学又は訓告
・物損事故等の事故・違反の場合 厳重注意
＊上記以外の反則金に該当する道路交通法違反については、懲戒処分の対象としない。

飲
酒
行
為

・イッキ飲み等により20歳未満の者、飲めない者等に飲酒を強要し、重大な事態を生じさせた場合 懲戒退学又は停学
・20歳未満の者と知りながら飲酒をさせた場合 停学
・20歳未満の者が飲酒した場合 停学、訓告又は厳重注意
・上記以外の飲酒行為により被害を生じさせた場合 停学

非
違
行
為

・本学の財物に対し、著しく物的損傷を与えた場合 懲戒退学又は停学
・ハラスメント行為を行った場合 懲戒退学、停学又は訓告
・コンピュータ又はネットワークの不適切な使用を行った場合 停学、訓告又は厳重注意
・上記以外の非違行為 停学、訓告又は厳重注意

試
験
等
不
正
行
為

・本学が実施する試験等における極めて悪質な不正行為（替え玉受験、試験問題の不正入手等） 懲戒退学又は停学
・本学が実施する試験等における上記以外の次に掲げる不正行為
　⑴　レポート等における盗用又は剽窃行為
　⑵　ノート類や携帯電話等を不正に使用したカンニング等

停学

・本学が実施する試験等における不正行為の教唆又はほう助行為を行った場合 懲戒退学、停学、訓
告又は厳重注意

・本学が実施する試験等において、試験監督者の注意又は指示に従わなかった場合 訓告又は厳重注意
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鹿児島大学学生団体の処分に関する申合せ
平成29年４月１日

学生生活委員会決定
令和３年１月18日一部改正

　（目的）
第１　この申合せは、鹿児島大学学生規則（平成16年規則第116号。以下「学生規則」　という。）第17条及び第20条に基づき、学生団
体の処分について、必要な事項を定める。
　（定義）
第２　この申合せにおいて「学生団体」とは、学生規則第９条第１項に基づき、学長の許可を得た団体をいう。
　（処分の種類）
第３　処分の種類は、次のとおりとする。
　⑴　解散
　⑵　活動停止（有期又は無期）
　⑶　厳重注意
２　前項第２号の活動停止の期間は、有期にあっては６か月以下、無期にあっては６か月を超えるものとする。
　（処分対象となる行為）
第４　処分対象となる学生団体の行為は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
　⑴　本学の秩序を乱し、教育・研究を妨げる行為
　⑵　学内外における犯罪行為
　⑶　人権を著しく侵害する行為
　⑷　学則その他本学の諸規則に違反する行為
　⑸　その他前各号以外の非違行為
２　学生団体に所属する学生の行為が、学生懲戒処分に関する申合せ（平成19年４月１日学生生活委員会）の懲戒処分等の指針に定め

る行為に該当し、発生原因等に当該学生団体が相当関与していると認められる場合は、当該学生団体も処分することがある。
　（処分の発議）
第５　学生団体を所管する学長補佐（学生生活担当）は、学生団体の処分対象となる行為を確認したときは、速やかに学長が指名する

理事（以下「担当理事」という。）に報告する。
２　学長補佐（学生生活担当）は、担当理事と協議し、処分の対象となり得ると判断した場合は、直ちに調査委員会を設置する。
３　調査委員会は、その事実認定、処分の要否及び内容について調査検討を行い、担当理事に報告するものとする。
　（処分の決定）
第６　担当理事は、調査委員会から処分が相当であるとの審議結果を受けた場合は、その審議結果を学長に上申する。
２　学長は、担当理事からの上申を受け、原則として学生生活委員会に諮問する。ただし、学長が学生生活委員会での審議は不要と判

断した場合は、学生生活委員会への諮問を省くことができる。
３　学生生活委員会は、審議結果を学長に答申する。
４　学長は、学生生活委員会からの審議結果を受け、処分を決定する。
　（処分の通知等）
第７　学長が処分を決定した場合は、当該団体に対し、文書により通知する。
２　処分の通知は、処分理由を記載した処分書を、担当理事から当該学生団体の責任者及び顧問教員に交付することにより行う。
　（活動停止中の禁止事項）
第８　活動停止中の学生団体には、以下の事項を認めないものとする。
　⑴　課外活動用物品の貸与
　⑵　本学施設（講義棟・課外活動施設・体育施設等）の使用
　⑶　集会、学内諸活動
　⑷　ポスター掲示，立看板の設置
　⑸　大学名を冠しての学外での活動
　⑹　学生団体名を用いたコンピューターネットワーク等での情報発信活動
　（活動停止中の指導等）
第９　顧問教員は活動停止中の学生団体に対し、定期的に面接等により教育上の指導を行うものとする。
　（告示）
第10　学長は団体の処分を行った場合は、一般学生に周知するために処分の内容を告示する。ただし、当該団体名は明記しないものとする。
　（無期活動停止の解除）
第11　無期活動停止の解除は、顧問教員の申出により学生生活委員会での審議結果を受け、学長が決定する。
２　学生生活委員会での審議は、原則として無期活動停止の発効日から起算して６月を経過した後で、処分行為に対する当該学生団体

の組織としての反省及び再発防止に向けた規律遵守への意識向上等が認められる場合に行うものとする。
　（再審査）
第12　処分を受けた団体の責任者は、事実誤認、新事実の発見その他の正当な理由があるときは、その証拠となる資料を添えて、処分



208

の交付日から14日以内に、文書により学長に再審査を請求することができる。
２　学長は、再審査の必要があると認めたときは、学生生活委員会に諮問する。
３　学生生活委員会は、審議結果を学長に答申する。
４　学長は、学生生活委員会からの審議結果に基づき、処分の取り消し又は改めて処分を行う。

26　鹿児島大学における学籍簿管理に関する要項
� 平成27年７月14日
� 学長裁定
　（目的）
第１　この要項は、鹿児島大学の学生に関する教育上必要な情報を管理するため、学籍簿に記載する事項等について定めるものとする。
　（定義）
第２　この要項において「学生」とは、学位取得を目的として、学部・研究科に在籍する者をいう。
　（記載事項）
第３　学籍簿に記載する事項は次のとおりとし、様式は個人学籍簿（別記様式第１号）のとおりとする。
　⑴　学籍番号
　⑵　国籍（外国人学生のみ）
　⑶　本籍地
　⑷　所属
　⑸　氏名（フリガナ及びローマ字を含む。）
　⑹　旧姓・通称名（フリガナ及びローマ字を含む。）
　⑺　生年月日
　⑻　性別
　⑼　現住所
　⑽　電話番号・携帯電話番号
　⑾　e-mail
　⑿　保証人氏名、続柄、電話番号及び現住所
　⒀　入学前歴
　⒁　入学後学歴（入試区分及び進級状況）
　⒂　所属講座（所属ゼミ）
　⒃　指導教員・ゼミ担当教員
　⒄　論文題目（論文テーマ）
　⒅　取得資格等
　⒆　進路
　⒇　特記事項（賞罰等）
　�　奨学金貸与状況（奨学金名称、奨学金月額、奨学金番号及び採用年月～受給終了年月）
　�　授業料免除状況（年度ごと及び前期・後期ごとの免除額）
　�　異動履歴（休学、留学、退学、除籍等）
２　学籍簿に記載する事項のうち、前項第３号、第５号、第７号及び第８号の事項は、戸籍の記載のとおりとする。
　（学籍簿の管理）
第４　学籍簿の管理は、各学部又は各研究科（以下「学部等」という。）において行う。
２　学籍簿は、電子媒体で管理する。ただし、学務情報システム運用前の学籍簿については紙媒体で管理する。
３　学籍簿は常用とする。
　（記載する氏名）
第５　学籍簿に記載する氏名は、入学手続書類によるものとする。なお、入学手続書類の氏名は、戸籍の記載により記入するものとする。
２　外国人学生の学籍簿に記載する氏名は、住民票又は在留カード等により確認の上、出身国で使用している順序によりローマ字（漢

字使用国のものは漢字）表記とする。
３　学生証、各種証明書、学生名簿、学内各種電算システム及び学位記に記載する氏名は、学籍簿によるものとする。
　（学籍簿の変更）
第６　第３第１項第２号、第３号、第５号及び第８号に定める記載内容を変更した場合は、学生本人が学籍簿変更届（別記様式第２号）

に公的証明書を添付し、学長に届け出なければならない。
２　第５第１項の規定にかかわらず、戸籍と異なる旧姓又は通称名（以下「旧姓等」という。）の使用及び別性の使用等の申し出があっ

た場合は、学生からの申請に基づき、関係委員会等で審議の上、社会通念上、妥当と認められる場合にのみ、変更できるものとする。
３　第３第１項第５号の氏名（ローマ字のみ）及び第９号から第12号までの記載内容に変更があった場合は、学生本人が指定の電算シ

ステムに入力する。
　（旧姓等の使用）
第７　第５第３項の規定にかかわらず、入学時又は在学中に旧姓等使用の申し出がある場合は、旧姓・通称名使用願（別記様式第３号）



209

により、学長に申請しなければならない。
２　学長は、学生の所属する学部等の教務委員会等に申請内容の審査を付託し、その意見を踏まえて、旧姓・通称名使用許可書（別記

様式第４号）により許可する。
３　旧姓等の使用できる事項は、学生証、在学中の各種証明書、学生名簿、学内各種電算システムとする。ただし、卒業・修了証明書

及び学位記並びに各種国家試験及び教員免許状申請のための証明書は、旧姓等を使用することはできない。
４　旧姓等の使用に際し、認められた旧姓等と戸籍の記載との相違の説明については、当該学生の自己責任において行うものとする。
５　認められた旧姓等を戸籍記載の氏名に戻す場合は、旧姓・通称名使用取下げ届（別記様式第５号）を、学長に提出しなければならない。
　（別性の使用）
第８　第３第２項の規定にかかわらず、入学時又は在学中に別性の使用の申し出がある場合は、別性使用願（別記様式第６号）に医師

の診断書を添付し、学長に申請しなければならない。
２　学長は、別性使用の審査については第７第２項を準用し、別性使用許可書（別記様式第７号）により許可する。
３　別性の使用できる事項は、第７第３項に定めるもののうち、性別の表記があるものについて準用する。
４　別性の使用に際し、認められた性別と戸籍の記載との相違の説明については、当該学生の自己責任において行うものとする。
５　認められた性別を戸籍記載の性別に戻す場合は、別性使用取下げ届（別記様式第８号）を、学長に提出しなければならない。
　（本籍地の取扱い）
第９　本籍地（都道府県名）は、学生本人が指定の電算システムに入力するものとし、特に法令等による添付又は確認を要する場合を

除き、学生から戸籍抄本等の提出は求めないものとする。
２　外国人学生については、国籍を本籍として取扱うものとする。
　　　附　則
１　この要項は、平成27年７月14日から実施する。
２　学生の通称名使用に関する取扱いについて（平成27年５月18日学長裁定）は廃止する。
　　　附　則
この要項は、令和元年７月10日から実施する。
　　　附　則
この要項は、令和４年６月13日から実施し、令和４年４月１日から適用する。

○　鹿児島大学学友会
　学 友 会 会 則

	 第１章　総　　　則

　（名称）
第１条　本会は鹿児島大学学友会と称し、本会の事務所を鹿児島大学（以下「本学」という。）内に置く。
　（目的）
第２条　本会は本学における学生の自主活動のための組織である。豊かな人間的教養と社会的教養の育成を期する学生の文化及び体育

活動の発展を実現し、会員相互の親睦と自治の精神の涵養を図ることを目的とする。
　（会員）
第３条　本会は次に掲げる会員で組織する。
　⑴　正会員　　本学学部学生とする。
　⑵　特別会員　本学教職員とする。
　（機関）
第４条　本会に次に掲げる機関を置く。
　⑴　文化系サークル連合会（以下「文連」という。）
　⑵　音楽系サークル連合会（以下「音連」という。）
　⑶　体育系サークル連合会（以下「体連」という。）

	 第２章　役　　　員

　（役員）
第５条　本会に次に掲げる役員を置く。
　⑴　会長　　１名　本学学長とする。
　⑵　副会長　２名　本学副学長（教育担当）及び各学部長の互選により選出された者１名とする。
　⑶　運営協議会委員　12名　その内訳を次のとおりとする。

イ　副会長のうち１名
ロ　評議員の中から会長が指名した者１名
ハ　学生生活委員会委員の中から会長が指名した者１名
ニ　顧問教員の中から会長が指名した者３名
ホ　第５号イに定める総務部長
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ヘ　第５号に定める総務の中から選出された者５名
　⑷　代議員　正会員37名　その内訳を次のとおりとする。

イ　サークル代議員　29名
ロ　学部代議員　８名

　⑸　総務　正会員８名　その内訳を次のとおりとする。
イ　総務部長　１名
ロ　総務　７名

　⑹　予算委員　正会員７名
イ　文連、音連、体連から選出された者５名
ロ　総務代表２名、ただし、総務部長と会計係とする。

　⑺　監査委員　５名　その内訳を次のとおりとする。
イ　代議員より４名
ロ　特別会員より１名

　（役員の役割）
第６条　本会の役員は次の会務を処理する。
　⑴　会長は本会を代表する。
　⑵　副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行し、また、運営協議会及びサークル顧問教員会議の座長を務める。
　⑶　運営協議会委員は運営協議会を構成し、必要に応じ本会の運営全般に関して協議する。
　⑷　代議員は代議員会を構成し、その運営は第９条に定めるところによる。
　⑸　総務は総務部を構成し、その運営は第10条並びに学友会総務部運営規則に定めるところによる。
　⑹　予算委員は予算委員会を構成し、その運営は学友会予算委員会運営規則に定めるところによる。
　⑺　監査委員は会計監査委員会を構成し、その運営は学友会会計監査委員会規則に定めるところによる。
　（選挙）
第７条　第５条第４号から第７号に定める本会役員の選挙は原則として毎年11月に行い、その任期は翌年１月１日から１年とし、再任

を妨げない。
２　本会役員の選挙に関する手続は別に規則（「学友会役員選挙規則」）をもってこれを定める。

	 第３章　役　員　会

　（運営協議会）
第８条　運営協議会は本会の運営全般に関する重要事項を協議する機関とする。
２　運営協議会は会長が必要に応じて招集し、副会長が座長となる。
　（代議員会）
第９条　代議員会は本会正会員の意思を決定する最高決議機関とする。
２　代議員会は次の場合、総務部長がこれを招集する。
　⑴　定例　１期１回（毎期初め）
　⑵　臨時　総務部の要求があったとき、並びに代議員の５分の１以上の要求があったとき
３　代議員会の開催は少なくとも３日前までに期日・場所及び議題が公示されなければならない。
４　代議員会は学内において公開とする。ただし、傍聴者の発言は代議員会の承認を必要とする。
５　代議員会はその第１回定例会において議長１名、副議長２名を選出する。ただし、１名は書記を兼ねる。議長団は代議員会の運営

並びに総務部との連絡調整に当たる。
６　代議員会は構成員の２分の１以上の出席をもって成立し、その議事は出席者の過半数をもって決する。ただし、会則改廃の場合に

は、出席者の３分の２以上の同意を要し、会長と副会長の承認を得なければならない。
７　代議委員会は、新加入サークルの同好会としての承認又は同好会の部昇格に関して文連・音連・体連の申請を受け、その内容を審

議し、その議決は出席者の３分の２以上の同意を要する。
８　廃部に関しては前項に準ずる。
　（総務部）
第10条　総務部は本会の執行機関であり、次の事項を担当する。
　⑴　本会の予算の執行に関する事項
　⑵　運営協議会の委員として、総務部長及び総務５名を選出する。
　⑶　その他本会全体に関する事項

	 第４章　文化系サークル連合会、音楽系サークル連合会及び体育系サークル連合会

　（文連・音連・体連）
第11条　第４条に定める機関は、第２条の目的を達成するために、各々以下の事業を自主的に運営する。
　⑴　文連　文化系サークルの自治活動の統轄並びに文化行事の企画・運営
　⑵　音連　音楽系サークルの自治活動の統轄並びに音楽行事の企画・運営
　⑶　体連　体育系サークルの自治活動の統轄並びに体育行事の企画・運営
２　前項に規定する機関に係る規約は、別に定める。
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　（加盟承認等）
第12条　本会の予算支出を求めるサークルは文連、音連、体連のいずれかに加盟しなければならない。
２　文連、音連、体連の各機関へサークルが同好会として加盟する時、同好会から部へ昇格する時並びにサークルを廃部する時は、当

該機関の議を経て、代議員会の承認を得なければならない。
３　前項に規定する加盟承認等に係る規約は、別に定める。
　（顧問、主将等）
第13条　各サークルに顧問、主将、その他を置く。
２　主将はサークルを代表し、主将会議を構成する。ただし、委任代理を妨げない。
　（主将会議）
第14条　主将会議は各サークル間及び総務部との連絡並びに各サークル発展に関する全事項を協議し、必要に応じて総務部長がこれを

招集する。
２　主将会議の協議事項を総務部は総務会で審議しなければならない。当該審議事項は必要がある場合、代議員会に諮ることができる。

	 第５章　サークル顧問教員

　（顧問教員）
第15条　会長は、各サークルが推薦する教員に顧問を委嘱する。任期は４月１日から１年とする。ただし、再任は妨げない。
２　各サークルは顧問を３月中に推薦する。
３　各サークルの顧問教員は、当該サークル（員）の相談に応じる。
４　サークルの顧問教員は、運営協議会委員として代表３名が加わる。
　（サークル顧問教員会議）
第16条　サークルの顧問教員でサークル顧問教員会議を構成し、本会の運営に関する意見を集約する。
２　サークル顧問教員会議は副会長が必要に応じて招集し、座長となる。

	 第６章　事 務 職 員

　（事務職員）
第17条　本会総務部に事務職員若干名を置くことができる。
２　会長は本学事務職員に本会の事務の一部を委嘱することができる。
３　第１項に掲げる学友会事務職員の就労条件等については、国立大学法人鹿児島大学非常勤職員と同等の内容とし、国立大学法人鹿

児島大学非常勤職員就業規則並びに国立大学法人鹿児島大学非常勤職員給与規則を準用する。

	 第７章　会　　　計

　（経費）
第18条　本会の経費は、入会費、会費、新聞費、寄付金、補助金及びその他をもって充てる。
　（会費及び徴収方法）
第19条　本会の会費及びその徴収方法を次のとおり定める。
　⑴　正会員は、入会費を1,600円とし、会費を年額3,400円、新聞費を年額400円、大学祭費を年額800円とする。
　⑵　正会員の入会費、会費、新聞費及び大学祭費は入学時20,000円を徴収する。
　［＊　1,600円＋（3,400円＋400円＋800円）×４］
　　ただし、医学部医学科、歯学部、農学部獣医学科の学生は、入学時29,200円を徴収する。
　［＊　1,600円＋（3,400円＋400円＋800円）×６］
　⑶　他大学より編入、学士入学した者に関しては、その修学年数に応じて徴収する。
　⑷　特別会員の会費は年額3,600円とし一括徴収する。年度途中で加入する際の会費は、年額の12分の１に相当する額に加入の日の

属する月から年度末までの月数を乗じて得た額を一括徴収する。
　⑸　会長は特別な事情があると認めた者に対して会費の減免又は分納を認めることができる。
（会計年度）
第20条　本会の会計年度は４月１日から翌年３月31日までとする。
　（予算）
第21条　本会の予算は予算委員会によって立案され、代議員会で決議される。その時期は毎年３月とする。
　（会計報告）
第22条　各サークルは毎会計年度末並びに総務部の要求があったときは所定の様式に従い、会計報告を総務部に提出しなければならない。
　（会計監査）
第23条　総務部は会全体の収支決算を４月中に作成し、会計監査委員会の監査並びに代議員会の監査を経て、速やかに会長の承認を得

るものとする。
　　　附　則
１　この会則は平成15年４月１日から施行する。
２　鹿児島大学学友会会則（昭和25年４月１日制定）は廃止する。
　（準備行為）
３　この会則の施行の後、最初に選出される代議員、総務、予算委員、監査委員の選出、その他この会則を施行するため必要な準備行
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為は、この会則の施行前においても行うことができる。
　　　附　則
　この会則は、平成27年10月19日から施行する。
　　　附　則
　この会則は、令和７年４月１日から施行する。

　学友会総務部運営規則

　（趣旨）
第１条　本規則は会則第６条第５号に基づき総務部の基本運営に関し規定する。
　（運営等）
第２条　総務部は本会会則と代議員会に対して責任を有し、その運営は総務会の協議に従ってなされる。
　（議決）
第３条　総務会は総務の過半数の出席で成立し出席者の過半数の同意で議を決する。
　（構成）
第４条　総務部は次のように構成する。
　⑴　総務部長　総務部の調整運営に当たるとともに、総務会の議長を務める。更に総務部長は執行不能と認める総務に代議員会の承

認を得て辞任を勧告することができる。
　⑵　総務　次の各係を１名以上選任し、それぞれ下記の事項を担当する。
　　イ　庶務係　本会内の諸件に関する連絡、調整、企画、研究
　　ロ　会計係　予算の出納に関する事項
　　ハ　渉　外　本会の対外折衝
　（予算支出）
第５条　予算の支出は原則として毎期２回とする。
２　予算の支出に際しては会費の納入状況に基づき総務会において払い出しの比率を決定し（原則として各サークル一律）、会計係、

総務部長を経て支出する。
　（予備費）
第６条　予備費の支出は総務会の決定に基づいて行う。
　（特別支出等）
第７条　予想されない特別な支出を行うとき又は払い出し比率を変更するときは、代議員会の承認（やむを得ない場合は事後承認）を

要する。
　（払い出しの停止）
第８条　サークルの運営に関して、文連・音連・体連の各機関で不適当と認められた場合、各機関の代表者は払い出しの停止を総務部

に要請することができる。この要請に基づき、総務部は払い出しの停止を行う。ただし、代議員会の承認を要する。
　（現金の出納）
第９条　現金の出納は別に定める経理規定による。総務会計係は払い出し決定より１週間後各サークルの受領状況を総務会に報告する。
　（使途報告）
第10条　各サークルは、使途明細書を、現金受領後指定された期日までに所定の形式で、払い込み先の領収書を添えて総務部に提出す

る。これを怠った場合には、総務部は次回の払い出しを停止することができる。
　（予算の未払い）
第11条　会計年度が更新したとき、なお予算の未払いがあるときは、第５条第２項の規定を準用する。
２　前項のとき、なお残額ある場合又は別に繰越金が発生した場合、これを翌年度の会計に繰り入れる。
　　　附　則
１　この規則は平成15年４月１日から施行する。
２　学友会総務部運営規則（昭和25年４月１日制定）は廃止する。

　学友会予算委員会運営規則

　（趣旨）
第１条　本規則は会則第６条第６号に基づき本会の運営に関し規定する。
　（委員）
第２条　予算委員の選出は次のとおりとする。
　⑴　文連・音連・体連の３機関から５名。
　⑵　総務代表２名。ただし、総務部長と会計係とする。
　（委員長）
第３条　予算委員会は委員の互選により正・副委員長各１名を置く。
　（招集及び議決）
第４条　予算委員会は委員長が招集し委員の３分の２以上の出席で成立し、出席委員の３分の２以上の同意で議を決する。
　（予算の立案）
第５条　予算委員会は本学学友会の予算の立案に際しては各サークル予算を参照し、前年度活動状況を考慮して行う。
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２　予算委員会が指定する期日までにサークル予算案を提出しないサークルは、当年度の予算措置を辞退したものとみなす。
　（その他）
第６条　予算委員会は必要に応じて審議事項に関係するサークル責任者に事情説明を求めることができる。
　　　附　則
１　この規則は平成15年４月１日から施行する。
２　学友会予算委員会規則（昭和25年４月１日制定）は廃止する。

　学友会会計監査委員会規則

　（趣旨）
第１条　本規則は会則第６条第７号及び会則第23条に基づき本会の運営並びに決算の監査に関し規定する。
　（委員）
第２条　監査委員の選出は次のとおりとする。
　⑴　代議員会の互選による４名
　⑵　特別会員から副会長が指名する者１名
　（委員長）
第３条　会計監査委員会は委員の互選により正・副委員長各１名を置く。
　（代議員会への報告）
第４条　会計監査委員会は総務部が代議員会に提出しようとしている収支決算の書類を調査し、代議員会にその意見を報告しなければ

ならない。
　（会議の成立）
第５条　会計監査委員会は委員長が招集し、委員の過半数の出席で成立する。
　（議事の公開）
第６条　会計監査委員会の議事は原則として学内において公開とする。
　（総務部からの報告）
第７条　会計監査委員会は総務部に対し毎年１回以上本会の会計事務の運営に関し報告を求めることができる。
　（その他）
第８条　会計監査委員会は必要に応じ審議事項に関係のある者に事情説明を求めることができる。
　（兼務）
第９条　監査委員は総務を兼務することはできない。
　　　附　則
１　この規則は平成15年４月１日から施行する。
２　学友会会計監査委員会規則（昭和25年４月１日制定）は廃止する。

　学友会役員選挙規則

	 第１章　総　　　則

　（趣旨）
第１条　本規則は会則第５条第４号から第７号に定める本会役員の選挙に関する手続を規定する。
　（選挙の管理）
第２条　選挙の管理は総務部で行う。
　（選挙の時期）
第３条　本会役員の選挙は原則として毎年11月に行う。ただし、予算委員、監査委員はこの限りではない。
　（選挙の公示）
第４条　総務部長は選挙の期日、場所を７日前までに公表しなければならない。
２　公示は各学部１カ所以上に掲示をもってしなければならない。ただし、各学部代議員の選挙の場合はそれぞれの学部１カ所をもっ

て足りる。
　（選挙の順序）
第５条　選挙は最初に代議員の選挙を行う。

	 第２章　代　議　員

　（代議員の員数）
第６条　代議員は第７条及び第８条の選出方法により37名選出する。
　（サークル代議員の選出）
第７条　サークル代議員は文連12名、音連５名、体連12名を選出する。
２　文連、音連、体連の３機関は、総務部長から選挙の公示がなされると、速やかに代議員を選出しなければならない。
　（学部代議員の選出）
第８条　学部代議員は各学部１名ずつ選出する。
２　前項の選挙方法は、各学部11名の選挙人による無記名投票とする。
３　選挙人は各学部別選出によるものとし、選出は総務部で行う。
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	 第３章　総　　　務

　（総務の資格）
第９条　会則第５条第５号に定める総務は総務部長を除き、他は代議員でなければならない。
　（総務の選出）
第10条　総務の選挙は一括して次の方法によって行う。
　⑴　総務部長は代議員会で出席代議員の過半数の信任をもって選出する。過半数を得た者がいない場合は、上位２名により再選挙に

て選出する。投票は単記無記名とする。
　⑵　各学部から選出された学部代議員の互選による１名。候補者が１名の場合は学部代議員の過半数の信任で選び、候補者が２名以

上の場合の選挙は単記無記名投票とする。
　⑶　文連・音連・体連からは文連２名、音連２名、体連２名を各機関の責任において選出する。
　⑷　総務部長の選出を行った後、総務の選挙を行う。

	 第４章　予算委員・監査委員

　（予算委員の選出）
第11条　予算委員は総務部長の指名に基づき文連・音連・体連より選出する。ただし、３機関より各１名以上選出されなければならない。
　（監査委員の選出）
第12条　正会員の監査委員は毎年度第１回の定例代議員会で互選により選出する。この選挙は単記無記名投票とする。また、特別会員

の監査委員は副会長の指名とする。
　　　附　則
１　この規則は平成15年４月１日から施行する。
２　学友会役員選挙規則（昭和25年４月１日制定）は廃止する。
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学校関係法規（抄）
１　教育基本法

　　　第１章　教育の目的及び理念
　（教育の目的）
第１条　教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成

を期して行われなければならない。
　（教育の目標）
第２条　教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
１　幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
２　個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、

勤労を重んずる態度を養うこと。
３　正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展

に寄与する態度を養うこと。
４　生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
５　伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する

態度を養うこと。
　（生涯学習の理念）
第３条　国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる

場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
　（教育の機会均等）
第４条　すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、

経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
２　国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなけれ

ばならない。
３　国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければな

らない。
　　　第２章　教育の実施に関する基本
　（義務教育）
第５条　国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
２　義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び

社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
３　国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責

任を負う。
４　国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。
　（学校教育）
第６条　法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置すること

ができる。
２　前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われな

ければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取
り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

　（大学）
第７条　大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果

を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
２　大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。
　（私立学校）
第８条　私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重し

つつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。
　（教員）
第９条　法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
２　前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研

修の充実が図られなければならない。
　（家庭教育）
第10条　父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせると

ともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
２　国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援する
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ために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
　（幼児期の教育）
第11条　幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健や

かな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
　（社会教育）
第12条　個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
２　国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供そ

の他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。
　（学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力）
第13条　学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に

努めるものとする。
　（政治教育）
第14条　良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
２　法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
　（宗教教育）
第15条　宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。
２　国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
　　　第３章　教育行政
　（教育行政）
第16条　教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、

国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。
２　国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。
３　地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。
４　国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。
　（教育振興基本計画）
第17条　政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及

び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
２　地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本

的な計画を定めるよう努めなければならない。
　　　第４章　法令の制定
第18条　この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。
　　　附　則
　（施行期日）
１　この法律は、公布の日から施行する。

２　学校教育法（抄）
第83条　大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開

させることを目的とする。
２　大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
第87条　大学の修業年限は、４年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部につい

ては、その修業年限は、４年を超えるものとすることができる。
２　医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするも

の又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、６年とする。
第90条　大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を

修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）又は文部科学大臣の定めるところにより、
これと同等以上の学力があると認められた者とする。

第97条　大学には、大学院を置くことができる。
第99条　大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識

及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的とする。
２　大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培う

ことを目的とするものは、専門職大学院とする。
３　専門職大学院は、文部科学大臣の定めるところにより、その高度の専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する

事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとする。
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３　教育職員免許法（抄）
　　第１章　総　　　　則

　（免　許）
第３条　教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。
２　前項の規定にかかわらず、主幹教諭（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。）、指導教諭及び主務教諭（養護

又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。）については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養護をつかさどる主
幹教諭及び主務教諭については養護教諭の免許状を有する者を、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭については
栄養教諭の免許状を有する者を、講師については各相当学校の教員の相当免許状を有する者を、それぞれ充てるものとする。

３　特別支援学校の教員（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭並びに
特別支援学校において自立教科等の教授を担任する教員を除く。）については、第一項の規定にかかわらず、特別支援学校の教員の
免許状のほか、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

４　義務教育学校の教員（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭、養護助教諭並びに栄養教諭を
除く。）については、第１項の規定にかかわらず、小学校の教員の免許状及び中学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

５　中等教育学校の教員（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭、養護助教諭並びに栄養教諭を
除く。）については、第１項の規定にかかわらず、中学校の教員の免許状及び高等学校の教員の免許状を有する者でなければならな
い。

６　幼保連携型認定こども園の教員の免許については、第１項の規定にかかわらず、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な
提供の推進に関する法律の定めるところによる。

　　第２章　免　許　状

　（種　類）
第４条　免許状は普通免許状、特別免許状及び臨時免許状とする。
２　普通免許状は、学校（義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。）の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭

の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、一種免許状及び二種免許状（高等学校教諭の免許状にあっては、専修免
許状及び一種免許状）に区分する。

３　特別免許状は、学校（幼稚園、義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。）の種類ごとの教諭の免許状とする。
４　臨時免許状は、学校（義務教育学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。）の種類ごとの助教諭の免許状及び養護

助教諭の免許状とする。
５　中学校及び高等学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は、次に掲げる各教科について授与するものとする。

一　中学校の教員にあっては、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、保健、技術、家庭、職業（職業指導及び職業実習
（農業、工業、商業、水産及び商船のうちいずれか一以上の実習とする。以下同じ。）を含む。）、職業指導、職業実習、外国語（英
語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける。）及び宗教

二　高等学校の教員にあつては、国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、保健、看護、看護実習、
家庭、家庭実習、情報、情報実習、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、福祉、福祉実習、商船、
商船実習、職業指導、外国語（英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける。）及び宗教

６　小学校教諭、中学校教諭及び高等学校教諭の特別免許状は、次に掲げる教科又は事項について授与するものとする。
一　小学校教諭にあっては、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育及び外国語（英語、ドイツ語、フランス語

その他の各外国語に分ける。）
二　中学校教諭にあっては、前項第一号に掲げる各教科及び第16条の３第１項の文部科学省令で定める教科
三　高等学校教諭にあっては、前項第二号に掲げる各教科及びこれらの教科の領域の一部に係る事項で第16条の４第１項の文部科学

省令で定めるもの並びに第16条の３第１項の文部科学省令で定める教科
第４条の２　特別支援学校の教員の普通免許状及び臨時免許状は、一又は二以上の特別支援教育領域について授与するものとする。
２　特別支援学校において専ら自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状は、前条第２項の規定にかかわらず、文

部科学省令で定めるところにより、障害の種類に応じて文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。
３　特別支援学校教諭の特別免許状は、前項の文部科学省令で定める自立教科等について授与するものとする。
　（授　与）
第５条　普通免許状は、別表第１、別表第２若しくは別表第２の２に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定

する養護教諭養成機関において別表第１、別表第２若しくは別表第２の２に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため
行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。

　一　18歳未満の者
　二　高等学校を卒業しない者（通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。）。ただし、文部科学大臣

において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
　三　拘禁刑以上の刑に処せられた者
　四　第10条第１項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から３年を経過しない者
　五　第11条第１項から第３項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から３年を経過しない者
　六　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を

結成し、又はこれに加入した者
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２　特別免許状は、教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、前項各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
３　前項の教育職員検定は、次の各号のいずれにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の

効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものとする。
　一　担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者
　二　社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つている者
４　第６項に規定する授与権者は、第２項の教育職員検定において合格の決定をしようとするときは、学校教育に関し学識経験を有す

る者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴かなければならない。
５　臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第１項各号のいずれにも該当しない者で教育職員検

定に合格したものに授与する。ただし、高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者には授与しない。
　一　短期大学士の学位（学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位（専門職大学を卒業した者に対して授与さ

れるものを除く。）又は同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。）又は準学士の称号を有する者
　二　文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
６　免許状は、都道府県の教育委員会（以下「授与権者」という。）が授与する。
　（免許状の授与の手続等）
第５条の２　免許状の授与を受けようとする者は、申請書に授与権者が定める書類を添えて、授与権者に申し出るものとする。
２　特別支援学校の教員の免許状の授与に当たっては、当該免許状の授与を受けようとする者の別表第１の第３欄に定める特別支援教

育に関する科目（次項において「特別支援教育科目」という。）の修得の状況又は教育職員検定の結果に応じて、文部科学省令で定
めるところにより、一又は二以上の特別支援教育領域を定めるものとする。

３　特別支援学校の教員の免許状の授与を受けた者が、その授与を受けた後、当該免許状に定められている特別支援教育領域以外の特
別支援教育領域（以下「新教育領域」という。）に関して特別支援教育科目を修得し、申請書に当該免許状を授与した授与権者が定
める書類を添えて当該授与権者にその旨を申し出た場合、又は当該授与権者が行う教育職員検定に合格した場合には、当該授与権者
は、前項に規定する文部科学省令で定めるところにより、当該免許状に当該新教育領域を追加して定めるものとする。

別表第１（第５条、第５条の２関係）

第　一　欄 第　二　欄 第　三　欄

所要資格

免許状
の種類

基　　礎　　資　　格
大学において修得することを必要とする最低単位数

教科及び教職に関する科目 特別支援教育に関する科目

幼稚園教諭

専修免許状 修士の学位を有すること。 75

一種免許状 学士の学位を有すること。 51

二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 31

小学校教諭

専修免許状 修士の学位を有すること。 83

一種免許状 学士の学位を有すること。 59

二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 37

中学校教諭

専修免許状 修士の学位を有すること。 83

一種免許状 学士の学位を有すること。 59

二種免許状 短期大学士の学位を有すること。 35

高 等 学 校
教 諭

専修免許状 修士の学位を有すること。 83

一種免許状 学士の学位を有すること。 59

特 別 支 援
学 校 教 諭

専修免許状
修士の学位を有すること及び小学校、中学校、
高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有す
ること。

50

一種免許状
学士の学位を有すること及び小学校、中学校、
高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有す
ること。

26

二種免許状 小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭
の普通免許状を有すること。 16
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備考
一　この表における単位の修得方法については、文部科学省令で定める（別表第二から別表第八までの場合においても同様とする。）。
一の二　文部科学大臣は、前号の文部科学省令を定めるに当たつては、単位の修得方法が教育職員として必要な知識及び技能を体系的かつ

効果的に修得させるものとなるよう配慮するとともに、あらかじめ、第十六条の三第三項の政令で定める審議会等の意見を聴かなければ
ならない（別表第二から別表第八までの場合においても同様とする。）。

二　第二欄の「修士の学位を有すること」には、学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する場合又は大学（短
期大学を除く。第六号及び第七号において同じ。）の専攻科若しくは文部科学大臣の指定するこれに相当する課程に一年以上在学し、
三十単位以上修得した場合を含むものとする（別表第二及び別表第二の二の場合においても同様とする。）。

二の二　第二欄の「学士の学位を有すること」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位（専門職大学を卒業
した者に対して授与されるものに限る。）を有する場合又は文部科学大臣が学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた
場合を含むものとする（別表第二の場合においても同様とする。）。

二の三　第二欄の「短期大学士の学位を有すること」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位（専門職大学
を卒業した者に対して授与されるものを除く。）若しくは同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する場合、文部科学大臣
の指定する教員養成機関を卒業した場合又は文部科学大臣が短期大学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含
むものとする（別表第二の二の場合においても同様とする。）。

三　高等学校教諭以外の教諭の二種免許状の授与の所要資格に関しては、第三欄の「大学」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を
含むものとする。

四　この表の規定により幼稚園、小学校、中学校若しくは高等学校の教諭の専修免許状若しくは一種免許状又は幼稚園、小学校若しくは中学
校の教諭の二種免許状の授与を受けようとする者については、特に必要なものとして文部科学省令で定める科目の単位を大学又は文部科学
大臣の指定する教員養成機関において修得していることを要するものとする（別表第二及び別表第二の二の場合においても同様とする。）。

五　第三欄に定める科目の単位は、次のいずれかに該当するものでなければならない（別表第二及び別表第二の二の場合においても同様と
する。）。

イ　文部科学大臣が第十六条の三第四項の政令で定める審議会等に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程
（以下「認定課程」という。）において修得したもの

ロ　免許状の授与を受けようとする者が認定課程以外の大学の課程又は文部科学大臣が大学の課程に相当するものとして指定する課程にお
いて修得したもので、文部科学省令で定めるところにより当該者の在学する認定課程を有する大学が免許状の授与の所要資格を得させる
ための教科及び教職に関する科目として適当であると認めるもの

六　前号の認定課程には、第三欄に定める科目の単位のうち、教科及び教職に関する科目（教員の職務の遂行に必要な基礎的な知識技能を
修得させるためのものとして文部科学省令で定めるものに限る。）又は特別支援教育に関する科目の単位を修得させるために大学が設置
する修業年限を一年以上とする課程を含むものとする。

七　専修免許状に係る第三欄に定める科目の単位数のうち、その単位数からそれぞれの一種免許状に係る同欄に定める科目の単位数を差し引
いた単位数については、大学院の課程又は大学の専攻科の課程において修得するものとする（別表第二の二の場合においても同様とする。）。

八　一種免許状（高等学校教諭の一種免許状を除く。）に係る第三欄に定める科目の単位数は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文
部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数からそれぞれの二種免許状に係る同欄
に定める科目の単位数を差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。

別表第２（第５条関係）

第一欄 第　二　欄 第　三　欄

所要資格

免許状
の種類

基　　礎　　資　　格
大学又は文部科学大臣の指定する養護教諭養
成機関において修得することを必要とする養
護及び教職に関する科目の最低単位数

養護教諭

専修免許状 修士の学位を有すること。 80

一 種
免 許 状

イ　学士の学位を有すること。 56

ロ　保健師助産師看護師法第七条第一項の規定により保健師の免
許を受け、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関に半年以
上在学すること。

12

ハ　保健師助産師看護師法第七条第三項の規定により看護師の免
許を受け、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関に一年以
上在学すること。

22

二種免許状

イ　短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣の指定する
養護教諭養成機関を卒業すること。 42

ロ　保健師助産師看護師法第七条第一項の規定により保健師の免
許を受けていること。

ハ　保健師助産師看護師法第五十一条第一項の規定に該当するこ
と又は同条第三項の規定により免許を受けていること。

備考
一　第二欄の「短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関を卒業すること」には、学校教育法第百四条

第二項に規定する文部科学大臣の定める学位 ( 専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。) 若しくは同条第六項に規定す
る文部科学大臣の定める学位を有する場合又は文部科学大臣が短期大学士の学位を有すること若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭
養成機関を卒業することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。

二　専修免許状に係る第三欄に定める単位数のうち、その単位数から一種免許状のイの項に定める単位数を差し引いた単位数については、
大学院の課程又は大学 ( 短期大学を除く。) の専攻科の課程において修得するものとする。

三　この表の一種免許状のロの項又はハの項の規定により一種免許状の授与を受けた者が、この表の規定により専修免許状の授与を受けよ
うとするときは、専修免許状に係る第三欄に定める単位数のうち一種免許状のイの項に定める単位数については既に修得したものとみな
す。

四　一種免許状に係る第三欄に定める単位数 ( イの項に定めるものに限る。) は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が
指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数から二種免許状のイの項に定める単位数を差し引い
た単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。
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４　教育職員免許法施行規則（抄）
	 第１章　単位の修得方法等

第１条　教育職員免許法（昭和24年法律第147号。以下「免許法」という。）別表第１から別表第８までにおける単位の修得方法等に関
しては、この章の定めるところによる。

第１条の２　免許法別表第１から別表第８までにおける単位の計算方法は、大学設置基準（昭和31年文部省令第28号）第21条第２項及
び第３項（大学院設置基準（昭和49年文部省令第28号）第15条において準用する場合を含む。）、専門職大学設置基準（平成29年文部
科学省令第33号）第14条第２項及び第３項、大学通信教育設置基準（昭和56年文部省令第33号）第５条、短期大学設置基準（昭和50
年文部省令第21号）第７条第２項及び第３項、専門職短期大学設置基準（平成29年文部科学省令第34号）第11条第２項及び第３項並
びに短期大学通信教育設置基準（昭和57年文部省令第３号）第５条に定める基準によるものとする。

第１条の３　免許法別表第１備考第２号の規定により専修免許状に係る基礎資格を取得する場合の単位の修得方法は、大学院における
単位の修得方法の例によるものとする。

第２条　免許法別表第１に規定する幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次
の表の定めるところによる。

第一欄
最低修得単位数

第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄

教科及び教職
に関する科目

領域及び保育内
容の指導法に関
する科目

教育の基礎的理解に関する科目 道徳、総合的な学習の時
間等の指導法及び生徒指
導、教育相談等に関する
科目

教育実践に関す
る科目

大学が
独自に
設定す
る科目

右項の各科目
に含めること
が必要な事項

領
域
に
関
す
る
専
門
的
事
項

保
育
内
容
の
指
導
法
（
情
報
機
器
及
び
教
材
の
活

用
を
含
む
。）

教
育
の
理
念
並
び
に
教
育
に
関
す
る
歴
史
及
び
思

想 教
職
の
意
義
及
び
教
員
の
役
割
・
職
務
内
容

（
チ
ー
ム
学
校
運
営
へ
の
対
応
を
含
む
。）

教
育
に
関
す
る
社
会
的
、
制
度
的
又
は
経
営
的
事
項
（
学

校
と
地
域
と
の
連
携
及
び
学
校
安
全
へ
の
対
応
を
含
む
。）

幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
の
心
身
の
発
達
及
び
学
習

の
過
程

特
別
の
支
援
を
必
要
と
す
る
幼
児
、
児
童
及
び
生

徒
に
対
す
る
理
解

教
育
課
程
の
意
義
及
び
編
成
の
方
法
（
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
含
む
。）

教
育
の
方
法
及
び
技
術
（
情
報
機
器
及
び
教
材
の

活
用
を
含
む
。）

幼
児
理
解
の
理
論
及
び
方
法

教
育
相
談
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
関
す
る
基
礎
的

な
知
識
を
含
む
。）
の
理
論
及
び
方
法

教
育
実
習

教
職
実
践
演
習

専修免許状 16 10 4 5 2 38

一種免許状 16 10 4 5 2 14

二種免許状 12 6 4 5 2 2

備考
１　領域及び保育内容の指導法に関する科目（領域に関する専門的事項に係る部分に限る。以下「領域に関する専門的事項に関する科目」と

いう。）の単位の修得方法は、学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第38条に規定する幼稚園教育要領で定める健康、人間関係、
環境、言葉及び表現の領域に関する専門的事項を含む科目のうち１以上の科目について修得するものとする。

２　保育内容の指導法（情報機器及び教材の活用を含む。）、教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。）並びに教
育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）は、学校教育法施行規則第38条に規定する幼稚園教育要領に掲げる事項に即し、育
成を目指す資質・能力を育むための主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に資する内容並びに包括的な内容を含むものとする。

３　教育の基礎的理解に関する科目（特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解に係る部分に限る。第９条の表備考第７号及
び第８号において、「特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解に関する科目」という。）は１単位以上を修得するものとす
る（次条第１項、第４条第１項、第５条第１項、第９条及び第10条の表の場合においても同様とする。）。

４　道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目に教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジ
メントを含む。）の内容を含む場合にあつては、教育の基礎的理解に関する科目に教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジ
メントを含む。）の内容を含むことを要しない（次条第１項、第４条第１項及び第５条第１項の表の場合においても同様とする。）。

５　カリキュラム・マネジメントは、次に掲げる事項を通じて、教育課程に基づき組織的かつ計画的に学校教育の質の向上を図っていくこと
を取り扱うものとする（次条第１項、第４条第１項、第５条第１項、第９条及び第10条の表の場合においても同様とする。）。
イ　幼児、児童又は生徒、学校及び地域の実態を適切に把握し、教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を教科等横断的な視点で組

み立てていくこと。
ロ　教育課程の実施状況を評価し、その改善を図っていくこと。
ハ　教育課程の実施に必要な体制を確保するとともにその改善を図っていくこと。

６　教育実習は、幼稚園（特別支援学校の幼稚部を含む。次条第１項の表備考第５号において同じ。）、小学校（義務教育学校の前期課程、特
別支援学校の小学部及び海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が小学校の課程と同等の課程を有するものとし
て認定したものを含む。次条第１項の表備考第５号及び第４条第１項の表備考第７号において同じ。）及び就学前の子どもに関する教育、
保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園（以下「幼保連携型認
定こども園」という。）の教育を中心とするものとする。

７　教育実習の単位数には、教育実習に係る事前及び事後の指導（授与を受けようとする普通免許状に係る学校以外の学校、専修学校、社会
教育に関する施設、社会福祉施設、児童自立支援施設及びボランティア団体における教育実習に準ずる経験を含むことができる。）の１単
位を含むものとする（次条第１項、第４条第１項、第５条第１項、第７条第１項、第９条及び第10条の表の場合においても同様とする。）。



221

８　教育実習の単位数には、２単位まで、学校体験活動（学校における授業、部活動等の教育活動その他の校務に関する補助又は幼児、児童
若しくは生徒に対して学校の授業の終了後若しくは休業日において学校その他適切な施設を利用して行う学習その他の活動に関する補助を
体験する活動であつて教育実習以外のものをいう。）の単位を含むことができる（次条第１項、第４条第１項、第５条第１項、第７条第１
項及び第９条の表の場合においても同様とする。この場合において、高等学校教諭又は特別支援学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合
にあつては、「２単位」とあるのは「１単位」と読み替えるものとする。）。この場合において、教育実習に他の学校の教諭の普通免許状の
授与を受ける場合のそれぞれの科目の単位をもつてあてることができない（次条第１項、第４条第１項及び第５条第１項の表の場合におい
ても同様とする。）。

９　教育実習の単位は、幼稚園（特別支援学校の幼稚部及び附則第22項第４号に規定する幼稚園に相当する旧令による学校を含む。次号にお
いて同じ。）、小学校（義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大
臣が小学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したもの及び同項第１号に規定する小学校に相当する旧令による学校を含む。）又
は幼保連携型認定こども園において、教員（海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が小学校の課程と同等の課
程を有するものとして認定したものにおいて教育に従事する者を含む。）として１年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明
を有する者については、経験年数１年について１単位の割合で、領域及び保育内容の指導法に関する科目（保育内容の指導法（情報機器及
び教材の活用を含む。）に係る部分に限る。以下「保育内容の指導法に関する科目」という。）又は教育の基礎的理解に関する科目、道徳、
総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目若しくは教育実践に関する科目（以下「教諭の教育の基礎的理解に
関する科目等」という。）（教育実習を除く。）の単位をもつて、これに替えることができる（次条第１項の表の場合においても同様とする。）。

９の２　前号に規定する実務証明責任者は、幼稚園、小学校（義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び附則第22項第１号に規定
する小学校に相当する旧令による学校を含む。）又は幼保連携型認定こども園の教員にあってはその者の勤務する学校の教員についての免
許法別表第３の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とし、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が小学校
の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおいて教育に従事する者にあってはその者についての第67条の表第三欄に規定する
実務証明責任者と同様とする（次条第１項の表の場合においても同様とする。）。

10　教職実践演習は、当該演習を履修する者の教科及び教職に関する科目（教職実践演習を除く。）の履修状況を踏まえ、教員として必要な
知識技能を修得したことを確認するものとする（次条第１項、第４条第１項、第５条第１項、第９条及び第10条の表の場合においても同様
とする。）。

11　教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位は、教育の基礎的理解に関する科目にあつては８単位（二種免許状の授与を受ける場合に
あつては６単位）まで、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目にあつては２単位まで、教育実習に
あつては３単位まで、教職実践演習にあつては２単位まで、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合のそれぞ
れの科目の単位をもつてあてることができる（次条第１項及び第４条第１項の表の場合においても同様とする。）。

12　教育の基礎的理解に関する科目（教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。）に係る部分に限る。次条第１
項、第４条第１項、第５条第１項、第９条及び第10条の表（表の部分に限る。）を除き、以下「教育課程の意義及び編成の方法に関する科目」
という。）並びに道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目（教育の方法及び技術（情報機器及び教材
の活用を含む。）に係る部分に限る。附則第10項の表備考第２号イにおいて「教育の方法及び技術に関する科目」という。）の単位のうち、
２単位（二種免許状の授与を受ける場合にあつては１単位）までは、小学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の単位をもつてあてる
ことができる（次条第１項の表の場合においても同様とする。）。

13　保育内容の指導法に関する科目の単位のうち、半数までは、小学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教科の指導法に関す
る科目（各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）に係る部分に限る。次条第１項、第４条第１項及び第５条第１項の表（表の部分
に限る。）を除き、以下「各教科の指導法に関する科目」という。）又は道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に
関する科目（特別活動の指導法に係る部分に限る。次条第１項、第４条第１項、第５条第１項の表（表の部分に限る。）を除き、以下「特
別活動の指導法に関する科目」という。）の単位をもつてあてることができる。

14　大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、領域に関する専門的事項に関する科目、保育内容の指導法に関する科目若しくは教諭の
教育の基礎的理解に関する科目等、大学が加えるこれらに準ずる科目又は第21条の２第１項の規定により文部科学大臣が指定した大学（以
下「指定大学」という。）が加える科目について修得するものとする（次条第１項、第４条第１項及び第５条第１項の表の場合においても
同様とする。

15　専修免許状又は一種免許状授与の所要資格を得るために必要な科目の単位のうち、専修免許状又は一種免許状に係る第２欄から第４欄に
掲げる科目の単位数から二種免許条に係る同欄に掲げる科目の単位数を差し引いた単位数までは、指定大学が加える科目の単位をもってあ
てることができる（次条第１項及び第４条第１項の表の場合においても同様とする。）。

２　学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指
導を行うよう努めるものとする。

３　大学は、第１項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法
を確保するよう努めるものとする。

第３条　免許法別表第１に規定する小学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次
の表の定めるところによる。

第一欄
最低修得単位数

第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄

教科及び
教職に関
する科目

教科及び教科
の指導法に関
する科目

教育の基礎的理解に関する科目 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒
指導、教育相談等に関する科目

教 育 実 践 に
関する科目

大 学 が 独
自 に 設 定
する科目

前項の各
科目に含
めること
が必要な
事項

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

各
教
科
の
指
導
法
（
情
報
機
器
及
び

教
材
の
活
用
を
含
む
。）

教
育
の
理
念
並
び
に
教
育
に
関
す
る

歴
史
及
び
思
想

教
職
の
意
義
及
び
教
員
の
役
割
・
職
務
内

容
（
チ
ー
ム
学
校
運
営
へ
の
対
応
を
含
む
。）

教
育
に
関
す
る
社
会
的
、
制
度
的
又
は
経
営
的
事
項
（
学

校
と
地
域
と
の
連
携
及
び
学
校
安
全
へ
の
対
応
を
含
む
。）

幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
の
心
身
の
発

達
及
び
学
習
の
過
程

特
別
の
支
援
を
必
要
と
す
る
幼
児
、

児
童
及
び
生
徒
に
対
す
る
理
解

教
育
課
程
の
意
義
及
び
編
成
の
方
法
（
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
含
む
。）

道
徳
の
理
論
及
び
指
導
法

総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
指
導
法

特
別
活
動
の
指
導
法

教
育
の
方
法
及
び
技
術
（
情
報
機
器

及
び
教
材
の
活
用
を
含
む
。）

生
徒
指
導
の
理
論
及
び
方
法

教
育
相
談
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
関
す
る
基

礎
的
な
知
識
を
含
む
。）
の
理
論
及
び
方
法

進
路
指
導
及
び
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
理

論
及
び
方
法

教
育
実
習

教
職
実
践
演
習

専修免許状 30 10 10 5 2 26
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一種免許状 30 10 10 5 2 2

二種免許状 16 6 6 5 2 2

備考
１　教科及び教科の指導法に関する科目（教科に関する専門的事項に係る部分に限る。次条第１項及び第５条第１項の表（表の部分に限る。）

を除き、以下「教科に関する専門的事項に関する科目」という。）の単位の修得方法は、国語（書写を含む。）、社会、算数、理科、生活、音楽、
図画工作、家庭、体育及び外国語（英語、ドイツ語、フランス語その他の各外国語に分ける。）（第３号及び第11条の２の表備考第２号にお
いて「国語等」という。）の教科に関する専門的事項を含む科目のうち１以上の科目について修得するものとする。

２　各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）、教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。）、道徳の理論及
び指導法、総合的な学習の時間の指導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技術並びに情報通信技術を活用した教育の理論及び方法は、
学校教育法施行規則第52条に規定する小学校学習指導要領に掲げる事項に即し、育成を目指す資質・能力を育むための主体的・対話的で深
い学びの実現に向けた授業改善に資する内容並びに包括的な内容を含むものとする。

３　各教科の指導法に関する科目の単位の修得方法は、専修免許状又は一種免許状の授与を受ける場合にあつては、国語等の教科の指導法に
関する科目についてそれぞれ１単位以上を、二種免許状の授与を受ける場合にあつては、６以上の教科の指導法に関する科目（音楽、図画
工作又は体育の教科の指導法に関する科目のうち２以上を含む。）についてそれぞれ１単位以上を修得するものとする。

４　道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目（道徳の理論及び指導法に係る部分に限る。）の単位の修
得方法は、専修免許状又は一種免許状の場合は２単位以上、二種免許状の場合は１単位以上修得するものとする（次条第１項の表の場合に
おいても同様とする。）。

４の２　道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目（情報通信技術を活用した教育の理論及び方法に係る
部分に限る。）の単位の修得方法は、１単位以上習得するものとする（次条第１項及び第５条第１項の表の場合においても同様とする。）。

５　教育実習は、小学校、幼稚園、中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部及び海外に在留する
邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものを含む。次条第１項の表
備考第７号及び第５条第１項の表備考第３号において同じ。）及び幼保連携型認定こども園の教育を中心とするものとする。

６　各教科の指導法に関する科目の単位のうち、生活の教科の指導法に関する科目の単位にあつては２単位まで、特別活動の指導法に関する
科目の単位にあつては１単位まで、幼稚園の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の保育内容の指導法に関する科目の単位をもつてあてる
ことができる。

２　学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指
導を行うよう努めるものとする。

３　大学は、第１項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法
を確保するよう努めるものとする。

第４条　免許法別表第１に規定する中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次
の表の定めるところによる。

第一欄
最低修得単位数

第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄

教 科 及 び
教 職 に 関
する科目

教科及び教科
の指導法に関
する科目

教育の基礎的理解に関する科目 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒
指導、教育相談等に関する科目

教 育 実 践 に
関する科目

大 学 が 独
自 に 設 定
する科目

前 項 の 各
科 目 に 含
め る こ と
が 必 要 な
事項

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

各
教
科
の
指
導
法
（
情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用
を
含
む
。）

教
育
の
理
念
並
び
に
教
育
に
関
す
る
歴
史
及
び
思
想

教
職
の
意
義
及
び
教
員
の
役
割
・
職
務
内
容
（
チ
ー
ム
学

校
運
営
へ
の
対
応
を
含
む
。）

教
育
に
関
す
る
社
会
的
、
制
度
的
又
は
経
営
的
事
項
（
学

校
と
地
域
と
の
連
携
及
び
学
校
安
全
へ
の
対
応
を
含
む
。）

幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
の
心
身
の
発
達
及
び
学
習
の
過
程

特
別
の
支
援
を
必
要
と
す
る
幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
に
対

す
る
理
解

教
育
課
程
の
意
義
及
び
編
成
の
方
法
（
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
含
む
。）

道
徳
の
理
論
及
び
指
導
法

総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
指
導
法

特
別
活
動
の
指
導
法

教
育
の
方
法
及
び
技
術
（
情
報
機
器
及
び
教
材
の
活
用
を

含
む
。）

生
徒
指
導
の
理
論
及
び
方
法

教
育
相
談
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
関
す
る
基
礎
的
な
知
識

を
含
む
。）
の
理
論
及
び
方
法

進
路
指
導
及
び
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
理
論
及
び
方
法

教
育
実
習

教
職
実
践
演
習

専修免許状 28 10
（6）

10
（6）

5
（3） 2 28

一種免許状 28 10
（6）

10
（6）

5
（3） 2 4

二種免許状 12 6
（3）

6
（4）

5
（3） 2 4

備考
１　教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、次に掲げる免許教科の種類に応じ、それぞれ定める教科に関する専門的事項

に関する科目についてそれぞれ１単位以上修得するものとする。
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イ　国語　国語学（音声言語及び文章表現に関するものを含む。）、国文学（国文学史を含む。）、漢文学、書道（書写を中心とする。）
ロ　社会　日本史・外国史、地理学（地誌を含む。）、「法律学、政治学」、「社会学、経済学」、「哲学、倫理学、宗教学」
ハ　数学　代数学、幾何学、解析学、「確率論、統計学」、コンピュータ
ニ　理科　物理学、化学、生物学、地学、物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験（コンピュータ活用を含む。）
ホ　音楽　ソルフェージュ、声楽（合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む。）、器楽（合奏及び伴奏並びに和楽器を含む。）、指揮法、音楽理論・

作曲法（編曲法を含む。）・音楽史（日本の伝統音楽及び諸民族の音楽を含む。）
ヘ　美術　絵画（映像メディア表現を含む。）、彫刻、デザイン（映像メディア表現を含む。）、工芸、美術理論・美術史（鑑賞並びに日本の

伝統美術及びアジアの美術を含む。）
ト　保健体育　体育実技、「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学、体育史」・運動学（運動方法学を含む。）、生理学（運動

生理学を含む。）、衛生学・公衆衛生学、学校保健（小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。）
チ　保健　生理学・栄養学、衛生学・公衆衛生学、学校保健（小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。）
リ　技術　木材加工（実習を含む。）、機械・電気（実習を含む。）、生物育成、情報とコンピュータ
ヌ　家庭　家庭経営学（家族関係学及び家庭経済学を含む。）、被服学（被服製作実習を含む。）、食物学（栄養学、食品学及び調理実習を含む。）、

住居学、保育学
ル　職業　産業概説、職業指導、「農業、工業、商業、水産」、「農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、商船実習」
ヲ　職業指導　職業指導、職業指導の技術、職業指導の運営管理
ワ　英語　英語学、英語文学、英語コミュニケーション、異文化理解
カ　宗教　宗教学、宗教史、「教理学、哲学」

２　前号に掲げる教科に関する専門的事項は、一般的包括的な内容を含むものでなければならない（次条第１項の表の場合においても同様と
する。）。

３　英語以外の外国語の免許状の授与を受ける場合の教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、それぞれ英語の場合の例に
よるものとする（次条第１項の表の場合においても同様とする。）。

４　第１号中「　」内に示された事項は当該事項の１以上にわたつて行うものとする（次条第１項、第９条、第 15 条第２項、第 18 条の２及
び第 64 条第２項の表の場合においても同様とする。）。ただし、「農業、工業、商業、水産」の修得方法は、これらの教科に関する専門的事
項に関する科目のうち２以上の教科に関する専門的事項に関する科目（商船をもつて水産と替えることができる。）についてそれぞれ２単
位以上を修得するものとする。

５　各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）、教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。）、道徳の理論及
び指導法、総合的な学習の時間の指導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技術並びに情報通信技術を活用した教育の理論及び方法は、
学校教育法施行規則第 74 条に規定する中学校学習指導要領に掲げる事項に即し、育成を目指す資質・能力を育むための主体的・対話的で
深い学びの実現に向けた授業改善に資する内容並びに包括的な内容を含むものとする。

６　各教科の指導法に関する科目の単位の修得方法は、受けようとする免許教科について、専修免許状又は一種免許状の授与を受ける場合に
あつては８単位以上を、二種免許状の授与を受ける場合にあつては２単位以上を修得するものとする（次条第１項の表の場合においても同
様とする。この場合において、「８単位以上を、二種免許状の授与を受ける場合にあつては２単位以上」とあるのは「４単位以上」と読み
替えるものとする。）。

７　教育実習は、中学校、小学校及び高等学校（中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び海外に在留する邦人の子女のための在
外教育施設で、文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものを含む。次条第１項の表備考第３号において
同じ。）の教育を中心とするものとする。

８　教育実習の単位は、中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部、海外に在留する邦人の子女の
ための在外教育施設で、文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したもの及び附則第 22 項第２号に規定する中
学校に相当する旧令による学校を含む。）又は高等学校（中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、海外に在留する邦人の子女の
ための在外教育施設で、文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したもの及び同項第３号に規定する高等学校
に相当する旧令による学校を含む。）において、教員（海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が中学校又は高
等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおいて教育に従事する者を含む。）として１年以上良好な成績で勤務した旨
の実務証明責任者の証明を有する者については、経験年数１年について１単位の割合で、表に掲げる普通免許状の授与を受ける場合の各教
科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等（教育実習を除く。）の単位をもつて、これに替えることができる（次
条第１項の表の場合においても同様とする。）

８の２　前号に規定する実務証明責任者は、中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部並びに附
則第 22 項第２号に規定する中学校に相当する旧令による学校を含む。）又は高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部
並びに同項第３号に規定する高等学校に相当する旧令による学校を含む。）の教員にあってはその者の勤務する学校の教員についての免許
法別表第３の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とし、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が中学校又
は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおいて教育に従事する者にあってはその者についての第 67 条の表第三
欄に規定する実務証明責任者と同様とする（次条第１項の表の場合においても同様とする。）。

９　音楽及び美術の各教科についての普通免許状については、当分の間、各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する
科目等の単位数（専修免許状に係る単位数については、教育職員免許法別表第１備考第７号の規定を適用した後の単位数）のうちその半数
までの単位は、当該免許状に係る教科に関する専門的事項に関する科目について修得することができる。この場合において、各教科の指導
法に関する科目にあつては１単位以上、その他の科目にあつては括弧内の数字以上の単位を修得するものとする。

２　学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指
導を行うよう努めるものとする。

３　各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を１
年以上とする課程における単位の修得方法は、第１項に定める修得方法の例によるものとする。

４　大学は、第１項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法
を確保するよう努めるものとする。

第５条　免許法別表第１に規定する高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、
次の表の定めるところによる。
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第一欄
最低修得単位数

第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄

教科及び
教職に関
する科目

教科及び教科
の指導法に関
する科目

教育の基礎的理解に関する科目 道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び
生徒指導、教育相談等に関する科目

教育実践に関
する科目

大学が独
自に設定
する科目

前項の各
科目に含
めること
が必要な
事項

教
科
に
関
す
る
専
門
的
事
項

各
教
科
の
指
導
法
（
情
報
機
器
及
び
教
材
の
活

用
を
含
む
。）

教
育
の
理
念
並
び
に
教
育
に
関
す
る
歴
史
及
び

思
想

教
職
の
意
義
及
び
教
員
の
役
割
・
職
務
内
容

（
チ
ー
ム
学
校
運
営
へ
の
対
応
を
含
む
。）

教
育
に
関
す
る
社
会
的
、
制
度
的
又
は
経
営
的
事
項
（
学

校
と
地
域
と
の
連
携
及
び
学
校
安
全
へ
の
対
応
を
含
む
。）

幼
児
、
児
童
及
び
生
徒
の
心
身
の
発
達
及
び
学

習
の
過
程

特
別
の
支
援
を
必
要
と
す
る
幼
児
、
児
童
及
び

生
徒
に
対
す
る
理
解

教
育
課
程
の
意
義
及
び
編
成
の
方
法
（
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
含
む
。）

総
合
的
な
探
求
の
時
間
の
指
導
法

特
別
活
動
の
指
導
法

教
育
の
方
法
及
び
技
術
（
情
報
機
器
及
び
教
材

の
活
用
を
含
む
。）

生
徒
指
導
の
理
論
及
び
方
法

教
育
相
談
（
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
関
す
る
基
礎

的
な
知
識
を
含
む
。）
の
理
論
及
び
方
法

進
路
指
導
及
び
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
理
論
及
び
方

法 教
育
実
習

教
職
実
践
演
習

専修免許状 24 10
（4）

8
（5）

3
（2） 2 36

一種免許状 24 10
（4）

8
（5）

3
（2） 2 12

備考
１　教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、免許教科の種類に応じ、それぞれ定める教科に関する専門的事項に関する科

目についてそれぞれ１単位以上修得するものとする。
イ　国語　国語学（音声言語及び文章表現に関するものを含む。）、国文学（国文学史を含む。）、漢文学
ロ　地理歴史　日本史、外国史、人文地理学・自然地理学、地誌
ハ　公民　「法律学（国際法を含む。）、政治学（国際政治を含む。）」、「社会学、経済学（国際経済を含む。）」、「哲学、倫理学、宗教学、心理学」
ニ　数学　代数学、幾何学、解析学、「確率論、統計学」、コンピュータ
ホ　理科　物理学、化学、生物学、地学、「物理学実験、化学実験、生物学実験）、地学実験」
ヘ　音楽　ソルフェージュ、声楽（合唱及び日本の伝統的な歌唱を含む。）、器楽（合奏及び伴奏並びに和楽器を含む。）、指揮法、音楽理論・

作曲法（編曲法を含む。）・音楽史（日本の伝統音楽及び諸民族の音楽を含む。）
ト　美術　絵画（映像メディア表現を含む。）、彫刻、デザイン（映像メディア表現を含む。）、美術理論・美術史（鑑賞並びに日本の伝統美

術及びアジアの美術を含む。）
チ　工芸　図法・製図、デザイン、工芸制作（プロダクト制作を含む。）、工芸理論・デザイン理論・美術史（鑑賞並びに日本の伝統工芸及

びアジアの工芸を含む。）
リ　書道　書道（書写を含む。）、書道史、「書論、鑑賞」、「国文学、漢文学」
ヌ　保健体育　体育実技、「体育原理、体育心理学、体育経営管理学、体育社会学、体育史」・運動学（運動方法学を含む。）、生理学（運動

生理学を含む。）、衛生学・公衆衛生学、学校保健（小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。）
ル　保健　「生理学、栄養学、微生物学、解剖学」、衛生学・公衆衛生学、学校保健（小児保健、精神保健、学校安全及び救急処置を含む。）
ヲ　看護　「生理学、生化学、病理学、微生物学、薬理学」、看護学（成人看護学、老年看護学及び母子看護学を含む。）、看護実習
ワ　家庭　家庭経営学（家族関係学及び家庭経済学を含む。）、被服学（被服実習を含む。）、食物学（栄養学、食品学及び調理実習を含む。）、

住居学、保育学
カ　情報　情報社会（職業に関する内容を含む。）・情報倫理、コンピュータ・情報処理、情報システム、情報通信ネットワーク、マルチメディ

ア表現・マルチメディア技術
ヨ　農業　農業の関係科目、職業指導
タ　工業　工業の関係科目、職業指導
レ　商業　商業の関係科目、職業指導
ソ　水産　水産の関係科目、職業指導
ツ　福祉　社会福祉学（職業指導を含む。）、高齢者福祉・児童福祉・障害者福祉、社会福祉援助技術、介護理論・介護技術、社会福祉総合

実習（社会福祉援助実習及び社会福祉施設等における介護実習を含む。）、人体構造に関する理解・日常生活行動に関する理解、加齢に関
する理解・障害に関する理解

ネ　商船　商船の関係科目、職業指導
ナ　職業指導　職業指導、職業指導の技術、職業指導の運営管理
ラ　英語　英語学、英語文学、英語コミュニケーション、異文化理解
ム　宗教　宗教学、宗教史、「教理学、哲学」

２　各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）、教育課程の意義及び編成の方法（カリキュラム・マネジメントを含む。）、総合的な探求
の時間の指導法、特別活動の指導法、教育の方法及び技術並びに情報通信技術を活用した教育の理論及び方法は、学校教育法施行規則第84
条に規定する高等学校学習指導要領に掲げる事項に即し、育成を目指す資質及び能力を育むための主体的・対話的で深い学びの実現に向け
た授業改善に資する内容並びに包括的な内容を含むものとする。

３　教育実習は、高等学校及び中学校の教育を中心とするものとする。
４　教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位は、教育の基礎的理解に関する科目にあつては８単位まで、道徳、総合的な学習の時間等

の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目、教育実習並びに教職実践演習にあつてはそれぞれ２単位まで、幼稚園、小学校又は中学
校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合のそれぞれの科目の単位をもつてあてることができる。
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５　数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、農業、商業、水産及び商船の各教科についての普通免許状については、当分の間、各教科の指導
法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位数（専修免許状に係る単位数については、教育職員免許法別表第１備考
第７号の規定を適用した後の単位数）のうちその半数までの単位は、当該免許状に係る教科に関する専門的事項に関する科目について修得
することができる。この場合において、各教科の指導法に関する科目にあつては１単位以上、その他の科目にあつては括弧内の数字以上の
単位を修得するものとする。

６　工業の普通免許状の授与を受ける場合は、当分の間、各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等（専修免
許状に係る単位数については、免許法別表第１備考第７号の規定を適用した後の単位数）の全部又は一部の単位は、当該免許状に係る教科
に関する専門的事項に関する科目について修得することができる。

７　専修免許状又は一種免許上授与の所要資格を得るために必要な科目の単位のうち、教科及び教科の指導法に関する家屋にあっては８単位
まで、教育の基礎的理解に関する科目にあっては６単位まで、道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科
目にあっては４単位まで、指定大学が加える科目の単位をもってあてることができる。

２　学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指
導を行うよう努めるものとする。

３　各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を１
年以上とする課程における単位の修得方法は、第１項に定める修得方法の例によるものとする。

４　大学は、第１項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法
を確保するよう努めるものとする。

第６条　削除
第７条　免許法別表第１に規定する特別支援学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の特別支援教育に関する科目の単位の修得方法

は、次の表の定めるところによる。

特別支援教育
に関する科目

最低修得単位数

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄

免許状の種類

特別支援教育の
基礎理論に関す
る科目

特別支援教育領域に関する科目 免許状に定められることとなる
特別支援教育領域以外の領域に
関する科目

心身に障害のある幼
児、児童又は生徒に
ついての教育実習

心身に障害のあ
る幼児、児童又
は生徒の心理、
生理及び病理に
関する科目

心身に障害のあ
る幼児、児童又
は生徒の教育課
程及び指導法に
関する科目

心身に障害のあ
る幼児、児童又
は生徒の心理、
生理及び病理に
関する科目

心身に障害のあ
る幼児、児童又
は生徒の教育課
程及び指導法に
関する科目

特別支援学校
教諭

専修免許状 2 16 5 3

一種免許状 2 16 5 3

二種免許状 2 8 3 3

備考
１　第一欄に掲げる科目は、特別支援学校の教育に係る、心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育の理念並びに教育に関する歴

史及び思想並びに心身に障害のある幼児、児童又は生徒についての教育に係る社会的、制度的又は経営的事項を含むものとする。
２　第二欄に掲げる科目の単位の修得方法は、特別支援教育領域のうち、１又は２以上の免許状教育領域（授与を受けようとする免許状に定

められることとなる特別支援教育領域をいう。次項において同じ。）について、それぞれ次のイ又はロに定める単位を修得するものとする。
イ　視覚障害者又は聴覚障害者に関する教育の領域を定める免許状の授与を受けようとする場合にあつては、当該領域に関する心身に障害

のある幼児、児童又は生徒の心理、生理及び病理に関する科目（以下「心理等に関する科目」という。）並びに当該領域に関する心身に
障害のある幼児、児童又は生徒の教育課程及び指導法に関する科目（以下「教育課程等に関する科目」という。）について合わせて８単
位（二種免許状の授与を受ける場合にあつては４単位）以上（当該心理等に関する科目に係る１単位以上及び当該教育課程等に関する科
目に係る２単位（二種免許状の授与を受ける場合にあつては１単位）以上を含む。）

ロ　知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。以下同じ。）に関する教育の領域を定める免許状の授与を受けようとする
場合にあつては、当該領域に関する心理等に関する科目及び当該領域に関する教育課程等に関する科目について合わせて４単位（二種免
許状の授与を受ける場合にあつては２単位）以上（当該心理等に関する科目に係る１単位以上及び当該教育課程等に関する科目に係る２
単位（二種免許状の授与を受ける場合にあつては１単位）以上を含む。）

３　第三欄に掲げる科目は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者に関する教育並びにその他障害により教育上特
別の支援を必要とする者に対する教育に関する事項のうち、授与を受けようとする免許状に定められることとなる特別支援教育領域に関す
る事項以外の全ての事項を含むものとする。

４　第四欄に定める単位は、特別支援学校において、教員として１年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するものにつ
いては、経験年数１年について１単位の割合で、それぞれ第一欄から第三欄までに掲げる科目に関する単位をもつて、これに替えることが
できる。

５　前号に規定する実務証明責任者は、特別支援学校の教員についての免許法別表第３の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とする（第
５項第３号においても同様とする。）

２　免許法別表第１に規定する特別支援学校教諭の専修免許状の授与を受ける場合の特別支援教育に関する科目の単位は、前項に規定
するもののほか、免許状教育領域の種類に応じ、大学の加える特別支援教育に関する科目についても修得することができる。

３　専修免許状又は一種免許状授与の所要資格を得るために必要な科目の単位のうち、専修免許状又は一種免許状に係る第１欄から第
３欄に掲げる科目の単位数から二種免許状に係る同欄に掲げる科目の単位数を差し引いた単位数までは、指定大学が加える科目の単
位をもってあてることができる。

４　特別支援教育に関する科目の修得により免許法第５条の２第３項の規定による新教育領域の追加の定めを受けようとする場合にお
ける特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、追加の定めを受けようとする新教育領域の種類に応じ、第１項の表備考第２号
イ又はロに定める単位を修得するものとする。
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５　前項の規定により修得するものとされる単位は、新教育領域の追加の定めを受けようとする者が免許状の授与を受けた際又は過去
に新教育領域の追加の定めを受けた際に修得した単位（新たに追加の定めを受けようとする新教育領域に関する科目に係るものに限
る。）をもつて、これに替えることができる。この場合において、第１項の表の第三欄に掲げる科目について修得した単位数が同欄
に定める最低修得単位数に不足することとなるときは、同欄に掲げる科目について、その不足する単位数と同数以上の単位を修得し
なければならない。

６　免許法第５条の２第３項に規定する教育職員検定のうち、特別支援学校教諭の普通免許状に新教育領域を追加して定める場合の学
力及び実務の検定は、次に定めるところによつて行わなければならない。
１　学力の検定は、追加の定めを受けようとする新教育領域の種類に応じ、第１項の表第二欄に掲げる科目についてそれぞれ次のイ

又はロに定める単位を修得するものとする。
イ　視覚障害者又は聴覚障害者に関する教育の領域の追加の定めを受けようとする場合にあつては、当該領域に関する心理等に関

する科目及び当該領域に関する教育課程等に関する科目について合わせて４単位（二種免許状に新教育領域の追加の定めを受け
ようとする場合にあつては２単位）以上（当該心理等に関する科目に係る１単位以上及び当該教育課程等に関する科目に係る１
単位以上を含む。）

ロ　知的障害者、肢体不自由者又は病弱者に関する教育の領域の追加の定めを受けようとする場合にあつては、当該領域に関する
心理等に関する科目及び当該領域に関する教育課程等に関する科目についてそれぞれ１単位又は当該教育課程等に関する科目並
びに当該心理等に関する科目及び当該教育課程等に関する科目の内容を含む科目（以下この号において「心理及び教育課程等に
関する科目」という。）についてそれぞれ１単位（二種免許状に当該領域の追加の定めを受ける場合にあつては当該心理及び教
育課程等に関する科目１単位）以上

２　前号の単位は、文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育において修得した単位又は文部科学大臣が大学
に委嘱して行う試験の合格により修得した単位をもつて替えることができる。

３　実務の検定は、特別支援学校の教員（専修免許状又は一種免許状に新教育領域の追加の定めを受けようとする場合にあつては、
当該免許状に定められている特別支援教育領域又は追加の定めを受けようとする新教育領域を担任する教員に限り、二種免許状に
新教育領域の追加の定めを受けようとする場合にあつては、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又
は幼保連携型認定こども園の教員を含む。）として１年間良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要と
する。

７　第５項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「前項」とあるのは「第６項」と読み替えるものとする。
８　免許法別表第１備考第６号に規定する特別支援教育に関する科目の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を１年以上と

する課程（以下「特別支援教育特別課程」という。）における特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、第１項から第５項ま
でに定める修得方法の例によるものとする。

５　小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法
の特例等に関する法律（平成９年６月18日法律第90号）

　（趣旨）
第１条　この法律は、義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性にかんがみ、教員

としての資質の向上を図り、義務教育の一層の充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとす
る者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらの者との交流等の体験を行わせる措置を講ずるため、小学校及び中学校の教
諭の普通免許状の授与について教育職員免許法（昭和24年法律第147号）の特例等を定めるものとする。

　（教育職員免許法の特例）
第２条　小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与についての教育職員免許法第５条第１項の規定の適用については、当分の間、同

項中「修得した者」とあるのは、「修得した者（18歳に達した後、７日を下らない範囲内において文部科学省令で定める期間、特別
支援学校又は社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が関係行政機関の長と協議して定めるものにおいて、障害者、高齢者等に対
する介護、介助、これらの者との交流等の体験を行った者に限る。）」とする。

２　前項の規定により読み替えられた教育職員免許法第５条第１項の規定による体験（以下「介護等の体験」という。）に関し必要な
事項は、文部科学省令で定める。

３　介護等に関する専門的知識及び技術を有する者又は身体上の障害により介護等の体験を行うことが困難な者として文部科学省令で
定めるものについての小学校及び中学校の教諭の普通免許状の授与については、第１項の規定は、適用しない。

　（関係者の責務）
第３条　国、地方公共団体及びその他の関係機関は、介護等の体験が適切に行われるようにするために必要な措置を講ずるよう努める

ものとする。
２　特別支援学校及び社会福祉施設その他の施設で文部科学大臣が関係行政機関の長と協議して定めるものの設置者は、介護等の体験

に関し必要な協力を行うよう努めるものとする。
３　大学及び文部科学大臣の指定する教員養成機関は、その学生又は生徒が介護等の体験を円滑に行うことができるよう適切な配慮を

するものとする。
　（教員の採用時における介護等の体験の勘案）
第４条　小学校、中学校又は義務教育学校の教員を採用しようとする者は、その選考に当たっては、この法律の趣旨にのっとり、教員
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になろうとする者が行った介護等の体験を勘案するよう努めるものとする。
　　　附　則
１　この法律は、平成10年４月１日から施行する。
２　この法律の施行の日前に大学又は文部大臣の指定する教員養成機関に在学した者で、これらを卒業するまでに教育職員免許法別表

第１に規定する小学校又は中学校の教諭の普通免許状に係る所要資格を得たものについては、第２条第１項の規定は、適用しない。
　　　附　則（平成11年12月22日法律第160号）抄
　（施行期日）
第１条　この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成13年１月６日から施行する。
　　　附　則（平成18年６月21日法律第80号）抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、平成19年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成27年６月24日法律第46号）
　（施行期日）
第１条　この法律は、平成28年４月１日から施行する。
　　　附　則（令和４年６月22日法律第76号）抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、こども家庭庁設置法（令和４年法律第75号）の施行の日から施行する。ただし、附則第９条の規定は、この法律

の公布の日から施行する。
　（処分等に関する経過措置）
第２条　この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法

令」という。）の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもの
のほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新
法令」という。）の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

２　この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めが
あるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

３　この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律
の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の
施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用
する。

　（命令の効力に関する経過措置）
第３条　旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第７条第３項の内閣府令又は国家行政組織法（昭和23年法律第120号）第12条第

１項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設
置法第７条第３項の内閣府令又は国家行政組織法第12条第１項の省令としての効力を有するものとする。

　（政令への委任）
第９条　附則第２条から第４条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含

む。）は、政令で定める。
　　　附　則（令和４年６月22日法律第77号）抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、令和５年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める

法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
　　一　略
　　二　附則第11条の規定　こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（令和４年法律第76号）

６　小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の
特例等に関する法律施行規則（平成９年11月26日文部省令第40号）

　（介護等の体験の期間）
第１条　小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）第２条第

１項の文部科学省令で定める期間は、７日間とする。
　（介護等の体験を行う施設）
第２条 特例法第二条第一項の文部科学大臣が定める施設は、次のとおりとする。
　一　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校（こ

れらのうち、同法第八十一条第二項若しくは第三項に規定する特別支援学級を置くもの又は学校教育法施行規則（昭和二十二年文
部省令第十一号）第五十六条若しくは第五十六条の二（これらの規定を同令第七十九条、第七十九条の六又は第百八条第一項にお
いて準用する場合を含む。）、第八十六条若しくは第八十六条の二（これらの規定を同令第百八条第二項において準用する場合を含
む。）若しくは第百四十条の規定による特別の教育課程を編成するものに限る。）

　二　児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発
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達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設又は障害児通所支援（児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デ
イサービスに限る。）を行う施設

　三　身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）に規定する身体障害者福祉センター又は身体障害者生活訓練等事業を行
う施設

　四　生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）に規定する救護施設、更生施設又は授産施設
　五　社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に規定する授産施設
　六　老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特

別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、有料老人ホーム又は老人居宅生活支援事業（老人デイサービス事業、老
人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業に限る。）を行う施設

　七　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）に規定する居宅生活支援事業又は養護事業を行う施設
　八　介護保険法（平成九年法律第百二十三号）に規定する介護老人保健施設、介護医療院又は居宅サービス（通所リハビリテーショ

ン又は短期入所療養介護に限る。）若しくは地域密着型サービス（複合型サービスに限る。）を行う施設
　九　独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成十四年法律第百六十七号）第十一条第一号の規定により独立行政

法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
　十　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）に規定する障害者支援施設、地

域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス（療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就
労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援に限る。）を行う施設

　十一　ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（平成二十年法律第八十二号）に規定する国立ハンセン病療養所等
　十二　義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律（平成二十八年法律第百五号）に規定する不登

校児童生徒の学習活動に対する支援を行う公立の教育施設
　十三　困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（令和四年法律第五十二号）に規定する女性自立支援施設
　十四　前各号に掲げる施設に準ずる施設として文部科学大臣が認める施設
　（介護等の体験を免除する者）
第３条　特例法第２条第３項に規定する介護等に関する専門的知識及び技術を有する者として文部科学省令で定めるものは次の各号の

一に該当する者とする。
　一　保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第７条の規定により保健師の免許を受けている者
　二　保健師助産師看護師法第７条の規定により助産師の免許を受けている者
　三　保健師助産師看護師法第７条の規定により看護師の免許を受けている者
　四　保健師助産師看護師法第８条の規定により准看護師の免許を受けている者
　五　教育職員免許法（昭和24年法律第147号）第５条第１項の規定により特別支援学校の教員の免許を受けている者
　六　理学療法士及び作業療法士法（昭和40年法律第137号）第３条の規定により理学療法士の免許を受けている者
　七　理学療法士及び作業療法士法第３条の規定により作業療法士の免許を受けている者
　八　社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）第４条の規定により社会福祉士の資格を有する者
　九　社会福祉士及び介護福祉士法第39条の規定により介護福祉士の資格を有する者
　十　義肢装具士法（昭和62年法律第61号）第３条の規定により義肢装具士の免許を受けている者
２　特例法第２条第３項に規定する身体上の障害により介護等の体験を行うことが困難な者として文部科学省令で定めるものは、身体

障害者福祉法第４条に規定する身体障害者のうち、同法第15条第４項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、障害の程度が１
級から６級である者として記載されている者とする。

　（介護等の体験に関する証明書）
第４条　小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者は、教育職員免許法第５条の２第１項の規定による免許状の

授与の申出を行うに当たって、同項に規定する書類のほか、介護等の体験を行った学校又は施設の長が発行する介護等の体験に関す
る証明書を提出するものとする。

２　学校又は施設の長は、小学校又は中学校の普通免許状の授与を受けようとする者から請求があったときは、その者の介護等の体験
に関する証明書を発行しなければならない。

３　証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
　　　附　則
１　この省令は、平成10年４月１日から施行する。
２　令和２年度から令和６年度までの間に介護等の体験を予定していた者に対する小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与につい

ては、第３条第１項中「該当する者」とあるのは、「該当する者及びこれに準ずる者として文部科学大臣が定める者」とする。
　　　附　則（平成11年３月23日文部省令第５号）
　この省令は、平成11年４月１日から施行する。
　　　附　則（平成12年６月30日文部省令第48号）
　この省令は、公布の日から施行し、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行の日（平成12年６月
７日）から適用する。
　　　附　則（平成12年10月31日文部省令第53号）抄
　（施行期日）
第１条　この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成11年法律第88号）の施行の日（平成13年１月６日）から施行する。
　　　附　則（平成14年３月１日文部科学省令第３号）
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　この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日（平成14年３月１日）から施行する。
　　　附　則（平成16年３月31日文部科学省令第19号）
　この省令は、公布の日から施行し、第２条第六号の改正規定は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法
律第６条の規定の施行の日から、同条第八号の改正規定は、独立行政法人国立重度知的障害者総合福祉施設のぞみの園の設立の日から、
同条第九号の改正規定は、介護保険法の施行の日から適用する。
　　　附　則（平成18年９月25日文部科学省令第36号）
１　この省令は、平成18年10月１日から施行する。
２　この省令の施行の日から障害者自立支援法（平成17年法律第123号）附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、

改正後の第２条第９号の２中「及び地域活動支援センター」とあるのは、「、地域活動支援センター並びに同法附則第41条第１項、
同法附則第48条又は同法附則第58条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第
１項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第48条に規定する精神障害者社会復帰施設（同法附則第46条の規定による改正前
の精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）に規定する精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設
及び精神障害者福祉工場に限る。）及び同法附則第58条第１項に規定する知的障害者援護施設（同法附則第52条の規定による改正前
の知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）に規定する知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設に限る。）」とする。

　　　附　則（平成19年３月30日文部科学省令第５号抄）
　（施行期日）
第１条　この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成19年４月１日）から施行する。
　（免許特例法施行規則の一部改正に伴う経過措置）
第４条　施行日前に旧盲学校等において小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律（平成

９年法律第90号）第２条第２項に規定する介護等の体験を行った者に対するこの省令第22条の規定による改正後の免許特例法施行規
則第１条の適用については、同条に規定する期間には、当該者が旧盲学校等において行った介護等の体験の期間を通算するものとする。

２　前項の場合において、旧盲学校等における介護等の体験に関するこの省令第22条の規定による改正後の免許特例法施行規則第４条
に規定する証明書は、改正法附則第２条第１項の規定により当該旧盲学校等がなるものとされた特別支援学校の校長が発行するもの
とする。

　　　附　則（平成29年３月31日文部科学省令第19号）
　この省令は、公布の日から施行し、第２条第１号の改正規定中「、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不
自由児施設、重症心身障害児施設」を「、障害児入所施設、児童発達支援センター」に改める部分は平成24年４月１日から、同条第９
号の２の改正規定は平成25年４月１日から適用する。ただし、第２条第１号の改正規定中「、情緒障害児短期治療施設」を「、児童心
理治療施設」に改める部分は、平成29年４月１日から施行する。
　　　附　則（令和２年８月11日文部科学省令第29号）
　この省令は、公布の日から施行する。
　　　附　則（令和３年４月13日文部科学省令第24号）
　この省令は、公布の日から施行する。
　　　附　則（令和３年５月７日文部科学省令第25号）抄
　（施行期日）
１　この省令は、公布の日から施行する。
　（経過措置）
２　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（事項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、こ

の省令による改正後の様式によるものとみなす。
３　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
　　　附　則（令和４年３月25日文部科学省令第７号）
　この省令は、令和４年４月１日から施行する。
　　　附　則（令和５年２月28日文部科学省令第６号）
　この省令は、令和５年４月１日から施行する。
　　　附　則（令和六年三月二一日文部科学省令第五号）
第１条　この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第２条　この省令の施行の日前にこの省令による改正前の免許特例法施行規則第二条第二号に規定する障害児通所支援（医療型児童発

達支援に限る。）を行う施設（以下この条において「旧医療型児童発達支援を行う施設」という。）において小学校及び中学校の教諭
の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第二条第一項の規定により読み替えられた教育職員免許法（昭和
二十四年法律第百四十七号）第五条第一項の規定による体験（以下この条において「介護等の体験」という。）を行った者に対する
同項の規定の適用については、当該者が旧医療型児童発達支援を行う施設において行った介護等の体験の期間を通算するものとす
る。

２　前項の場合において、旧医療型児童発達支援を行う施設（児童福祉法等の一部を改正する法律（令和四年法律第六十六号。以下こ
の項において「児童福祉法等一部改正法」という。）による改正前の児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第四十三条第二
号に規定する医療型児童発達支援センターに限る。）における介護等の体験に関する免許特例法施行規則第四条に規定する証明書は、
児童福祉法等一部改正法附則第十一条の規定により同法の施行の際現に当該旧医療型児童発達支援を行う施設を設置している者が設
置しているものとみなされる同法による改正後の児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターの長が発行するものとす
る。
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別記様式

証　　明　　書
本 籍 地　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　

（旧　姓）　　　　　　　　
（通称名）　　　　　　　　

年　　月　　日生　　

　上記の者は、下記のとおり本施設において、小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与
に係る教育職員免許法の特例等に関する法律第２条に規定する介護等の体験を行ったこと
を証明する。

記

期　　　間 学校名又は施設名及び住所 体験の概要 学校又は施設の長の名及び印

　年　月　日～　年　月　日
（　日間）

　　備考　１　「期間」の欄には、複数の期間にわたる場合には期間毎に記入すること。
　　　　　２　「体験の概要」の欄には、「高齢者介護等」「知的障害者の介護等」等の区分を
　　　　　　記入すること。
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所 在 地 一 覧

鹿 児 島 大 学 沿 革 概 要 図

鹿 児 島 大 学 組 織 図

鹿 児 島 大 学 配 置 図

バ リ ア フ リ ー マ ッ プ

鹿 児 島 大 学 位 置 図

鹿児島大学創立三十周年記念歌



所　在　地　一　覧
学　部　等 所　在　地 ダイヤルイン（市外局番099–）

事 務 局

〒890–0065
鹿児島市
郡元一丁目21番30号

教 務 課

共通教育課（共通教育センター）

学 生 生 活 課

キャリア形成支援課
国 際 事 業 課

総 務 係
教 務 係
教 育 企 画 係
総 務 係
共 通 教 育 係

学 生 企 画 係

経 済 支 援 係
キャリア形成支援係
留 学 生 係

285–7315・7316
285–7351・7346
285–8826・3705
285–8821・8816・8823
285–3452・8825・3129・3454
285–8849・8830
285–7335・7340
285–7320・7322・7324
285–7033・7329・8154
285–7321・7341
285–7325

〒890–8580
同　郡元一丁目21番24号 入 試 課 総 務 係 285–3049

大 学 会 館 〒890–8580
同　郡元一丁目21番24号

285–7324

保 健 管 理 セ ン タ ー
（ 桜 ヶ 丘 分 室 ）

285–7385
〒890–8544
同　桜ヶ丘八丁目35番1号 275–6348

グ ロ ー バ ル セ ン タ ー 〒890–0065
同　郡元一丁目21番30号 285–3601・7082

教師教育開発センター 〒890–0065
同　郡元一丁目21番30号 285‒7308・7314

国 際 交 流 会 館 〒890–0056
同　下荒田四丁目50番20号 252–7551

寄 宿 舎（ 学 生 寮 ）
唐 湊 寄 宿 舎

桜 ヶ 丘 寄 宿 舎
（桜ヶ丘キャンパス内）

〒890–0081
同　唐湊三丁目３番１号

251–3238（事務室）
285–7340（学生生活課）

〒890–0075
同　桜ヶ丘八丁目35番１号

275–5535（事務室）
285–7340（学生生活課）

附 属 図 書 館
中 央 図 書 館

〒890–0065
同　郡元一丁目21番35号 利 用 サ ー ビ ス 係 285–7435

附 属 図 書 館
桜 ヶ 丘 分 館

〒890–8532
同　桜ヶ丘八丁目35番１号 医 学 サ ー ビ ス 係 275–5205

附 属 図 書 館
水 産 学 部 分 館

〒890–0056
同　下荒田四丁目50番20号 利 用 サ ー ビ ス 係 286–4051

法 文 学 部
大学院人文社会科学研究科
大学院臨床心理学研究科

〒890–0065
同　郡元一丁目21番30号

学 生 係
大 学 院 係
専 門 職 大 学 院 係

285–7525
285–7646
285–7504

教 育 学 部
大 学 院 教 育 学 研 究 科

〒890–0065
同　郡元一丁目20番６号

教 務 係
学 生 係

285–7713
285–7741

理 学 部 〒890–0065
同　郡元一丁目21番35号 学 生 係 285–8025

医 学 部
歯 学 部
大学院医歯学総合研究科
大 学 院 保 健 学 研 究 科

〒890–8544
同　桜ヶ丘八丁目35番１号

医 学 教 務 係
保 健 学 教 務 係
歯 学 教 務 係
学 生 支 援 係
医 歯 学 大 学 院 係

275–5130
275–6725
275–6040
275–6727
275–5120

工 学 部
大 学 院 理 工 学 研 究 科

〒890–0065
同　郡元一丁目21番40号

学 生 係
大 学 院 係

285–3269
285–3057

農 学 部
大学院農林水産学研究科

〒890–0065
同　郡元一丁目21番24号

農 学 学 生 係 285–8550

農 学 部 附 属 農 場 農獣医附属施設係 285–8771

大学院連合農学研究科 連 大 事 務 係 285–8792

水 産 学 部
大学院農林水産学研究科

〒890–0056
同　下荒田四丁目50番20号 学 生 係 286–4040

286–4134
共 同 獣 医 学 部
大学院共同獣医学研究科

〒890–0065
同　郡元一丁目21番24号 獣 医 学 学 生 係 285–3553
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学　　 部

鹿児島師範学校
（昭18.4国立移管）

藩学造士館
（安永２）
（1773）

小学校授業講習所
（明8.5）

鹿児島県立実業補習学校教員養成所
（大13.4）

鹿児島高等農林学校
（明41.3）

鹿児島県立商船学校
（明41.5）

島津藩医学校
（明2.3設置）

島津藩病院
（明2.3設置）

鹿児島県病院
（明4.7改称）

市立鹿児島病院
（明26.9移管）

県立鹿児島病院
（明40改称）

鹿児島県立工業専門学校
（昭20.4設置）

県立鹿児島医学専門学校附属病院
（昭18.4移管改称）

医学部
（昭27.2設置）

（昭24.2設置） （昭24.6改称）

（昭24.5設置）

鹿児島県立医学校
（明14改称）

鹿児島医学専門学校
（昭18.4設置， 昭27.3廃止）

県立鹿児島医科大学（旧制）
（昭22.6設置）

医科大学
工 学 部

鹿児島商船学校
（昭14.8国立移管）

廃校
（昭21.2）

廃校
（昭22）

鹿児島水産専門学校
（昭21.4設置）

鹿児島農林専門学校
（昭19.4改称）

鹿児島県立青年学校教員養成所
（昭10.4改称）

鹿児島青年師範学校
（昭19.4国立移管）

小学正則講習所
（明8）

鹿児島女子師範学校
（明9.10改称）

鹿児島師範学校
（明13.11合併改称）

鹿児島県尋常師範学校
（明20.3改称）

鹿児島県師範学校
（明31.4改称）

鹿児島県第一師範学校
（大9.4改称）

鹿児島県師範学校
（昭9.3改称）

鹿児島県第二師範学校
（大9.4設置）

鹿児島師範学校
（明9.9改称）

鹿児島県立中学造士館
（明17.12）

鹿児島高等中学造士館
（明20.12改称文部省直轄）

（明29.9廃校）

鹿児島県尋常中学造士館
（明29.9設置）

鹿児島県女子師範学校
（明43.4設置）

第七高等学校造士館
（明34.3設置）

第七高等学校
（昭21.3改称）高等学校大学予科

（明34.6～大10.8）

廃止
（明４）

法　文　学　部

鹿児島大学病院

附属農場

附属演習林

附属焼酎・発酵学教育研究センター

附属練習船かごしま丸

附属練習船南星丸

附属海洋資源環境教育研究センター

附属動物病院

附属越境性動物疾病制御研究センター

教　育　学　部

水　産　学　部

人文社会科学研究科（博・前）
（博・後）

保健学研究科（博・前）
（博・後）

理工学研究科（博・前）
（博・後）

医歯学総合研究科（博）
（修）

司法政策研究科（専門職）

臨床心理学研究科（専門職）

連合農学研究科（博）

山口大学大学院連合獣医学研究科（博）

桜ヶ丘分館

水産学部分館

農林水産学研究科（修）

教育学研究科

共 同 獣 医 学 部

理　 学 　部

医　 学 　部

歯　 学 　部

工　 学 　部

農　 学 　部

教　 養 　部

文理学部
（昭47.3廃止）

教 養 部

大 学 院

専 攻 科

機　　 構

学内共同教育研究施設等

教育専攻科（昭34.4設置， 平6.3廃止）
理学専攻科（昭44.4設置， 昭52.3廃止）
工学専攻科（昭34.4設置， 昭43.3廃止）
農学専攻科（昭29.4設置， 昭41.3廃止）
水産専攻科（昭34.4設置， 昭44.3廃止）
遠洋漁業学特設専攻科（昭28.4設置）
水産専攻科（昭49.4遠洋漁業学特設専攻科を改称，平15.3廃止）

文理学部分館（昭40.3廃止）教育学部分館（昭40.3廃止）
農学部分館（昭40.3廃止）工学部分館（昭40.3廃止）

附属図書館

保健管理センター
総合研究博物館

（第七高等学校 昭25.3廃止）

（昭24.5設置）
附属小学校 （昭24.9設置）

附属中学校 （昭26.5設置）

附属幼稚園 （昭26.4設置）

附属教育実践総合センター（平14.4設置，令7.3廃止）

附属司法政策教育研究センター（平29.4設置,令4.4法文学部へ移管）

附属「鹿児島の近現代」教育研究センター（令4.10設置）

（医学部・歯学部附属病院 平15.10設置，平28.10改称）
（医学部附属病院 昭33.5設置， 平15.9廃止）
（歯学部附属病院 昭55.4設置， 平15.9廃止）

（医学部附属病院分院 昭33.5設置， 平15.10改称, 平30.3廃止）

附属特別支援学校（昭55.4設置， 平19.4改称）

（昭52.10設置）

（昭30.7国立移管）

（昭30.7国立移管）

（昭40.4文理学部
　　　　を改組）

（昭40.4文理学部を改組）

（鹿児島師範学校 昭26.3廃止）
（鹿児島青年師範学校 昭26.3廃止）

（鹿児島県立大学工学部 昭33.4廃止）

（鹿児島農林専門学校 昭27.3廃止）

（鹿児島水産専門学校 昭26.3廃止）

一般教養部（昭24.6学内措置， 昭40.3廃止）

（鹿児島県立大学医学部 昭33.4廃止）
（県立鹿児島医科大学（旧制） 昭36.3廃止）
（附属熱帯医学研究施設 昭35.4設置， 昭57.3廃止）
（附属病院霧島分院 昭33.5設置， 昭63.3廃止）
（附属看護学校 昭33.5設置， 昭63.3廃止）
（附属助産婦学校 昭33.5設置， 平元.3廃止）
（附属保健婦学校 昭36.4設置， 平元.3廃止）
（附属腫瘍研究施設 昭42.6設置， 平15.3廃止）

（昭24.5設置）

（平12.4設置）

（平23.4設置）

（平10.4設置）
（平15.4設置）

（平6.4設置，令6.3廃止）
（平29.4設置）

（平15.4設置） 附属地域コトづくりセンター
（平27.4設置.令7.3廃止）

附属天の川銀河研究センター
（平31.1設置）

附属DXコネクトセンター
（令6.11設置）

附属南九州先端医療開発センター
（平30.4設置）

附属南西島弧地震火山観測所
（平3.4設置）

（平31.4設置）

（平16.4設置）
（平15.4設置）

（難治ウイルス病態制御研究センター 平29.4設置，平31.3廃止）
（附属難治ウイルス病態制御研究センター 平16.4設置，平29.3廃止）
（医学部附属難治性ウイルス疾患研究センター 平5.4設置， 平15.3廃止）
（医学部附属難治ウイルス病態制御研究センター 平15.4設置， 平16.3廃止）

（平16.4設置，平29.3廃止） （理学部附属南西島弧地震火山観測所 平3.4設置,平21.4理工学研究科へ移管）
（理工学研究科附属南西島弧地震火山観測所 平30.4地震火山地域防災研究センターへ移管）
（地震火山地域防災研究センター附属南西島弧地震火山観測所 令4.4理工学研究科へ移管）

（平17.4設置）

（平19.4設置）

共同獣医学研究科（博）（平30.4設置）

（昭63.4設置）
（佐賀大学， 鹿児島大学， 琉球大学で構成， 平4.4琉球大学参加， 平19.3宮崎大学離脱）

（平2.4構成大学として参加）

（昭33.5設置， 昭54.4改称， 平4.4改称）

（昭24.7設置）

（平6.4設置， 平10.4改称，平28.4改組）

（附属水産実験所 昭47.5設置， 平12.4廃止）

（農学部附属越境性動物疾病制御研究センター 平23.4設置,
平24.4 共同獣医学部へ移管）

霧島リハビリテーションセンター

（昭24.5設置）

（平24.4設置）

（昭40.4設置，平9.3廃止）

（法学研究科 昭54.4設置， 平10.3廃止）
（人文科学研究科 昭61.4設置， 平10.3廃止）

（理学研究科 昭52.4設置， 平10.3廃止）

（医学研究科 昭34.4設置， 平28.3廃止）
（歯学研究科 昭59.4設置， 平20.3廃止）

（県立鹿児島医科大学研究科（旧制） 昭29.5設置， 昭36.3廃止）

（附属教育実践研究指導センター 平元.5設置， 平14.3廃止）

（昭47.5設置）

グローバルセンター（平28.4設置）（留学生センター 平12.4設置， 平28.3廃止）

（平13.4設置）

環境安全センター（平31.4設置）

（平27.4設置）

（教育センター平15.10設置， 平29.4改称）

（平29.4設置）

（平31.4設置）

稲盛アカデミー （平17.4設置,平20.4改称,令4.4総合教育機構へ移管）

教師教育開発センター （令6.4設置）

（昭60.6.1設置, 平24.4改称）

（昭60.10設置， 平11.4医学部保健学科に改組， 平14.3廃止）

情報基盤統括センター （令4.4設置）
（情報処理センター 昭62.12設置,平7.3廃止）
（総合情報処理センター 平7.4設置,平15.3廃止）
（学術情報基盤センター 平15.4設置,令和4.4改組）

（南方海域研究センター 昭56.4設置,昭63.3廃止）
（南太平洋海域研究センター 昭63.4設置,平10.3廃止）
（多島圏研究センター 平10.4設置,平22.3廃止）

地域防災教育研究センター（令4.4設置）

南九州・南西諸島域イノベーションセンター（令4.4設置）

国際島嶼教育研究センター
奄美分室

（平22.4設置,令4.4学内共同教育研究施設等へ移管）

先端科学研究推進センター（令4.4設置）

（地域防災教育研究センター 平23.6設置,平30.4改組）
（地震火山地域防災センター 平30.4設置,令4.4改称,学内共同教育研究施設等へ移管）

（地域共同研究センター 平4.4設置,平18.3廃止）
（知的財産本部 平15.12設置,平18.3廃止）
（産学官連携推進センター 平18.4設置,平24.4改称,平30.4改組）
（かごしまCOCセンター 平26.10設置,平30.4改組）
（産学・地域共創センター 平30.4設置，令4.4改組,学内共同教育研究施設等へ移管）

（生命科学資源開発研究センター 平4.4設置,平17.3廃止）
（フロンティアサイエンス研究推進センター 平17.4設置,平24.3廃止）
（医用ミニブタ・先端医療開発研究センター 平24.4設置,令和4.3廃止）
（自然科学教育 平24.4設置,平29.4改称,令4.3廃止）

⎛昭43.4工学研究科修士設置⎞
⎝平6.4（修）を改組， 平10.4改称⎠

県
立
鹿
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島
大
学

鹿
児
島
県
立
大
学

鹿
児
島
大
学

ヒトレトロウイルス学共同研究センター

埋蔵文化財調査センター

医療技術短期大学部

（平20.9設置, 令和6.12廃止）海外拠点 北米教育研究センター

（令5.4設置）（アドミッションセンター 平26.4設置, 令5.3廃止）中等・高等教育接続センター

（令2.4設置）キャリア形成支援センター

高等教育研究開発センター

総合教育機構

共通教育センター

（農学研究科（修） 昭41.4設置， 平31.4募集停止）
（水産学研究科（修） 昭44.4設置， 平31.4募集停止）

（鹿児島高等農林学校附属家畜病院 昭16.8設置）
（鹿児島農林専門学校附属家畜病院 昭19.4改称）
（農学部附属家畜病院 昭24.5移管）
（農学部附属動物病院 平17.4改称, 平24.4共同獣医学部へ移管）

（修）
（専門職）
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学　　 部

鹿児島師範学校
（昭18.4国立移管）

藩学造士館
（安永２）
（1773）

小学校授業講習所
（明8.5）

鹿児島県立実業補習学校教員養成所
（大13.4）

鹿児島高等農林学校
（明41.3）

鹿児島県立商船学校
（明41.5）

島津藩医学校
（明2.3設置）

島津藩病院
（明2.3設置）

鹿児島県病院
（明4.7改称）

市立鹿児島病院
（明26.9移管）

県立鹿児島病院
（明40改称）

鹿児島県立工業専門学校
（昭20.4設置）

県立鹿児島医学専門学校附属病院
（昭18.4移管改称）

医学部
（昭27.2設置）

（昭24.2設置） （昭24.6改称）

（昭24.5設置）

鹿児島県立医学校
（明14改称）

鹿児島医学専門学校
（昭18.4設置， 昭27.3廃止）

県立鹿児島医科大学（旧制）
（昭22.6設置）

医科大学
工 学 部

鹿児島商船学校
（昭14.8国立移管）

廃校
（昭21.2）

廃校
（昭22）

鹿児島水産専門学校
（昭21.4設置）

鹿児島農林専門学校
（昭19.4改称）

鹿児島県立青年学校教員養成所
（昭10.4改称）

鹿児島青年師範学校
（昭19.4国立移管）

小学正則講習所
（明8）

鹿児島女子師範学校
（明9.10改称）

鹿児島師範学校
（明13.11合併改称）

鹿児島県尋常師範学校
（明20.3改称）

鹿児島県師範学校
（明31.4改称）

鹿児島県第一師範学校
（大9.4改称）

鹿児島県師範学校
（昭9.3改称）

鹿児島県第二師範学校
（大9.4設置）

鹿児島師範学校
（明9.9改称）

鹿児島県立中学造士館
（明17.12）

鹿児島高等中学造士館
（明20.12改称文部省直轄）

（明29.9廃校）

鹿児島県尋常中学造士館
（明29.9設置）

鹿児島県女子師範学校
（明43.4設置）

第七高等学校造士館
（明34.3設置）

第七高等学校
（昭21.3改称）高等学校大学予科

（明34.6～大10.8）

廃止
（明４）

法　文　学　部

鹿児島大学病院

附属農場

附属演習林

附属焼酎・発酵学教育研究センター

附属練習船かごしま丸

附属練習船南星丸

附属海洋資源環境教育研究センター

附属動物病院

附属越境性動物疾病制御研究センター

教　育　学　部

水　産　学　部

人文社会科学研究科（博・前）
（博・後）

保健学研究科（博・前）
（博・後）

理工学研究科（博・前）
（博・後）

医歯学総合研究科（博）
（修）

司法政策研究科（専門職）

臨床心理学研究科（専門職）

連合農学研究科（博）

山口大学大学院連合獣医学研究科（博）

桜ヶ丘分館

水産学部分館

農林水産学研究科（修）

教育学研究科

共 同 獣 医 学 部

理　 学 　部

医　 学 　部

歯　 学 　部

工　 学 　部

農　 学 　部

教　 養 　部

文理学部
（昭47.3廃止）

教 養 部

大 学 院

専 攻 科

機　　 構

学内共同教育研究施設等

教育専攻科（昭34.4設置， 平6.3廃止）
理学専攻科（昭44.4設置， 昭52.3廃止）
工学専攻科（昭34.4設置， 昭43.3廃止）
農学専攻科（昭29.4設置， 昭41.3廃止）
水産専攻科（昭34.4設置， 昭44.3廃止）
遠洋漁業学特設専攻科（昭28.4設置）
水産専攻科（昭49.4遠洋漁業学特設専攻科を改称，平15.3廃止）

文理学部分館（昭40.3廃止）教育学部分館（昭40.3廃止）
農学部分館（昭40.3廃止）工学部分館（昭40.3廃止）

附属図書館

保健管理センター
総合研究博物館

（第七高等学校 昭25.3廃止）

（昭24.5設置）
附属小学校 （昭24.9設置）

附属中学校 （昭26.5設置）

附属幼稚園 （昭26.4設置）

附属教育実践総合センター（平14.4設置，令7.3廃止）

附属司法政策教育研究センター（平29.4設置,令4.4法文学部へ移管）

附属「鹿児島の近現代」教育研究センター（令4.10設置）

（医学部・歯学部附属病院 平15.10設置，平28.10改称）
（医学部附属病院 昭33.5設置， 平15.9廃止）
（歯学部附属病院 昭55.4設置， 平15.9廃止）

（医学部附属病院分院 昭33.5設置， 平15.10改称, 平30.3廃止）

附属特別支援学校（昭55.4設置， 平19.4改称）

（昭52.10設置）

（昭30.7国立移管）

（昭30.7国立移管）

（昭40.4文理学部
　　　　を改組）

（昭40.4文理学部を改組）

（鹿児島師範学校 昭26.3廃止）
（鹿児島青年師範学校 昭26.3廃止）

（鹿児島県立大学工学部 昭33.4廃止）

（鹿児島農林専門学校 昭27.3廃止）

（鹿児島水産専門学校 昭26.3廃止）

一般教養部（昭24.6学内措置， 昭40.3廃止）

（鹿児島県立大学医学部 昭33.4廃止）
（県立鹿児島医科大学（旧制） 昭36.3廃止）
（附属熱帯医学研究施設 昭35.4設置， 昭57.3廃止）
（附属病院霧島分院 昭33.5設置， 昭63.3廃止）
（附属看護学校 昭33.5設置， 昭63.3廃止）
（附属助産婦学校 昭33.5設置， 平元.3廃止）
（附属保健婦学校 昭36.4設置， 平元.3廃止）
（附属腫瘍研究施設 昭42.6設置， 平15.3廃止）

（昭24.5設置）

（平12.4設置）

（平23.4設置）

（平10.4設置）
（平15.4設置）

（平6.4設置，令6.3廃止）
（平29.4設置）

（平15.4設置） 附属地域コトづくりセンター
（平27.4設置.令7.3廃止）

附属天の川銀河研究センター
（平31.1設置）

附属DXコネクトセンター
（令6.11設置）

附属南九州先端医療開発センター
（平30.4設置）

附属南西島弧地震火山観測所
（平3.4設置）

（平31.4設置）

（平16.4設置）
（平15.4設置）

（難治ウイルス病態制御研究センター 平29.4設置，平31.3廃止）
（附属難治ウイルス病態制御研究センター 平16.4設置，平29.3廃止）
（医学部附属難治性ウイルス疾患研究センター 平5.4設置， 平15.3廃止）
（医学部附属難治ウイルス病態制御研究センター 平15.4設置， 平16.3廃止）

（平16.4設置，平29.3廃止） （理学部附属南西島弧地震火山観測所 平3.4設置,平21.4理工学研究科へ移管）
（理工学研究科附属南西島弧地震火山観測所 平30.4地震火山地域防災研究センターへ移管）
（地震火山地域防災研究センター附属南西島弧地震火山観測所 令4.4理工学研究科へ移管）

（平17.4設置）

（平19.4設置）

共同獣医学研究科（博）（平30.4設置）

（昭63.4設置）
（佐賀大学， 鹿児島大学， 琉球大学で構成， 平4.4琉球大学参加， 平19.3宮崎大学離脱）

（平2.4構成大学として参加）

（昭33.5設置， 昭54.4改称， 平4.4改称）

（昭24.7設置）

（平6.4設置， 平10.4改称，平28.4改組）

（附属水産実験所 昭47.5設置， 平12.4廃止）

（農学部附属越境性動物疾病制御研究センター 平23.4設置,
平24.4 共同獣医学部へ移管）

霧島リハビリテーションセンター

（昭24.5設置）

（平24.4設置）

（昭40.4設置，平9.3廃止）

（法学研究科 昭54.4設置， 平10.3廃止）
（人文科学研究科 昭61.4設置， 平10.3廃止）

（理学研究科 昭52.4設置， 平10.3廃止）

（医学研究科 昭34.4設置， 平28.3廃止）
（歯学研究科 昭59.4設置， 平20.3廃止）

（県立鹿児島医科大学研究科（旧制） 昭29.5設置， 昭36.3廃止）

（附属教育実践研究指導センター 平元.5設置， 平14.3廃止）

（昭47.5設置）

グローバルセンター（平28.4設置）（留学生センター 平12.4設置， 平28.3廃止）

（平13.4設置）

環境安全センター（平31.4設置）

（平27.4設置）

（教育センター平15.10設置， 平29.4改称）

（平29.4設置）

（平31.4設置）

稲盛アカデミー （平17.4設置,平20.4改称,令4.4総合教育機構へ移管）

教師教育開発センター （令6.4設置）

（昭60.6.1設置, 平24.4改称）

（昭60.10設置， 平11.4医学部保健学科に改組， 平14.3廃止）

情報基盤統括センター （令4.4設置）
（情報処理センター 昭62.12設置,平7.3廃止）
（総合情報処理センター 平7.4設置,平15.3廃止）
（学術情報基盤センター 平15.4設置,令和4.4改組）

（南方海域研究センター 昭56.4設置,昭63.3廃止）
（南太平洋海域研究センター 昭63.4設置,平10.3廃止）
（多島圏研究センター 平10.4設置,平22.3廃止）

地域防災教育研究センター（令4.4設置）

南九州・南西諸島域イノベーションセンター（令4.4設置）

国際島嶼教育研究センター
奄美分室

（平22.4設置,令4.4学内共同教育研究施設等へ移管）

先端科学研究推進センター（令4.4設置）

（地域防災教育研究センター 平23.6設置,平30.4改組）
（地震火山地域防災センター 平30.4設置,令4.4改称,学内共同教育研究施設等へ移管）

（地域共同研究センター 平4.4設置,平18.3廃止）
（知的財産本部 平15.12設置,平18.3廃止）
（産学官連携推進センター 平18.4設置,平24.4改称,平30.4改組）
（かごしまCOCセンター 平26.10設置,平30.4改組）
（産学・地域共創センター 平30.4設置，令4.4改組,学内共同教育研究施設等へ移管）

（生命科学資源開発研究センター 平4.4設置,平17.3廃止）
（フロンティアサイエンス研究推進センター 平17.4設置,平24.3廃止）
（医用ミニブタ・先端医療開発研究センター 平24.4設置,令和4.3廃止）
（自然科学教育 平24.4設置,平29.4改称,令4.3廃止）

⎛昭43.4工学研究科修士設置⎞
⎝平6.4（修）を改組， 平10.4改称⎠

県
立
鹿
児
島
大
学

鹿
児
島
県
立
大
学

鹿
児
島
大
学

ヒトレトロウイルス学共同研究センター

埋蔵文化財調査センター

医療技術短期大学部

（平20.9設置, 令和6.12廃止）海外拠点 北米教育研究センター

（令5.4設置）（アドミッションセンター 平26.4設置, 令5.3廃止）中等・高等教育接続センター

（令2.4設置）キャリア形成支援センター

高等教育研究開発センター

総合教育機構

共通教育センター

（農学研究科（修） 昭41.4設置， 平31.4募集停止）
（水産学研究科（修） 昭44.4設置， 平31.4募集停止）

（鹿児島高等農林学校附属家畜病院 昭16.8設置）
（鹿児島農林専門学校附属家畜病院 昭19.4改称）
（農学部附属家畜病院 昭24.5移管）
（農学部附属動物病院 平17.4改称, 平24.4共同獣医学部へ移管）

（修）
（専門職）
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鹿児島大学配置図
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研究附属棟

廃棄物循環処理研究棟

管理棟

硝子室 温室

温室

温室附属棟

軽種馬診療センター

共同獣医学部共同獣医学部

A-38A-38
A-42A-42

A-25A-25

A-22A-22

A-48A-48

A-90A-90

A-24A-24

A-19A-19

A-8A-8 A-9A-9

A-20A-20
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A-2A-2

A-1A-1

A-10A-10

A-4A-4 A-5A-5 A-11A-11

A-93A-93

A-92A-92

A-94A-94

A-6A-6
A-88A-88

A-7A-7 A-12A-12
A-13A-13

A-83A-83

A-15A-15A-14A-14

A-16A-16

A-82A-82A-81A-81

A-86A-86

A-18A-18A-17A-17

❶事務局
❷保健管理センター
❸埋蔵文化財調査センター
❹農・獣医共通棟
❺共同獣医学部研究棟Ａ
❻共同獣医学部附属動物病院大動物診療センター
❼農学部研究棟Ｃ
　（生物資源化学科・生物環境学科実験研究室）
❽農学部研究棟Ｅ
　（生物環境学科実験研究室・附属演習林）
❾農学部研究棟Ｄ（生物生産学科・
　生物資源化学科・生物環境学科実験研究室）
�共同利用棟（総合研究博物館 B）
�共同獣医学部研究棟Ｂ
�先端科学研究推進センター（遺伝子実験部門）
�先端科学研究推進センター（低温実験・アイソトープ部門）
�農学部温室
�　〃　植物研究実験施設
�　〃　温室・硝子室
�　〃　附属農場動物飼育棟
�　〃　附属農場研究実習棟
�　〃　倉庫
�　〃　水理実験棟
�　〃　昆虫飼育棟
�中央変電所・総合研究博物館標本収蔵庫
�中央食堂
�コトづくり支援棟
�工学部機械工学第３実験棟
�　〃　機械工学２号棟
�　〃　建築学棟１号館・２号館
�　〃　電気電子工学棟
�　〃　機械工学第一実験棟
�　〃　機械工学１号棟
�　〃　化学工学棟
�　〃　機械工学第二実験棟
�　〃　化学生命工学棟
�　〃　海洋波動実験棟
�　〃　薬品庫
�　〃　海洋土木工学棟
�　〃　情報・生体工学棟
�　〃　共通棟
�工学系講義棟
�稲盛会館
�産学交流プラザ
　（南九州・南西諸島域イノベーションセンター・
　地域防災教育研究センター）
�総合研究博物館 A
�理学部１号館（事務室・物理・宇宙 PG・地球科学 PG・
　実験研究室・講義室）、理系先端研究棟
�理学部２号館（数理情報科学 PG・化学 PG・生物学 PG・
　地球科学 PG・実験研究室・講義室）
�理学部３号館（生物学 PG・実験研究室・講義室）
�理工系総合研究棟
　（先端科学研究推進センター（機器分析部門））
�情報基盤統括センター
�学習交流プラザ
�学生サークル会館Ⅰ
�大学会館
�稲盛記念館
�共通教育棟１号館（事務室・講義室・共通教育センター・キャリア

形成支援センター・グローバルセンター・高等教育研究開発センター・障
害学生支援センター・ボランティア支援センター・教師教育開発センター）

�共通教育棟２号館 （高等教育研究開発センター 生涯学習部門）
�共通教育棟３号館
�共通教育棟４号館・環境安全センター
�中央図書館
�法文学部１号館
�　  〃 　２号館
�　  〃 　３号館
�学生サークル会館Ⅱ－1
�第一体育館
�第二体育館
�教育学部武道場
�　  〃 　管理棟・理系研究棟
�　  〃 　第一講義棟
�　  〃 　実習棟
�　  〃 　生涯教育総合研究棟
�　  〃 　文系研究棟
�　  〃 　音楽美術科棟
�教育実践研究棟
�屋内プール 50m
�教育学部附属幼稚園
�　  〃 　附属中学校
�　  〃 　附属中学校体育館
�　  〃 　附属小学校
�　  〃 　附属小学校体育館
�　  〃 　附属小学校昆虫飼育棟
�弓道場
�学生サークル会館Ⅱ－２
�総合研究博物館（常設展示室）
�大学院連合農学研究科棟
�馬術部馬房
�郡元南食堂
�総合教育研究棟（大学院臨床心理学研究科・国際島嶼
　教育研究センター・司法政策教育研究センター）
�インフォメーションセンター
�唐湊寄宿舎（学生寮）
�農学部附属焼酎・発酵学教育研究センター
�稲盛アカデミー棟
�福利厚生施設
�教育学部第二講義棟
�総合動物実験施設
�共同獣医学部附属動物病院小動物診療センター
�さっつん保育園238



１号館
２号館
変電室
水圏生物標本棟
３号館
食堂・売店（１階）
６号館（２階）
国際交流会館（１号館）
国際交流会館（２号館）
国際交流会館（３号館）
大型回流水槽実験棟
職員宿舎
車庫・倉庫
実験・実習支援棟
５号館
附属図書館水産学部分館
４号館
倉庫
外国人研究者宿泊施設（A,B,C）

（A）（A）
（B）（B）

（C）（C）

B-27B-27
B-21B-21

B-20B-20

B-18B-18

B-19B-19

B-15B-15

B-28B-28B-17B-17

B-11B-11

B-14B-14

B-6B-6
B-3B-3

B-2B-2 B-4B-4

B-5B-5
B-7B-7

B-8B-8

B-13B-13

B-12B-12

B-22B-22
B-23B-23

B-16B-16

B-32B-32

B-29B-29

B-26B-26

B-30B-30

B-34B-34

C-18C-18

仮設研究実験棟

B-11'B-11'

救急車通路

下荒田キャンパス桜ヶ丘キャンパス

B-33B-33
B-35B-35

B-36B-36

バス停バス停

B-31B-31

B-2'①B-2'① B-2'②B-2'②

工事中

B-24B-24
B-37B-37

B-1B-1

桜ヶ丘キャンパス

先端科学研究推進センター（生命科学動物実験ユニット）

ヒトレトロウイルス学共同研究センター

5
レジデントハウス

医学部・歯学部武道場

病棟・診療棟（B棟）
病棟（C棟）

桜ヶ丘寄宿舎（学生寮）

鹿児島大学病院医科診療棟

鹿児島大学病院歯科診療棟・回復期リハビリテーション病棟

鹿児島大学病院管理棟

歯学部講義実習棟

トリアージ施設
さくらぴあ
外来診療棟・病棟（A棟）

資料保管庫

‒1
‒2
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１号館
２号館
変電室
水圏生物標本棟
３号館
食堂・売店（１階）
６号館（２階）
国際交流会館（１号館）
国際交流会館（２号館）
国際交流会館（３号館）
大型回流水槽実験棟
職員宿舎
車庫・倉庫
実験・実習支援棟
５号館
附属図書館水産学部分館
４号館
倉庫
外国人研究者宿泊施設（A,B,C）

（A）（A）
（B）（B）

（C）（C）

B-27B-27
B-21B-21

B-20B-20

B-18B-18

B-19B-19

B-15B-15

B-28B-28B-17B-17

B-11B-11

B-14B-14

B-6B-6
B-3B-3

B-2B-2 B-4B-4

B-5B-5
B-7B-7

B-8B-8

B-13B-13

B-12B-12

B-22B-22
B-23B-23

B-16B-16

B-32B-32

B-29B-29

B-26B-26

B-30B-30

B-34B-34

C-18C-18

仮設研究実験棟

B-11'B-11'

救急車通路

下荒田キャンパス桜ヶ丘キャンパス

B-33B-33
B-35B-35

B-36B-36

バス停バス停

B-31B-31

B-2'①B-2'① B-2'②B-2'②

工事中

B-24B-24
B-37B-37

B-1B-1

桜ヶ丘キャンパス

先端科学研究推進センター（生命科学動物実験ユニット）

ヒトレトロウイルス学共同研究センター

5
レジデントハウス

医学部・歯学部武道場

病棟・診療棟（B棟）
病棟（C棟）

桜ヶ丘寄宿舎（学生寮）

鹿児島大学病院医科診療棟

鹿児島大学病院歯科診療棟・回復期リハビリテーション病棟

鹿児島大学病院管理棟

歯学部講義実習棟

トリアージ施設
さくらぴあ
外来診療棟・病棟（A棟）

資料保管庫

‒1
‒2
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№ キャンパスマップ名称 スロープ 駐車場 みんなの
トイレ

男女別
トイレ

オスト
メイト

トイレ
個室内手洗 AED トイレ内設備・その他

P ♥♡♥♡
❶ インフォメーションセンター
❷ 事務局　中等・高等教育接続センター ◯ 1F 設置 ○ フィッティングボード
❸ 保健管理センター ◯ 1F 設置 ○ ♥ 　
❹ 埋蔵文化財調査センター・事務局倉庫 　 　 　 　
❺ 農・獣医共通棟 ◯ 1・2・3F 設置 ◯ ♥ 　
❻ 共同獣医学部研究棟A 1F 設置 ◯ 　
❼ 共同獣医学部研究棟B 1F 　 ◯ フィッティングボード
❽ 農学部研究棟C 1F 設置 ◯ 　
❾ 農学部研究棟D 1F 設置 ◯ ♥ 　
� 農学部研究棟E ◯ 1F 設置 ◯ 　
� 共同獣医学部附属動物病院大動物診療センター ◯ 　 　 ♥ 　
� 共同獣医学部附属動物病院小動物診療センター ◯ 1F 設置 ◯ フィッティングボード
� 共同獣医学部附属動物病院軽種馬診療センター 　 　 　 　
� 農学部附属焼酎・発酵学教育研究センター（北辰蔵） 　 　 　 　
� 農学部温室 　 　 　 　
� 農学部植物研究実験施設 　 　 　 　
� 農学部網室・硝子室 　 　 　 　
� 農学部附属農場動物飼育棟 　 　 　 　
� 農学部附属農場研究実習棟 　 　 　 　
� 農学部倉庫 　 　 　 　
� 農学部水理実験棟 　 　 　 　
� 農学部昆虫飼育棟 　 　 　 　
� 共同利用棟（獣医学科実験研究室・総合研究博物館等） 　 　 　 　
� 先端科学研究推進センター（遺伝子実験部門） 1F 　 ◯ 　
� 先端科学研究推進センター（低温実験・アイソトープ部門） 　 　 　 　
� 馬術部馬房 　 　 　 　
� 総合動物実験施設 3F 対応 ◯ ♡ 　
� さっつん保育園 ◯
� 大学院連合農学研究科棟 1F 設置 ◯ ♡ フィッティングボード
� 総合研究博物館展示棟(常設展示室) 1F 　 ◯ 　
� 大学会館 　 1F 　 　 　
� 中央食堂 1F 　 設置　 ○ ♥ フィッティングボード
福利厚生施設 　 　 　 　 　

� 産学交流プラザ（南九州・南西諸島域イノベーションセンター・地域防災教育研究センター） 1F 　 　 ◯ ♡ 　
� 情報基盤統括センター 1F 　 　 ○ 　
� 中央変電所・総合研究博物館標本収蔵庫 　 　 　 　 　
� 工学部情報・生体工学棟 1F 　 　 ◯ 　
� 地域コトづくりセンター・中央実験工場 1F 　 　 ○ ♥ フィッティングボード
� 工学部電気電子工学棟 　 1・2・3・5・6F男子

1・4F女子 　 　 1・4Fフィッティングボード

� 工学部建築学棟 1F 　 設置 ◯ フィッティングボード
� 工学部化学工学棟 　 1F 　 　 　
� 工学部機械工学第一実験棟 　 　 　 　 　
� 工学部機械工学第二実験棟 　 　 　 　 　
� 工学部機械工学第三実験棟 　 　 　 　 　
� 工学部機械工学2号棟 1F 設置 ◯ 1・2・3・4F手すり
� 工学部機械工学1号棟 2F 　 　 フィッティングボード
� 工学部化学生命工学棟 1F 　 ◯ フィッティングボード
� 工学部薬品庫 　 　 　 　 　
� 工学部海洋波動実験棟 　 　 　 　 　
� 稲盛会館 　 　 　 　 　
� 工学系講義棟 1F 　 　 ○ 手洗い乾燥機
� 工学部海洋土木工学棟 　 1F男子、3F女子 　 ○ フィッティングボード
� 工学部共通棟 ◯ 1F 　 ◯ ♥ 　
� 理工系総合研究棟・先端科学研究推進センター（機器分析部門） 1・2F 　 　 ◯ ♥ 　
� 理学部1号館・理系先端研究棟・天の川銀河研究センター ◯ 　 1・2・3・4F 　 　 　
� 理学部2号館 ◯ 1F 　 　 ○
� 理学部3号館 　　 1F 　 　 ○ フィッティングボード　
� 総合研究博物館 　 　
� 共通教育棟1号館 　 1F 対応 　 　
� 共通教育棟2号館 　 　 　 　 　
� 稲盛アカデミー棟 1F 　 対応 ○ 　
� 共通教育棟3号館 ◯ 1F 　 　 ◯ 1F男子手すり

2・4F女子更衣室
� 共通教育棟4号館・環境安全センター 1F 　 設置 ○
� 中央図書館 1・3F 　 対応 ○ ♥ 　
� 総合教育研究棟 1・3・5F 　 　 ○ ♥ 　
� 法文学部1号館 ◯ 1・2F 　 　 ○ ♥ 　
� 法文学部2号館 　 　 　 　 　
� 法文学部3号館 　 　 　 　 　
� 学生サークル会館Ⅱ-1 　 　 　 　 　
� 屋内プール50m 　 　 　 　 　
� 弓道場 　 　 　 　 　
� 学生サークル会館Ⅱ-2 　 　 　 　 　
� 第一体育館 1F 1F 設置 　 ♡ 　
� 第二体育館 　 1F 対応 ○ ♥ 　
� 教育学部武道場 　 　 　 　 　
� 郡元南食堂 1F 　 　 ○ ♡ 　
� 教育学部管理棟・理系研究棟 1F 　 設置 ○ ♡（2F）
� 教育学部実習棟 　 　 　 　 　
� 教育学部第一講義棟 1F 　 設置 ○ ♥ 　
� 教育学部第二講義棟（アクティブラーニングプラザ） ◯ 1F 　 設置 ○ フィッティングボード
� 教育学部生涯教育総合研究棟 　 　 　 　 　
� 教育学部文系研究棟 ◯ 1F 　 設置 ◯ ♥ ベビーシート
� 教育学部教育実践研究棟 　 　 　 　 　
� 教育学部音楽美術科棟 　 　 　 　 　
� 教育学部附属幼稚園 　 　 　 　 ♡ ベビーシート
� 教育学部附属小学校 ◯ 1F 1F 　 ◯ ♡ ベビーシート
� 教育学部附属小学校昆虫飼育棟 　 　 　 　 　
� 教育学部附属小学校体育館 　 　 　 　 　
� 教育学部附属中学校 ◯ 1F 　 　 ◯ ♥ 　
� 教育学部附属中学校体育館 　 　 　 　 　

� 学習交流プラザ 1・2F 対応 2F ♥
1Fベビーチェアー
1Fベビーベッド
1Fフィッティングボード

� 学生サークル会館Ⅰ 1F
� 稲盛記念館 ○ 1・2・3F 設置 ○ 1・2・3Fフィッティングボード

スロープ自動扉
スロープ手動扉

トイレ個室内手洗。

AED（屋外設置）
AED（屋内設置）
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♥♥

♡♡
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♥♥

♥♥
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♡♡2F

み
の
り
の
小
径

田
園
通
り

通 用 門

プール

プール

グラウンド

プール

附属中学校

附属小学校

附属
幼稚園

陸
上
競
技
場

球
技
場

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

大 

学 

通 

り

工 学 部工 学 部工 学 部

理 学 部理 学 部理 学 部教 育 学 部教 育 学 部教 育 学 部

附属小学校門

附属幼稚園門

附属
中学校門

教育学部東門

工学部門

図書館前門

東門
鹿大正門

教育学部門

玉
利
通
り

森
の
小
径

ふ
れ
あ
い
通
り

法
文
学
部
通
り

教
育
学
部
通
り

銀
杏
並
木
通
り

植 物 園 通 り

北 辰 通 り北 辰 通 り

理 学 部 通 り

工 学 部 通 り

鹿児島
市電2

系統
工学部前

（車イスでの利用不可）

純心学園前
（車イスでの利用可）

唐湊
（車イスでの利用可）

至鹿児島中央駅

稲 盛 通 り

西門

南門
（仮称）

農 場

農 場

農
場

農
場

農
場

農 学 部農 学 部農 学 部

法文学部法文学部法文学部

共同獣医学部共同獣医学部共同獣医学部

動物病院

中央食堂

共通教育棟
附属図書館

本
部
前・緒
方
通
り

通 用 門

玉 利 池

堆肥舎

管理棟

体
育
器
具
庫

進取の
気風広場

温
室
附
属
棟

温
室

記
念
館
同
窓
会
館

バリアフリーマップ
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№ キャンパスマップ名称 スロープ 駐車場 みんなの
トイレ

男女別
トイレ

オスト
メイト

トイレ
個室内手洗 AED トイレ内設備・その他

P ♥♡♥♡
❶ インフォメーションセンター
❷ 事務局　中等・高等教育接続センター ◯ 1F 設置 ○ フィッティングボード
❸ 保健管理センター ◯ 1F 設置 ○ ♥ 　
❹ 埋蔵文化財調査センター・事務局倉庫 　 　 　 　
❺ 農・獣医共通棟 ◯ 1・2・3F 設置 ◯ ♥ 　
❻ 共同獣医学部研究棟A 1F 設置 ◯ 　
❼ 共同獣医学部研究棟B 1F 　 ◯ フィッティングボード
❽ 農学部研究棟C 1F 設置 ◯ 　
❾ 農学部研究棟D 1F 設置 ◯ ♥ 　
� 農学部研究棟E ◯ 1F 設置 ◯ 　
� 共同獣医学部附属動物病院大動物診療センター ◯ 　 　 ♥ 　
� 共同獣医学部附属動物病院小動物診療センター ◯ 1F 設置 ◯ フィッティングボード
� 共同獣医学部附属動物病院軽種馬診療センター 　 　 　 　
� 農学部附属焼酎・発酵学教育研究センター（北辰蔵） 　 　 　 　
� 農学部温室 　 　 　 　
� 農学部植物研究実験施設 　 　 　 　
� 農学部網室・硝子室 　 　 　 　
� 農学部附属農場動物飼育棟 　 　 　 　
� 農学部附属農場研究実習棟 　 　 　 　
� 農学部倉庫 　 　 　 　
� 農学部水理実験棟 　 　 　 　
� 農学部昆虫飼育棟 　 　 　 　
� 共同利用棟（獣医学科実験研究室・総合研究博物館等） 　 　 　 　
� 先端科学研究推進センター（遺伝子実験部門） 1F 　 ◯ 　
� 先端科学研究推進センター（低温実験・アイソトープ部門） 　 　 　 　
� 馬術部馬房 　 　 　 　
� 総合動物実験施設 3F 対応 ◯ ♡ 　
� さっつん保育園 ◯
� 大学院連合農学研究科棟 1F 設置 ◯ ♡ フィッティングボード
� 総合研究博物館展示棟(常設展示室) 1F 　 ◯ 　
� 大学会館 　 1F 　 　 　
� 中央食堂 1F 　 設置　 ○ ♥ フィッティングボード
福利厚生施設 　 　 　 　 　

� 産学交流プラザ（南九州・南西諸島域イノベーションセンター・地域防災教育研究センター） 1F 　 　 ◯ ♡ 　
� 情報基盤統括センター 1F 　 　 ○ 　
� 中央変電所・総合研究博物館標本収蔵庫 　 　 　 　 　
� 工学部情報・生体工学棟 1F 　 　 ◯ 　
� 地域コトづくりセンター・中央実験工場 1F 　 　 ○ ♥ フィッティングボード
� 工学部電気電子工学棟 　 1・2・3・5・6F男子

1・4F女子 　 　 1・4Fフィッティングボード

� 工学部建築学棟 1F 　 設置 ◯ フィッティングボード
� 工学部化学工学棟 　 1F 　 　 　
� 工学部機械工学第一実験棟 　 　 　 　 　
� 工学部機械工学第二実験棟 　 　 　 　 　
� 工学部機械工学第三実験棟 　 　 　 　 　
� 工学部機械工学2号棟 1F 設置 ◯ 1・2・3・4F手すり
� 工学部機械工学1号棟 2F 　 　 フィッティングボード
� 工学部化学生命工学棟 1F 　 ◯ フィッティングボード
� 工学部薬品庫 　 　 　 　 　
� 工学部海洋波動実験棟 　 　 　 　 　
� 稲盛会館 　 　 　 　 　
� 工学系講義棟 1F 　 　 ○ 手洗い乾燥機
� 工学部海洋土木工学棟 　 1F男子、3F女子 　 ○ フィッティングボード
� 工学部共通棟 ◯ 1F 　 ◯ ♥ 　
� 理工系総合研究棟・先端科学研究推進センター（機器分析部門） 1・2F 　 　 ◯ ♥ 　
� 理学部1号館・理系先端研究棟・天の川銀河研究センター ◯ 　 1・2・3・4F 　 　 　
� 理学部2号館 ◯ 1F 　 　 ○
� 理学部3号館 　　 1F 　 　 ○ フィッティングボード　
� 総合研究博物館 　 　
� 共通教育棟1号館 　 1F 対応 　 　
� 共通教育棟2号館 　 　 　 　 　
� 稲盛アカデミー棟 1F 　 対応 ○ 　
� 共通教育棟3号館 ◯ 1F 　 　 ◯ 1F男子手すり

2・4F女子更衣室
� 共通教育棟4号館・環境安全センター 1F 　 設置 ○
� 中央図書館 1・3F 　 対応 ○ ♥ 　
� 総合教育研究棟 1・3・5F 　 　 ○ ♥ 　
� 法文学部1号館 ◯ 1・2F 　 　 ○ ♥ 　
� 法文学部2号館 　 　 　 　 　
� 法文学部3号館 　 　 　 　 　
� 学生サークル会館Ⅱ-1 　 　 　 　 　
� 屋内プール50m 　 　 　 　 　
� 弓道場 　 　 　 　 　
� 学生サークル会館Ⅱ-2 　 　 　 　 　
� 第一体育館 1F 1F 設置 　 ♡ 　
� 第二体育館 　 1F 対応 ○ ♥ 　
� 教育学部武道場 　 　 　 　 　
� 郡元南食堂 1F 　 　 ○ ♡ 　
� 教育学部管理棟・理系研究棟 1F 　 設置 ○ ♡（2F）
� 教育学部実習棟 　 　 　 　 　
� 教育学部第一講義棟 1F 　 設置 ○ ♥ 　
� 教育学部第二講義棟（アクティブラーニングプラザ） ◯ 1F 　 設置 ○ フィッティングボード
� 教育学部生涯教育総合研究棟 　 　 　 　 　
� 教育学部文系研究棟 ◯ 1F 　 設置 ◯ ♥ ベビーシート
� 教育学部教育実践研究棟 　 　 　 　 　
� 教育学部音楽美術科棟 　 　 　 　 　
� 教育学部附属幼稚園 　 　 　 　 ♡ ベビーシート
� 教育学部附属小学校 ◯ 1F 1F 　 ◯ ♡ ベビーシート
� 教育学部附属小学校昆虫飼育棟 　 　 　 　 　
� 教育学部附属小学校体育館 　 　 　 　 　
� 教育学部附属中学校 ◯ 1F 　 　 ◯ ♥ 　
� 教育学部附属中学校体育館 　 　 　 　 　

� 学習交流プラザ 1・2F 対応 2F ♥
1Fベビーチェアー
1Fベビーベッド
1Fフィッティングボード

� 学生サークル会館Ⅰ 1F
� 稲盛記念館 ○ 1・2・3F 設置 ○ 1・2・3Fフィッティングボード

スロープ自動扉
スロープ手動扉

トイレ個室内手洗。

AED（屋外設置）
AED（屋内設置）
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♡♡

♡♡ ♡♡

♡♡

♡♡

♥♥

♥♥

♥♥

♥♥

♥♥♥♥

♥♥

♥♥

♥♥ ♥♥♥♥

♥♥

♡♡

♡♡

♥♥

♥♥

♥♥

♡♡

♥♥

2F

♡♡2F

み
の
り
の
小
径

田
園
通
り

通 用 門

プール

プール

グラウンド

プール

附属中学校

附属小学校

附属
幼稚園

陸
上
競
技
場

球
技
場

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

大 

学 

通 

り

工 学 部工 学 部工 学 部

理 学 部理 学 部理 学 部教 育 学 部教 育 学 部教 育 学 部

附属小学校門

附属幼稚園門

附属
中学校門

教育学部東門

工学部門

図書館前門

東門
鹿大正門

教育学部門

玉
利
通
り

森
の
小
径

ふ
れ
あ
い
通
り

法
文
学
部
通
り

教
育
学
部
通
り

銀
杏
並
木
通
り

植 物 園 通 り

北 辰 通 り北 辰 通 り

理 学 部 通 り

工 学 部 通 り

鹿児島
市電2

系統
工学部前

（車イスでの利用不可）

純心学園前
（車イスでの利用可）

唐湊
（車イスでの利用可）

至鹿児島中央駅

稲 盛 通 り

西門

南門
（仮称）

農 場

農 場

農
場

農
場

農
場

農 学 部農 学 部農 学 部

法文学部法文学部法文学部

共同獣医学部共同獣医学部共同獣医学部

動物病院

中央食堂

共通教育棟
附属図書館

本
部
前・緒
方
通
り

通 用 門

玉 利 池

堆肥舎

管理棟

体
育
器
具
庫

進取の
気風広場

温
室
附
属
棟

温
室

記
念
館
同
窓
会
館
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№ キャンパスマップ名称 スロープ駐車場みんなのトイレ
男女別
トイレ

オスト
メイト

トイレ
個室内手洗 AED トイレ内設備・その他

P ♥♡♥♡
❶ 水産学部1号館 1F ◯ ♡

❷ 水産学部2号館 1・3F男子
2・4F女子

❸ 水産学部3号館

❹ 水産学部5号館 ◯ 1F男子
2F女子 フィッティングボード

❺ 水産学部6号館（食堂（１階））
（附属海洋資源環境教育センター（2階）） 1F ◯

❻ 実験・実習支援棟

❼ 水産学部4号館 ◯ 1F男子
2F女子 ♥

❽ 大型回流水槽実験棟
❾ 変電室
� 車庫・倉庫
� 倉庫
� 水圏生物標本棟
� 附属図書館水産学部分館（水産学図書館） 1F ◯ ♡
� 外国人研究者宿泊施設A 1F ◯

� 国際交流会館（1号館） 1F 対応 ◯ 1Fベビーベッド
1Fベビーチェアー

� 国際交流会館（2号館） ♡
� 国際交流会館（3号館）
※❹�のスロープは共有

№ キャンパスマップ名称 スロープ駐車場みんなのトイレ
男女別
トイレ

オスト
メイト

トイレ
個室内手洗 AED

トイレ内設備
・その他

P ♥♡♥♡
❶ 医学部臨床講義棟
❷ 医歯学総合研究科棟3（臨床医学系） ◯ ♥
3-1 医歯学総合研究科棟4（新臨床医学系） 2F 2F ◯
3-2 ヒトレトロウイルス学共同研究センター ♥
❹ 医歯学総合研究科棟2（基礎医学系） 1F ♡
❺ 医歯学総合研究科棟5
❻ 実験施設
❼ 先端科学研究推進センター（生命科学動物実験ユニット）
❽ 福利厚生施設（桜ヶ丘会館） 1F 1F ◯
❾ 桜ヶ丘寄宿舎（学生寮）
� 看護師宿舎
� 共同利用研究棟
� 中央機械棟
� ポンプ室
� 附属図書館桜ヶ丘分館（医学図書館） 1F 設置 ◯ ♥
� サークル棟
� 実験廃液処理施設
� 医歯学総合研究科棟1（歯学系） ◯ 3F 9F（女子）設置（3F）◯9F女子♥（2F）　フィッティングボード（9F）
� 歯学部講義実習棟 3F ◯
� 桜ヶ丘体育館 ♥
� 運動器具庫
� 医学部保健学科東研究棟 1F 1F
� 医学部保健学科西研究棟 ♥
� 共通教育棟 1F ◯ ♥
� 資料保管庫
� 鶴陵会館 1F ◯ ♥
� 武道場
� 弓道場
� 患者用立体駐車場
� さくらっ子保育園
� 中央診療棟
� 救急集中治療棟
� レジデントハウス
� 病棟（C棟） ◯（3・4・5・6・7F）
� 仮設研究実験棟
� 病棟・診療棟（B棟） ◯（1・2F）
� プレハブ棟Ⅱ
� 医学部基礎講義実習棟
� トリアージ施設
� 外来診療棟・病棟（A棟） B1～6F ◯（B1～9F） ♡（B1～6F）

� さくらぴあ 1・2F ◯（1・2F） ◯ ♡
（1・2・3F）

フィッティングボード
ベビーベッド
ベビーチェア
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2F

♥♥

職員用駐車場

♡♡

♥♥

��❹❹��

3-1

3-2♥♥

グラウンド

野球場

テニスコート 工事中

歯学部前
大学病院前

歯
学
部

歯
学
部

歯
学
部

医
学
部

医
学
部

医
学
部

大
学
病
院

大
学
病
院

大
学
病
院

❹❹

❷❷

❸❸

❼❼ ��

❽❽❾❾

��
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��
❻❻

❺❺

P
P ♥♥
♡♡♡♡

♡♡

��

��

��

��

��

テニスコート

水産学部前

水 産 学 部水 産 学 部水 産 学 部
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共同獣医学部

しりつびょういんまえ

しんでん（こうつうきょくまえ）

わきだ

南国交通：鹿大教育学部前

事務局棟（入試課）、共通教育棟（教務課、学生生活課、国際事業課）への道順

JR 鹿児島中央駅から市営バス「⑪鴨池・冷水」、「⑳緑ヶ丘・鴨池港」、南国交通バス「N39 武岡・鴨池港」
又は鹿児島交通バス「⑲紫原・桜ヶ丘」を利用し、「鹿大正門前」又は「法文学部前」下車、徒歩２分。

桜ヶ丘キャンパス 鴨池港

鹿
児
島
市
電（
１
系
統
）

鹿
児
島
市
電（
２
系
統
）

鹿児島大学位置図

244



鹿児島大学創立三十周年記念歌曲
（昭和54年６月選定）
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巻
　 

頭
　 

言

流り
ゅ
う
せ
い星
落
ち
て
住
む
処
と
こ
ろ

橄か
ん
ら
ん欖
の
実み

の
熟う

る
る
郷さ
と

あ
く
が
れ
の
南
み
ん
な
み

の
国く
に

に

つ
ど
い
に
し
三み
と
せ年
の
夢ゆ
め

短み
じ
か

し
と

結む
す

び
も
終お

え
ぬ
こ
の
幸さ
ち

を

或あ
る

い
は
饗う
た
げ宴
の
庭に
わ

に

或あ
る

い
は
星せ
い
や夜
の
窓ま
ど

の
下も
と

に

若わ
か

い
高た
か

ら
う
感か
ん
じ
ょ
う情
の
旋せ
ん
り
つ律
を
も
て

思
い
の
ま
ま
に
歌
い
給た
ま

え

歌
は
悲
し
き
時
の
母
と
も
な
り

う
れ
し
き
時
の
友
と
も
な
れ
ば

い
ざ
や
歌
わ
ん
か
な
我
ら
が
豪
気
の
歌

北
辰
斜
め
を

い
ざ
や
舞
わ
ん
か
な

か
の
国
士
の
舞
を

一　

北ほ
く
し
ん辰
斜な
な

め
に
さ
す
と
こ
ろ

　
　

大た
い
え
い瀛
の
水み
ず

洋よ
う
よ
う々

乎こ

　
　

春は
る
は
な
か
お

花
薫
る
神し
ん
し
ゅ
う州
の

　
　

正せ
い
き気
は
畢こ
も

る
白は
っ
か
く
じ
ょ
う

鶴
城

　
　

芳ほ
う
え
い英
永と

わ遠
に
朽く
ち

せ
ね
ば

　
　

歴れ
き
し史
も
ふ
り
ぬ
四し
ひ
ゃ
く
ね
ん

百
年

　
　
　
　

二　

紫
む
ら
さ
きさ
む
る
黎し
の
の
め明
の

　
　
　
　
　
　

静し
ず

け
き
波な
み

に
星ほ
し
か
ぞ数
え

　
　
　
　
　
　

荒こ
う
り
ょ
う涼
の
気
に
咽む
せ

ぶ
時

　
　
　
　
　
　

微び
ぎ
ん吟

消
え
ゆ
く
薩さ

つ
ま
が
た

摩
潟

　
　
　
　
　
　

不ふ
く
つ屈
の
色
も
厳お
ご
そ

か
に

　
　
　
　
　
　

東ひ
が
し

火ひ

を
は
く
桜
島

三　

悲ひ

か歌
に
耳
藉か

す
人
も
な
く

　
　

沈し
ず

み
濁に
ご

れ
る
末
の
世
の

　
　

驂さ
ん
ら
ん鸞
の
夢ゆ
め

よ
そ
に
し
て

　
　

疾し
っ
ぷ
う風
迅じ
ん
う雨
に
色
さ
び
し

　
　

古こ
じ
ょ
う城
の
風
に
嘯う
そ
ぶ

け
る

　
　

健
児
七
百
意
気
高
し

四　

南
の
翼つ
ば
さこ
の
郷さ
と

に

　
　

三み
と
せ年
と
ど
ま
る
鵬ほ
う

の
影

　
　

行ゆ
く
て路
は
万ば
ん
り里
雲く
も

湧わ

き
て

　
　

雄ゆ
う
と図
も
ゆ
る
天あ
ま

つ
日ひ

や

　
　

首か
ど
で途
の
昔
叫
び
に
し

　
　

理
想
の
空
に
長ち
ょ
う
く駆
せ
ん

五　

あ
あ
若
き
日
の
光
栄
は

　
　

今こ
と
し年

十
四
の
記
念
祭

　
　

祝
う
も
う
れ
し
向
上
の

　
　

旅
の
衣
に
散
り
か
か
る

　
　

樟く
す

の
下し
た

露つ
ゆ

清き
よ

ら
け
く

　
　

今き
ょ
う日
南な
ん
め
い溟
の
秋
に
し
て

（
大
正
四
年
第
七
高
等
学
校
第
十
四
回
記
念
祭
歌
）

簗
　
田
　
勝
三
郎
　
作
詞

須
　
川
　
政
太
郎
　
作
曲

北
　
辰
　
斜
　
に
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鹿児島大学

K A G O S H I M A  U N I V E R S I T Y
H A N D B O O K  F O R  S T U D E N T S

2026
鹿児島大学の各学部等の連絡先一覧

学 部 地 区 学 部 等

下荒田地区 水 産 学 部
大学院農林水産学研究科 学 生 係 099-286-4040

桜ヶ丘地区

大学院医歯学総合研究科

大学院保健学研究科

学
　
務
　
課

医歯学大学院係 099-275-5120

医 学 部

歯 学 部

099-275-5130
099-275-6725
099-275-6040
099-275-6727

医 学 教 務 係
保 健 学 教 務 係
歯 学 教 務 係
学 生 支 援 係

郡 元 地 区

学生部共通教育課
（共通教育センター） 共 通 教 育 係 099-285-3452

キャリア形成支援係
（キャリア・就職支援）
（インターンシップ担当）

099-285-7341
099-285-7053

留 学 生 係学生部国際事業課 099-285-7325

障害学生支援センター（修学支援室） 099-285-3287

教師教育開発センター 099-285-7308

財 務 部 経 理 課 出 納 係 099-285-3355

法 文 学 部 学 生 係 099-285-7525

大学院人文社会科学研究科 大 学 院 係 099-285-7646

理 学 部 学 生 係 099-285-8025

工 学 部

大学院理工学研究科

学 生 係学
務
課 大 学 院 係

099-285-3269

099-285-3057

大学院臨床心理学研究科 専 門 職 大 学 院 係 099-285-7504

大学院連合農学研究科 連 大 事 務 係 099-285-8792

保健管理センター
保健管理センター桜ヶ丘分室

099-285-7385
099-275-6348

農 学 学 生 係農 学 部
大学院農林水産学研究科 099-285-8550

獣 医 学 学 生 係共 同 獣 医 学 部
大学院共同獣医学研究科 099-285-3553

教 務 係
学 生 係

教 育 学 部
大学院教育学研究科

099-285-7713
099-285-7741

グローバルセンター 099-285-3601
099-285-7086

099-285-7311学生何でも相談室

経 済 支 援 係
（ 奨 学 金 ）
（ 授 業 料 免 除 ）

099-285-7329
099-285-7033

099-285-7335
099-285-7320
099-285-7340

学 生 企 画 係
（ 課 外 活 動 ）
（ 学 生 寮 ）

学生部学生生活課

担 当 係 名 電話番号（直通）

鹿児島大学学生部編




